
 

 

特定課題研究 
国際理解教育の理念と方法を問い直す 

報告書 
〔増補版〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本国際理解教育学会 研究・実践委員会 

（2016～2019 年度） 

2020 年 3 月 

 

 

 



 

目次 

 

 

 

はじめに ·························································································· 1 
永田佳之 

 

 

第１章 難民問題から国際理解教育を問う［難民プロジェクト］ ················· 4 
総括：山西優二 

はじめに 

Ⅰ．難民プロジェクトの目的・メンバー  
  １．難民プロジェクトの目的 

２．難民プロジェクトのメンバー 

Ⅱ．基礎研究：難民の状況と難民の捉え方 

１．世界にみる難民・避難民 

２．日本にみる難民・避難民 

Ⅲ．難民プロジェクト研究の枠組み 

１．本研究での「難民」の定義 

２．政治・経済・文化の視点 

３．これからの教育・国際理解教育に求められる視点 

４．当事者性 

Ⅳ．難民プロジェクトの研究・実践活動 

１．公開研究会 

２．各タスクチームでのその他の実践・研究の動き 

Ⅴ．「国際理解教育の理念と方法を問う」ための課題と成果 

  １．難民プロジェクトが問う当事者性 

２．難民プロジェクトが問う「教育のきれいごと」 

   ３．難民プロジェクトが問う方法（実践方法・研究方法） 

～これまでの方法への問い直しとこれからの方法～ 

 おわりに 

 

 

 



第２章 SDGs 時代の水・気候変動教育を問う 
［水・気候変動教育プロジェクト］ ·········································· 38 

総括：宇土泰寛 

はじめに 

Ⅰ．水・気候変動教育プロジェクトの視点と活動 

１．目的 

  ２．アプローチ 

  ３．参加者リスト 

  ４．研究会開催 

Ⅱ．基礎研究：気候変動と SDGs 時代の教育 
１．気候変動のメカニズムとその影響 
２．気候変動教育に関する国際的動向とホールスクール・アプローチ 
３．SDGs とは 
４．SDGs 時代における教育の特徴と課題 

Ⅲ．実践研究：教える「学習」から越境し合う学びの場づくりへ 

１．身近な地域の素材を生かした学びの場づくり 

２．教科横断的な視点から地球的課題に取り組む学びの場づくり 

３．世界のローカルとグローバルをつなぐ学びの場づくり 

～SDGs でつなぐ国際理解教育「地球子ども広場と大陸間教育活動」～ 

４．実践から見えてきた学校教育の課題 

Ⅳ．「水・気候変動教育プロジェクト」から国際理解教育の理念と方法を問う 

１．教える「学習」から自己変容をもたらす「学びの場づくり」へ 

２．テキスト主義からの脱却を図る多様なアプローチ 

３．越境空間としての新たな学びの場のステージへの挑戦 

おわりに 

 

 

第３章 グローバル時代の市民像を問う［市民性プロジェクト］ ··············· 73 
総括：渡部淳 

はじめに 
１．理論的枠組み：シティズンシップと市民性 
２．学会における蓄積：特定課題研究プロジェクト 
３．市民性プロジェクトの活動の概要：研究会の開催 
４．「市民像」をめぐる論点 

 
 
 



第４章 国際理解教育の理念と方法を問い直す 
―国際理解教育における市民性育成の課題と今後の展望― ············ 78 

 

はじめに 

１．難民プロジェクトからみる市民性 

２．水・気候変動教育プロジェクトからみる市民性 

３．国際理解教育における市民性育成の課題と今後の展望 

 

 

付論１：第 29 回研究大会特定課題研究における渡部淳会員の報告 ············· 83 
 

１．「本課題研究の到達点と残された課題―研究の更なる深化に向けて―」 
２．質疑応答のまとめ 

 
 
付論２：難民をとりまく地域コミュニティにみる学びと参加 ····················· 95 

 
１．はじめに～ねらいと目的～ 
２．三つの地域コミュニティにみる学びと参加の現状 
３．地域コミュニティにみるこれからの学びと参加の課題 

 ４．おわりに 
 

 

 

資料編 ·························································································· 112 
                         林敏博・菊地かおり 

１．委員会開催の経緯 
２．特定課題研究の概要 

（１）第 27 回研究大会・特定課題研究 
（２）第 28 回研究大会・特定課題研究 
（３）第 29 回研究大会・特定課題研究 

 

 

 



1 

はじめに 

 

日本国際理解教育学会 研究・実践委員会 

委員長 永田佳之（聖心女子大学） 

 

 

「不確実性の時代」を生きている―このような日常感覚がいつの間にか国や地域を問わ

ず多くの人々に共有されるようになりました。気候変動による未曾有の災害、自国第一主

義が煽る不寛容、グローバル化の進展と共に広がる格差、新型ウィルスのパンデミックな

ど、地球規模の問題が常態化し、現代は特に若者にとって希望を抱きづらい時代になった

と言えましょう。 
このような時代の潮流の中で教育も根底から揺さぶられています。不確実性の時代にこ

そ求められるのは教育のビジョンですが、戦後の民主主義のように理想が語られることは

稀となり、一方で思考スキルなどの技能習得が各国の教育シーンを席巻するようになりま

した。しかし、いかにスキルフルな人間を育成しようとも、その結果、社会の持続不可能

性が助長されることになるのであれば、私たちは教育を問い直されねばなりません。実際

に、戦争を起こしたのは技能に長けた人間ですし、環境を破壊してきたのも特定のスキル

を身につけた人間に他ならないからです。 
混沌とした時代状況において国際理解教育も真価が問われています。当初は、ユネスコ

憲章（前文）に象徴されるように、ビジョンの共有のもとに生まれ、育まれてきた教育で

あるにも関わらず、特に 9.11 事件以後、その誕生当初に標榜した「平和の砦」を見出せぬ

まま、隧道を抜け出せない状況が続いているのではないでしょうか。国際理解教育は今、

テロリズムに傾倒する各地の若者、自国第一主義やポストトゥルース、ヘイトクレーム、

さらには人工知能の急速な発展など、次々と生まれる新たな課題にどれだけ応答してきた

が問われていると言えましょう。 
このような情勢において、私たち、日本国際理解教育学会研究・実践委員会では 2016 年

度から３年にわたり、「国際理解教育における理念と方法を問い直す」というテーマのもと

に「この指とまれ方式」で３つの分科会、すなわち「市民性部会」「難民部会」「水・気候

変動部会」を中心に公開研究会などの活動を展開してきました。それまで本学会で積み重

ねてきた特定課題研究「国際理解教育における教育実践と実践研究」（2013～2015 年度、

嶺井明子同委員会委員長）の土台の上に、新たな時代における国際理解教育の理念と方法

を問い直すという試みです。 
なぜ、これらのトピックなのかと言うと、難民問題と水・気候変動問題は社会領域と環

境領域における地球規模課題の象徴とも言える問題であり、さらに両者の根幹的な解決の

鍵を握るのが市民性の教育という課題であるからです。 
ここであえて俎上に載せたのは、理論や実践ではなく理念と方法です。教育の方向性そ

のものが問い直されるような時代においては、これまでとは異なる次元での捉え直しが求

められていると言えましょう。端から示されるような目指すべき「市民」の資質・能力を

育成する従来の教育方法では通用しない時代に生きる私たちにとって新たな市民性とは何
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か、また、そうした市民性と不可分の教育方法とは何か…こうした問いと共に試行錯誤が

続きました。 
この３年間をふり返ると、市民性部会においては公開研究会に教育学を超えた領域の専

門家をお呼びし、理念と実践に資する知見を積み重ね、難民部会および水・気候変動部会

は理念を吟味しつつ従来の方法や制度を実践レベルから問い直してきました。  
一連の研究成果と課題は、部会ごとの研究会の他、下記のテーマのもとに学会の年次大

会にて共有されてきました。 
 
・2017 年度大会（於：筑波大学） 
「国際理解教育における理念研究、方法研究の展望をひらく」 
・2018 年度大会（於：宮城教育大学） 
「国際理解教育における理念研究、方法研究の現段階―プロジェクトの取り組みと課題―」 
・2019 年度大会（於：椙山女学園大学） 
「国際理解教育における理念研究、方法研究の到達点と今後の課題」 
 

３つの部会による一連の作業を通して新たな時代状況に応答すべく知見が見出された

か否かは、本報告書の読者の皆様のご判断を仰ぎたいと思います。 
詳しくは後続する各章に委ねますが、会員をはじめとする各部会メンバーの尽力により、

上記のアポリアを乗り越えていくためのキーワードが共有され、国際的な動向をも批判的

に捉え直すような試みも見られるようになりました。さらに、授業論に留まることなく、

学校制度や学校文化に対する問い直しもなされました。現場のエートスや教師自身が教育

内容を自分ごととして捉えることから遠ざけてしまうシステムに関する議論も重ねてきま

した。本報告書に盛り込まれた知見が混沌たる現代社会に「平和の砦」を築く不断の努力

の一助となれば幸いです。 
なお、本報告書は、予算の制約もあり、膨大な研究成果のごく限定された情報を集めた

一冊となっています。日本国際理解教育学会のホームページにてさらなる研究成果を盛り

込んだ関連サイトを設けていますので、ぜひご一読いただければと思います。  
最後に、とても大切なことをお伝えしなければならなりません。新年を迎えてまもなく、

本委員会の精神的な支柱であり、研究推進の要でもあった渡部淳先生がお亡くなりになり

ました。その後、あまりにも唐突なお別れに戸惑うばかりの日々の中、昇天されて改めて

先生がいかに私たちを導いて下さっていたのかを痛感しています。 
渡部先生は創設当初から日本国際理解教育学会を支え、旧研究委員会の委員長を務めら

れ、現在の研究・実践委員会も協力委員として、また市民性部会の世話人として献身的な

貢献をされました。 
逝去されたその日、1 月 20 日発行の『アクティブ・ラーニングとは何か』（岩波新書）

が出版社より著者代選の判と共に届きました。「あとがき」の日付は 2019 年 11 月であり、

「はじめに」の冒頭には「日本の学びの『これまで』と『これから』について考えみたい。

本書では、2020 年を『これから』の起点としている。2020 年という年は、オリンピック・

イヤーとして人々に記憶されることになるはずだが、教育の世界では『主体的・対話的で

深い学び』（アクティブ・ラーニング）が、2016 年 12 月に出された中央教育審議会（中教
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審）答申の方向に沿って本格実施される年でもある」とあります。 
また「獲得型教育研究会」の活動を展開される中で「気の遠くなるような作業を繰り返

していけば、やがては新しい市民の共通教養の中核に参加型アクティビティの習得が据え

られる時代が来るのではないか、そう考えた」と書かれています。渡部先生にとって「自

律的市民」をいかに育成するかがライフワークでもあったのだと思いました。私たちの委

員会活動がこのような卓見と洞察力に支えられ、導かれてきたということを刊行されたば

かりのご著書を拝読して改めて感じ入るばかりです。 
本報告書には渡部先生による上記の大会（2019 年度椙山女学園大学大会における特定

課題研究）でのお話を文字起こしさせていただき、本研究の貴重な知見として掲載させて

いただきました。時代を見据える政治学者として、そして現場に寄り添う教育学者として

の渡部先生のメッセージをお届けできれば、と願っております。 
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第１章 難民問題から国際理解教育を問う 
 
 
はじめに 

「難民プロジェクト：難民問題から国際理解教育を問う」では、この 3 年間にわたり、17
名のプロジェクトメンバーが、5 つのタスクチームをつくり、多くの難民の方々と出会い、

難民をとりまく地域の状況に触れ、難民を扱う教材にも検討を加え、独自の実践をつくり

出す中、協働実践研究を行ってきた。この報告書では、その 3 年間にわたる難民プロジェ

クト研究の過程と成果を、「難民プロジェクトの目的・メンバー」「基礎研究としての難民

の状況と難民の捉え方」「プロジェクト研究の枠組み」「プロジェクトの研究・実践活動」

「プロジェクト研究の課題と成果」の順で以下報告することにしたい。 
 
Ⅰ．難民プロジェクトの目的・メンバー 

 

１．難民プロジェクトの目的 

難民プロジェクトは、日本国際理解教育学会の特定課題研究プロジェクトとして、2016
年 6 月に生まれた 3 か年プロジェクトである。このプロジェクトでは、シリア難民・クル

ド難民など難民問題が世界的なレベルでの大きな社会問題になる中で、難民を生む社会構

造の問題、難民を受け入れる国・地域が抱える問題、難民にとっての生活・教育上の問題、

難民をとりまく他者と難民の人間関係にみる問題、難民をとりまく多くの人にとっての当

事者性の問題などを注視し、また日本国内でのインドシナ難民・ミャンマー難民などのこ

れまでを踏まえ、難民問題と教育・学びの関連を問い、これからの国際理解教育の「理念」

や「方法」を問うことを目的とした。 
 
２．難民プロジェクトのメンバー 

約 3 年間の研究のプロセスで、若干の変動はあったが、2019 年 6 月末の時点で以下の

17 名がプロジェクトメンバーとして参加した。また研究・実践の過程では、難民当事者・

難民支援者など多くの方々にも協力者として参加いただいた。 
山西優二（早稲田大学）、横田和子（早稲田大学）、小関一也（常磐大学）、山中信幸

（川崎医療福祉大学）、丸山英樹（上智大学）、林加奈子（桜美林大学）、南雲勇多（東

日本国際大学）、小野寺美奈（東京家政大学）、金城さつき（沖縄国際大学）、菊地恵

美子（仙台育英学園・早稲田大学大学院）、土田千愛(東京大学大学院)、岩坂泰子（広島

大学）、前田君江（東京大学・ペルシア語翻訳者）、岡本能里子（東京国際大学）、風

巻浩（首都大学東京）、佐藤仁美（目白大学）、當銘美菜（目白大学)。 
 
Ⅱ．基礎研究：難民の状況と難民の捉え方 

まず難民・避難民の状況は、研究プロジェクトのこの 3 年間の間にも状況は大きく変化

している。2016 年の時点で難民・避難民の数は 6530 万人と報告されていた（Save the 
Children 2016）が、2018 年末では 7080 万と報告されている（UNHCR Japan 2018）。
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2016 年の時点で収集した情報を、基礎研究情報として以下に示すことにする。 
 
１．世界にみる難民・避難民 

Save the Children は、2016 年 9 月の報告書『避難を余儀なくされる人々：世界で 21
番目に大きな国（Forced to Flee : Inside the 21st Largest Country）』で、全体での避難

を余儀なくされる人の数、そしてそこに含まれる難民、国内避難民、庇護申請者の数を以

下の通り指摘している。 

Forcibly displaced people（避難を余儀なくされる人）：6530 万人 
・Refugees（難民）--- Refugees have been forced to flee their country in order to escape 

danger ,war or persecution：2130 万人: 
・Internally displaced people（国内避難民）--- Internally displaced people（IDP）have 

been forced to flee their homes, but remain within their own country：4080 万人 
・Asylum-seekers（庇護申請者） --- An asylum-seeker is someone whose request for 

sanctuary in another country is still being processed：320 万人 

さらに世界中のすべての避難を余儀なくされる人が一つの場所に定住することになれ

ば、現時点で以下のような世界で 21 番目に大きな国に匹敵することを指摘している。 
世界で最も急速に人口が増加しているこの国は： 
―人口増加率が世界で最も高い国です。 
―18 歳未満の子どもが半分以上を占める、世界で最も人口が若い国の一つです。 
―世界で就学率が最も低い国の一つです。 
―児童婚のように、悪影響のある習慣が行われる危険性が高い国です。 
―予防可能な病気で失った子どもの数は、膨大です。 
―もし雇用への十分なアクセスが保障されれば、中所得規模の経済が存在することにな

ります。 
―迫害と紛争により、毎日 34,000 人が家から避難することを余儀なくされています。 
―もし、人口が現在の割合で増加し続けた場合、2030 年までに、世界で 5 番目に大き

な国になります。もし、人口が現在の半分の割合で増加し続けた場合でも、2030 年

までに 9 番目に大きな国になります。 
 

また難民に関してはこれまでにも、以下のように多様な捉え方が示されてきている。 
＊「難民の地位に関する条約（難民条約）、1951 年」にみる難民の定義（条約難民 Convention 

Refugee） 
 「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会集団の構成員であることまたは政治的意見を理

由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国

の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者またはそのよう

な恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」 
＊「難民の地位に関する議定書、1967 年」 
 1951 年の難民条約が 1951 年以前の事象の結果として生じた難民のみに対して適用され
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るという時限制約を設けていたことから、難民条約の対象とする難民をさらに拡大する

ことにより、新たに生じた難民にも条約上の保護を与えることを目的に作成されている。 
＊UNHCR Japan「難民とは？」 
 1951 年の「難民の地位に関する条約」では、「人種、宗教、国籍、政治的意見やまたは

特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるかあるいは迫害を受

ける恐れがあるために他国に逃れた｣人々と定義されている。今日、難民とは、政治的な

迫害のほか、武力紛争や人権侵害を逃れるために国境を越えて他国に庇護を求めた人々

を指すようになっている。また戦争などによって住み慣れた家を追われたが、国内にと

どまっているかあるいは国境を越えずに避難生活を送っている「国内避難民」も近年増

加している。このような人々も難民と同様に外部からの援助なしには生活できない。適

切な援助が実施できなかった場合、これらの人々は国境を越えて難民となり、結局、受

け入れ国の政府や国際社会は、より重い負担を強いられることになってしまう。

（UNHCR Japan） 
 
２．日本にみる難民・避難民 

 「日本には、インドシナ難民の受け入れからすでに約 2.5 万人の難民とその子どもたち

が暮らしています」（難民支援協会 2020）の指摘にみられるように、日本でも、以下に示

す難民に加え、最近ではシリア難民、クルド難民、ロヒンギャ難民など、各地域で多くの

難民と出会うようになっている（外務省 2019、難民支援協会 2020）。 
＊インドシナ難民：1970 年代後半以降、ベトナム戦争終結前後に社会主義へと体制が移行

する中で迫害を恐れ、また貧困による生活苦から、ベトナム、ラオス、カンボジアから

逃れた人々のことで、約 140 万人の難民が発生した。日本は 1978 年から受入れが終了

した 2005 年末までの間に、11,319 人のインドシナ難民を受け入れている（インドシナ

難民受入数：米国 823,000 人、オーストラリア 137,000 人、カナダ 137,000 人、フラン

ス 96,000 人、ドイツ 19,000 人、イギリス 19,000 人、等）。 
＊条約難民：インドシナ難民問題をきっかけに、日本は 1981 年に難民の地位に関する条

約、1982 年に難民の地位に関する議定書に加入し、条約難民の受入れを開始した。それ

以降、2015 年末までに 660 人の条約難民を受け入れ、難民認定申請は不認定とされた

ものの、人道的配慮から在留が認められた人は 2,446 人となっている（2015 年の各国の

難民認定数と認定率：ドイツ 138,666 人（59％）、米国 23,361 人（77％）、フランス

21,287 人（22％）、英国 15,376 人（34％）、カナダ 9,171 人（68％）、イタリア 3,573
人（5％）、日本 27 人（0.6％））。 

＊ミャンマー難民：軍事政権化にあったミャンマー連邦内の民族紛争を原因とし、国外に

流出し難民化した人々のこと。日本が 1982 年に難民認定制度の運用を始めて以降、難

民として認定された人の過半数がミャンマー人であり、人道的配慮により在留を認めら

れた人の７割強がミャンマー人であり、2010 年以降受け入れている第三国定住難民は

すべてミャンマー人である。 
＊第三国定住難民：日本は、2008 年の閣議了解に基づき、2010 年度から第三国定住によ

る難民の受入れを「パイロットケース」としてスタートさせ、その後 2014 年の閣議了

解に基づき、2015 年度以降も本事業を継続して実施している。2014 年度までのパイロ
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ットケースにおける第三国定住による難民受入れは、タイの難民キャンプに滞在するミ

ャンマー難民を対象としていたが、2015 年度以降は、マレーシアに一時滞在するミャン

マー難民及び既にタイから受け入れたミャンマー難民の家族を受入れ対象としている。

2016 年までの受入数は 123 人。 
 
Ⅲ．難民プロジェクト研究の枠組み 

 難民プロジェクトでは、「難民の定義」「政治・経済・文化の視点」「教育に求められ

る視点」「当事者性｣に関する以下に示すような研究の枠踏みを確認する中で、協働研究を

進めていった。 
 
１．本研究での「難民」の定義 

本プロジェクトでは、難民を取り巻く社会構造と難民が直面する問題、その問題解決に

向けての方策へ教育・国際理解教育からアプローチすることを目的としている。したがっ

て狭義に特定の難民、例えば条約難民に対象を絞ることに必然性はなく、「政治的、経済

的、文化的、自然環境（災害）的理由などで避難を強いられた（forced to flee）人々」「迫

害性･強制性ゆえに避難した人々」を、難民プロジェクトの「難民」として捉えている。 
 
２．政治・経済・文化の視点 

社会を構成する政治・経済・文化の視点は、難民を生み出す社会構造を読み解き、新た

な社会状況を描き出すために必要であり、また難民そして難民をとりまく他者が獲得すべ

き当事者性・市民性を捉えるために必要である。 
また国際理解教育が、平和そして SD が示す公正の実現をめざすなら、難民問題から見

えてくる政治・経済・文化のそれぞれのあり方やその根底にある原理（文化）を丁寧に問

い直し、平和・公正に向けて問題解決のプロセスでそれらをどう関連付け、再構成してい

くのか、そのプロセスや方法を描き出していくことが求められてくる。この点に関しては、

プロジェクトのメンバーである丸山英樹が「SDGs 時代における移民・難民の受け入れの

構造と政策」（丸山 2018）において、諸外国の状況を踏まえその枠組みを示している。 
 
３．これからの教育・国際理解教育に求められる視点 

教育が、時として「きれいごと」にとどまりがちな中で、このプロジェクトでは、「教

育のきれいごと」を乗り越えるために、まずは、ユネスコが提唱する Global Citizenship 
Education にみる 3 つのコア概念である「認知」「社会的情動」「行為」（UNESCO 2015）
を踏まえたうえで、次の３つの領域からこれまでの教育そして学びを再考することを前提

とした。 
①認識の領域：問題を単純化し過ぎず、簡単に解決できない複雑な現実を示す。 
②感性・身体性の領域：問題と自分の身近な生活とのつながりを感じる。 
③行為の領域：問題解決に向けた大きな行動のみでなく、日常的な小さな行動も含める。 
また一方、学会の前回（2013 年～2015 年）の特定課題研究「国際理解教育における教

育実践と実践研究」での地域実践研究（山西 2017）が示したように、地域における学び

を、認識、感性・身体性、行動性という個の資質だけではなく、コミュニティーにおける
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関係や行動の変容との関連で捉えることも重要であり、個の変容と社会（コミュニティー）

の人間関係の変容・社会の変容を相互に関連したものとして捉えていくことにした。 
 
４．当事者性 

難民のみが当事者であり、難民をとりまく他者は支援者であるといった捉え方を越え、

難民問題を難民・難民をとりまく他者にとって自分ごととするために、2017 年 6 月の時点

で、社会構造の視点を組み入れ、まずは当事者性を以下の 3 つの観点で捉えることにした。 
①「自分は難民である」「自分も難民になりうる」｢自分にも難民性がある｣という意味

での当事者性 
②自分が関わっている社会のあり方･社会構造が難民を生み出しているという意味での

当事者性。自分と社会構造との関係を問う観点。 
③難民問題の解決に参加しているという意味での当事者性。 
さらにその後の研究の過程の中で、認識や行動からみる当事者性にとどめず、情念とい

った観点を含め、それらの関連を深める中、当事者性を問うことにした（その詳細はⅤの

１に示している）。 
 
Ⅳ．難民プロジェクトの研究・実践活動 

難民プロジェクトは、2016 年 6 月の学会大会以降、基礎研究として 5 回の研究会を実

施し、その成果に関しては 2017 年 4 月の第 1 回公開研究会で報告・協議し、またその要

点に関しては 2017 年 6 月の学会研究大会で報告した。そしてそれ以降は本研究として 2
年間、「世界（国内外）の難民を取り巻く社会構造」の読み解きを全員の共通課題としつ

つ、「移民・難民と教材」「絵本にみる難民問題」「難民とライフストーリー」「難民と

ことば・からだ・アート」「難民をとりまく地域コミュニティ」という５つのタスクチー

ムをつくり、以下に示すように、各タスクチームが 2 回、全体で 10 回の公開研究会の開

催、実践企画、フィールド調査、関連学会での研究発表などを行い、本研究を進めた。 
 
１．公開研究会 

（１）第 1 回公開研究会｢難民プロジェクトの基礎研究報告｣（2017 年 4 月 8 日） 
「難民問題から『きれいごと』を乗り越える教育実践を創る」「難民の状況と難民の

概念・定義」「欧州ムスリム移民の研究からみる難民問題の構造」「日本におけるこれ

までの難民教育と今後の教材づくりに向けた課題」「移民教育からみる難民教育」「ア

ートを通じた難民に関する実践」「難民､市民､教育をどうつなぐか」などの基礎研究の

成果を報告した。 
（２）第 2 回公開研究会｢教材づくり～移民と難民～｣（2017 年 9 月 23 日） 

「インドシナ難民」「沖縄移民」「シリア難民」の 3 つの視点から「難民」「移民」に

ついて考え、学校教育において「自分ごと」として「難民」「移民」を捉えることのでき

る学習プログラムのあり方について考えた。 
（３）第 3 回公開研究会｢難民とライフストーリー｣（2017 年 12 月 3 日） 

ルワンダの内戦から逃れ福島へ移住したマリールイズさん、そして彼女と共に震災後、

浪江町からの避難民とともにルワンダ・カフェを続けてきた渡邊恭子さん、お二人の語り
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を聴く場を共有しながら、難民問題を自分事として捉え、私たち一人ひとりの日常生活に

変化を生み出すような学びの可能性や教材づくりの方向性について意見交換した。 
（４）第 4 回公開研究会｢こころと、からだと、ことばのアート｣（2018 年 2 月 3 日） 

参加者の協働によるアート制作を試みた後、こころと、からだと、ことばの３点から、

非言語や感覚の可能性を検討し、国際理解教育と難民問題というテーマにアプローチした。

異質性をもった人間が誰とでも出会える場をアートがつくり出してくれることに気づかさ

れるとともに、個々人にとって自らの感覚と向き合う時間になった。 
（５）第 5 回公開研究会｢難民をとりまく地域コミュニティにみる学びと参加」（2018 年

4 月 8 日） 
インドシナ難民のサラーンさん、ミャンマー難民のチョウさん、クルド難民の P さんか

らの語りを通して、難民をとりまく多くの日本人が難民のおかれている状況を知らないと

いう状況が数十年にわたり続いているということ、そして表面的な交流でない課題に即し

た地域レベルでのアプローチが必要であることが浮びあがる場となった。 
（６）第 6 回公開研究会「絵本にみる難民問題」（2018 年 5 月 27 日） 

難民問題をテーマとする国内外の絵本の収集がすでに 90 冊を数える中、それらの展示、

それらを読むワークショップを実施し、それらの整理・分析からみえてくる絵本にみる難

民問題への視座や絵本の実践素材としての可能性について話し合った（使用絵本 Out、My 
name is Sangoel、A Little Refugee、My Wounded Island、『いのち』）。 
（７）第 7 回公開研究会｢難民問題を考える学習のこれまでとこれから」（2018 年 10 月

28 日） 
難民理解のための学習を超えた「難民問題から考え、学ぶ」学習を考える為には、「存

在が見えなくされている人」の存在について改めて見つめ、そこから自らの日常を問い直

し、自らの意識変容を思い出すことができるような取り組みについて検討し、意見交換し

た。自分ごととして難民問題を捉えることができ、難民問題を通して、学習者が自らの意

識や価値観を問い直すことができる「難民問題学習」のあり方について考える場となった。 
（８）第 8 回公開研究会「物語をつなぎ、難民問題と出会いなおす」（2018 年 12 月 2 日） 

ルワンダの内戦から逃れ福島県へ移住した永遠瑠（とわり）マリールイズさんと、2011
年の東日本大震災の原発事故により福島県浪江町からの避難を余儀なくされた天野淑子さ

んの、2 人の「難民」の出会いの物語を入り口に、「物語がつながり合う」ことのもつ教

育力についてワークショップも交えつつ考えた。難民を体験した人の物語を聴くことを通

して、「自分の内側にある難民性」と「自分の外側にある」難民性に気づき、両者の関係

を結びなおすことで難民問題にアプローチしていくことの意義が共有される場となった。 
（９）第 9 回公開研究会「難民問題学習における情動レベルへのアプローチ～ふりかえり

をふりかえる～」（2019 年 3 月 2 日） 
難民問題学習を何度か実践するうちに、活動そのものは楽しめて、またいわゆる「アク

ティブラーニング」的にはなるものの、ふりかえりが深まっていないこと、またそのふり

かえりを深めるためのファシリテートのあり方に問いを持った。そこで対話型メタファシ

リテーションという技法を考案した中田豊一氏を招き、ドラマワークを行った。ドキュメ

ンタリー番組『こころの時代―外国人収容者とともにありて』をベースにしたロールプレ

イ、台本作成のワークを経たのち、リフレクションを行った。ドラマワークにおける観客



10 

役の持つ意義、終了後の「引きずり感」などの重要性が浮かび上がった。一方、ドラマワ

ークを行うにあたり、どこまで設定するのかなどの課題も同時に浮かび上がった。 
（10）第 10 回公開研究会「難民をとりまく地域コミュニティにみる学びと参加」（2019
年 4 月 21 日） 

大和市いちょう団地のインドシナ難民、新宿区高田馬場のミャンマー難民、川口市のク

ルド難民にみる学びと参加の現状について報告し、そこから見えてきた学びと参加の課題

として「外国人アイデンティティを含む複合的なアイデンティティの形成」「『重要な他

者』の視点からみる難民と他者との関係性」「地域における身近な出会いの場のもつ意味」

「政治的経済的な学びと参加」を提示し協議した。 
（11）第 11 回公開研究会「難民絵本の特徴と教材としての可能性」（2019 年 5 月 19 日） 

約 110 冊の難民絵本の収集基準と、収集した絵本の特徴の分析、および、メディアとし

ての絵本の特徴と難民絵本の教材としての可能性について、これまでの研究成果を報告し

た。そして難民と受け入れる側の心情・情動や排他意識を扱った絵本（使用絵本は『島』、

『さんびきめのかいじゅう』、『エロイーサと虫たち』）を題材に、絵本の読み合わせと

「どの絵本を誰とどんなふうに読みたいか」をテーマに多様な場での多様な実践プログラ

ムづくりのワークショップを実施した。 
 
２．各タスクチームでのその他の実践・研究の動き 

（１）「移民・難民と教材」タスクチーム 
＊2019 年 2 月 10 日「JICA 地球ひろば開発教育指導者研修」発表 
＊2019 年 5 月 28 日 沖縄国際大学国際平和学 I「沖縄移民における難民性を考える」実践 
（２）「絵本にみる難民問題」タスクチーム 
＊2019 年 1 月 16 日「たぶんかふぇ」での難民絵本「読み合い」ワークショップ（参加者

全 9 名／小学校教員・中学校教員・高校教員、使用絵本 My name is Sangoel、My Wounded 
Island、Out） 

＊2019 年 3 月 14 日 長野県上田市での小学生・高校生・大学生・高校教員・地域住民な

どを対象とした難民絵本ワークショップ（使用絵本『島』、My Wounded Island、My 
name is Sangoel） 

＊2019 年 5 月 24 日 早稲田大学文化構想学部共生社会論ゼミでの難民絵本を活用した

「共生に求められるもの」を問うワークショップ（参加者全 26 名／大学 2～5 年生、使

用絵本『島』、『さんびきめのかいじゅう』、『エロイーサと虫たち』） 
＊2019 年 6 月 1 日 第 22 回絵本学会大会（帝京大学八王子キャンパス）での研究発表「難

民絵本の収集・整理とその特徴～難民絵本研究１～」「難民絵本の教材としての可能性

～難民絵本研究２～」 
（３）「難民とライフストーリー」タスクチーム 
＊ルワンダ訪問（2018 年 8 月 15 日～26 日）、永遠瑠マリールイズ氏に縁の地を訪ね、フ

ィールド調査を実施。ルイズ氏自身や家族へのインタビュー、ルイズ氏がサポートして

いるウムチョムイーザ学園への訪問、難民として歩いた道を車で一緒に辿るなどをした。 
＊ルワンダ・カフェ参加／参与観察（2017 年 6 月 1 日～2018 年 10 月 16 日、全７回） 

福島県二本松市平石仮設住宅で行われているルワンダ出身の永遠瑠マリールイズさん
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が主催する原発事故で避難している浪江町出身住民との交流カフェへの参与観察 
＊原発事故避難民である浪江町出身の天野淑子さんへのインタビュー（2018 年 11 月 16

日） 
＊東京大学教育学部附属中等教育学校で、高校 1 年生の総合的な学習の時間に、「共にい

きるという選択―ルワンダ難民のライフストーリーを通して」をテーマとする授業を実

施（2018 年 9 月 26 日、11 月 24 日、1 月 30 日）。 
（４）「難民とことば・からだ・アート」タスクチーム 
＊2017 年 6 月 24 日・8 月９日 教員免許状更新講習（目白大学）「多文化共生社会とこと

ば」にて、絵本『My two blankets』を読み、経験を話し合うワーク。 
＊2017 年 7 月 7 日 奈良市内小学校の英語の授業にて、5 年生を対象に絵本『ともだちの

しるしだよ』をベースにしたお絵描きワーク。 
＊2017 年 7 月 11 日 早稲田大学「社会構築論系演習」にて絵本『ともだちのしるしだよ』

をベースにしたお絵描きワーク。 
＊2017 年 10 月 目白大学「多文化教育研究」にて絵本『ともだちのしるしだよ』をベース

にした詩作のワーク。 
＊2018 年 5 月 目白大学「児童造形活動の理論と方法」日本人学生と留学生による『クラ

スメイトは外国人』をベースにしたドラマワーク、アートワーク。 
＊2018 年 6 月 目白大学「自己表現アートの理論と方法」にて絵本『ともだちのしるしだ

よ』をベースにしたドラマワーク、アートワーク。 
＊2018 年 6 月 16 日 日本国際理解教育学会「＜ことば・からだ・アート＞による難民問

題学習へのアプローチ（１）・（２）」発表 
＊2018 年 6 月 30 日・8 月 8 日 教員免許状更新講習（目白大学）「多文化共生社会とこと

ば」にて、絵本『My two blankets』を読み、経験を話し合うワーク。 
＊2018 年 9 月 16 日 奈良教育大学にて、絵本『ともだちのしるしだよ』をベースにした

アートワーク。 
＊2018 年 10 月 目白大学「地球市民教育論」にて絵本『ともだちのしるしだよ』をベース

にした詩作のワーク。目白大学「多文化教育研究」絵本『ともだちのしるしだよ』をベ

ースにした詩作のワーク。 
＊2018 年 10 月 14 日 日本美術教育連合（東京家政大学）にて発表。「教員養成課程にお

ける深い学びを目指した対話型アート活動に関する研究」 
＊2018 年 10 月 30 日 全国大学国語教育学会（武蔵野大学）にて発表。「難民と市民の「あ

いだ」を学ぶ国語教育実践を構想する」 
＊2018 年 11 月 目白大学「多文化教育研究」にて児童書『ようこそ、難民』（ドイツを舞

台にした難民との共生を考える物語）をベースにしたドラマワーク 
＊2019 年 2 月 ワルシャワ訪問調査。NPO、大学関係者、教育関係者らにアートを用いた

実践について聞き取り調査。現代美術館にて展示「移民」見学。 
＊2019 年 3 月 9 日 言語文化教育研究学会（早稲田大学）にて発表。「情動レベルに働き

かける市民性教育の実践に向けて―ことば・からだ・アートを融合させた難民問題への

アプローチ―」 
＊2019 年 6 月 16 日 日本国際理解教育学会（椙山女学園大学）にて発表。「国際理解教
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育におけるリフレクション（1）―難民問題学習の参加者の語りを手掛かりに―」 
＊2019 年 6 月 16 日 日本国際理解教育学会（椙山女学園大学）にて発表。「国際理解教

育におけるリフレクション（２）―難民問題学習の「実践者」としての当事者性―」 
＊2019 年 6 月 21 日 聖心女子大学公認難民支援団体「SHRET」による「SHRET 祭」に

てアートワークショップ実施。 
＊2019 年 8 月 25 日 言語文化教育研究学会第６回研究集会（山梨大学）にて発表。「初

等教育における教科教育者「間」の相互行為による obuchenie（教授・学習）の可能性」 
（５）「難民をとりまく地域コミュニティ」タスクチーム 
＊「すたんどばいみー」（インドシナ難民の子どもたちとその他の外国につながる子ども

たちが立ち上げた外国人当事者団体）活動への参加、参与観察、インタビュー  
＊川口市でのクルド人による「料理教室」「手芸教室」、クルド人に対する「クルド日本

語教室」などへの参加・参与観察、インタビュー 
＊高田馬場「ルビ―」（ミャンマー難民レストラン）での日本語教室・地域交流活動「シュ

エガンゴの会」（ミャンマー難民と支援者による母語学習支援活動団体）活動への参加・

調査 
 
Ⅴ．「国際理解教育の理念と方法を問う」ための課題と成果 

 難民プロジェクトでは、理念として、学習目標につながる「当事者性」を問うこと、「教

育のきれいごと」を越えること、方法として、「当事者性」の形成や「教育のきれいごと」

を越えることにつながる実践方法・研究方法を問うこと、を課題とした。 
 
１．難民プロジェクトが問う当事者性 

難民プロジェクトでは、「認識」「情念」「参加」という 3 つのキーワードから、当事

者性を問うことにした。それは「当事者性のある学び」を具現化するために、個人におい

ても社会においても「認識」「情念」「参加」の要素への着目が必要になると考えるため

である。それを図式化したのが【図１】である。 
 

 
【図１】当事者性と「認識」「参加」「情念」 
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この図では、「認識」は「情念」の動力から風を受けて、「参加」につながっている。

また、「参加」も同じく「情念」の動力からの風を受けて、「認識」の更新につながる。

参加と認識を往還させていくことが、当事者性のある学びの「当事者性」を伸ばしていく。

その風の力が弱まれば、当事者性の伸びも弱くなってしまう。つまり、当事者性のコマが、

チャイムがなったらそこで倒れてしまう、というようなことになるのである。倒れたコマ

に全く意味がないということではないが、「認識」や「参加」が断続的に学習者、あるい

はその場に対して働きかける必要性があることを示している。 
また、注意しなければならないのは、排他的・差別的な「情念」も、「認識」や「参加」

の力を受けて、排他的・差別的な当事者性を伸ばす可能性があるということである。だか

らこそ、「認識」や「参加」の質や方法が問われねばならないことになる。 
なお、当事者と当事者性は違う。難民問題学習では、いわゆる「難民」は当事者とされ

る。しかし、傷ついていたり、それどころではない状況にあれば、一見して当事者であっ

ても、必ずしも当事者性を引き受けることができず、そのことそのものがしんどいことが

ある。つまり、当事者として認識を更新したり、参加する力は残されていない場合もある。

逆に、後述するマリールイズさんのように、かつて難民の当事者でありながら、「情念」

のエネルギーを吹かせて、「認識」と「参加」の力強い往還を生み、「当事者性」をもっ

てして地域に変化を生み出し続けるというような例もある。 
一方、認識や参加を検討する上で、「情念」の風の風速・風力が、大きければ大きいほ

ど良い、というような単純なことではない。当然学習者の発達段階や心理状態にも配慮が

必要である。 
難民プロジェクトでは、当事者性は、３要素が絡み合って動き出すと捉えている。「情

念」は、情動のよりコアな部分である（後述）。もちろん、これまでの国際理解教育実践

においても情動へのアプローチはなされてきたが、「情念」にまでメスを入れることの重

要性を、この図は示している。 
 
＊認識 

2017 年 6 月の時点で、難民プロジェクトでは、ひとまず当事者性を以下の 3 つの観点

で捉えることにしたことは既述した通りであり、これらの観点は、構造的認識と参加の視

点から描き出した当事者性である。 
①「自分は難民である」「自分も難民になりうる」｢自分にも難民性がある｣という意味

での当事者性 
②自分が関わっている社会のあり方･社会構造が難民を生み出しているという意味での

当事者性。自分と社会構造との関係を問う観点。 
③難民問題の解決に参加しているという意味での当事者性。 
一方、「モヤモヤ」（ネガティブ・ケイパビリティ：拙速な理解ではなく、謎を謎とし

て興味を抱いたまま、宙ぶらりんの、どうしようもない状態を耐え抜く力）や vulnerability
（弱さ、傷つきやすさ）などに着目すると、難民問題のような早急な問題解決が難しい問

題の場合、きれいごとの表層的理解、早急な構造的理解を避けるためにも、この「モヤモ

ヤ｣や vulnerability につながる認識の重要性が浮びあがる。 
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この「モヤモヤ」と認識との関連についてもう少し説明を加えると、「認識」は一般に、

とかく言語化すること／させることとして理解されがちである。しかしここでの「認識」

は、そのような明晰な言語化のみならず、ことばになる以前の「モヤモヤ」とした身体感

覚の存在自体が、「認識」の変容の一端を示していることを含み込んでいる。もちろん、

モヤモヤすることそのものが学習の目的ではない。だが、「情念」にメスを入れれば、「認

識」には何らかの力が加わる。そして、それは単なる情動ではなく、痛みや苦しみ、差別

や憎悪にも関わるため、このときの「認識」には、自分が見たくないもの、考えたくない

もの、認めたくないもの、向き合いたくないもの、そして当然、容易には答えの出せない

問いが生まれてくる予兆、が含まれている。自分自身の脆さ（vulnerability）にも向き合

うことになる。はっきりと言語化し「認識」してしまえば、抑圧者としての自分や、自分

の加害者性に向き合うことになるかもしれない。そのような現実に対して見ないふりをす

ること、つまり防衛本能を働かせることは当然の心理的反応である。だが、そこで防衛す

る一方ではなく、あえてメスを入れることの必要性に向き合わなくては、「当事者性のあ

る学び」は画餅になる。ここでの「モヤモヤ」は情念にメスを入れるための、重要な媒介

になる可能性がある。だからこそ慎重に扱わねばいけないのだが、当事者性のある学びの

実現のためには、情念にメスを入れる媒介となる「モヤモヤ」が価値を持つのである。 
また一般に難民は、ある特定のグループとしてラベリングされ、私達の日常から不可視

化された状態（ハンナ・アレントが『人間の条件』の中で「忘却の穴」と呼ぶ状態）に置

かれている。難民を、ラベリングされた特定のグループとして捉えるのではなく、〇〇さ

んという、名前や顔をもった個人として出会い、関係性を結び始めることを通して、すな

わち「人として出会うこと」を通して、難民問題は遠い世界の他人事から、自分の日常と

つながる自分事へと変わりうる。例えば、人として難民と出会うことは、「顔のみえない

難民」を単に知的に理解することを超えて、難民問題の根底に潜む情念・情動（恐怖心や

排他意識）にもアプローチしうる。また、このような包括的な理解（Holistic Understanding）
を通して、上記３つの当事者性―「自分自身も難民になる可能性がある」「自分自身が難

民を生み出す構造の一部になっている」「自分自身が難民問題の解決に参加できる」―に

ついても、自分事として「沈思する（contemplate）」ことができるようになる。 
＊情念 

「情動（emotion）」ではなく「情念（passion）」ということばを用いているのは、こ

れまでにも方法論的視点から感性や情動へのアプローチが重視されることがあったが、こ

の難民プロジェクトでは、人間の心の奥底に潜む恐怖心・不信感・差別意識・排他意識、

無関心なども含む「情念」にまで一歩深めたアプローチを想定せざるを得ないためである。

つまり難民問題のような問題を読み解く上で、構造的認識だけでなく情念という人間のよ

り本質的な志向性にもメスを入れる必要があることを示している。 
 では情動と情念はどう違うのだろうか。この二つは漢字表現が現しているように、当然

重なり合う部分があり、互いに絡まり合っているために明確に線引きできないものでもあ

る。しかしあえて言えば、情動が情念に比べて、よりヒトとしての反応・本能に近く、ま

た生理的であるのに比べて、情念は経験や文化などの社会的・歴史的・文化的な要因が絡

んで形成されている。乳児が空腹や不快さなどで泣くというのは一つの情動の現れであり、

それが満たされれば泣きやむのは、情念の現れとは言い難い。情念は、個人や集団におい



15 

て、集合的な記憶や文化的な背景、思想や慣習、もちろん個人的・集団的体験などに影響

されて形成されるものである（二つの区別がややこしいのは、そうした情念について「本

能や無意識に近いところにまで埋め込まれている」と認識する情動の存在である）。情念

は、情動の芯をなす、コアの部分とも言える。情念のあり方によって、個人の喜怒哀楽な

どの情動も変わってくるし、共同体のふるまいも変わってくる。情念は情動に比べ、個人

や集団において、より地下深くに潜り込んだマグマのようでもあり、静かなときもあれば、

地上に吹き出し、吹き荒れることもある。つまり持続性があり、痛みや苦しみ、また差別

や憎悪などの感情などとも繋がっている。またマグマの運動が静かなとき、つまり個人や

集団が、そうした情念の存在をみてみぬふりをすることができる状態、抑圧しているケー

スも多いと考えられる。なお、現代の日本社会では他者の情動までは感じ取れても、他者

の情念のレベルにまでは踏み込めないし、むやみに踏み込むべきではないという感覚が広

く共有されているのではないかと考える。だからこそこの、情動を超え、情念にメスを入

れるというアプローチに意味があるのではないかと考える。 
＊参加 

社会参加をその領域から政治的参加・経済的参加・文化的参加を含むものとして捉えて

いるが、難民プロジェクトでは、地域における学びを、個の資質だけではなく、地域にお

ける関係や行動の変容との関連で捉えることも重要視してきている。したがって、参加に

おいても、個人の行動レベルでの社会的参加だけではなく、身近な生活レベルで他者と語

り聴く関係、共に行動し合う関係の中での、絶え間ない「関係の編み直し（結び直し）」

を参加に組み入れている。身近な他者との関係の編み直しは、難民問題を知識として理解

することを超えて、他者への深い思いやりや慈しみの心（compassion）と共に、想像力

（imagination）を駆使して、難民を体験した人と「人として出会う」契機となりうる。ま

た、他者と語り聞き合う場には、人々を問題解決に向けてエンパワーする力がある。例え

ば、雑談は、問題解決を直接の目的としていないが、参加の自由度の高さ（話すのも聞く

のも、始めるのも止めるのも自由）や、助け・助けられる役割が固定化されない「柔軟性」

によって、他者との関係の編み直しを促進し、問題解決にも貢献しうる。 
また正統的周辺参加論（レイヴら 1993）が示すような参加も念頭に、難民にとってまず

｢受容｣されることが参加であると捉えている。 
 
２．難民プロジェクトが問う「教育のきれいごと」 

 上記の「認識」「情念」「参加」は、ユネスコが提唱する Global Citizenship Education 
にみる 3 つのコア概念である「認知」「社会的情動」「行為」との類似性も見られるため、

Global Citizenship Education が示す学習あり方（UNESCO 2015: 14-16）と難民プロジ

ェクトが示す「教育のきれいごと」を越えるため学びのあり方との違いをまず明確にする

ことにしたい。そして実践から浮かびあがる「教育のきれいごと」を越えるために重要な

学びについても指摘しておきたい。 
 
（１）Global Citizenship Education と難民プロジェクトとの違い 

「認識」「情念」「参加」の 3 つのキーワードを、ユネスコの「認知」「社会的情動」

「行為」と対比させれば、【表１】のように示すことができる。 
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【表１】３つのキーワードの比較 

ユネスコ：GCED 認知 社会的情動 行為 

難民プロジェクト 認識 情念 参加 

 
日本語での比較にはなるが、難民プロジェクトにおいて、認識は「モヤモヤ」（ネガテ

ィブ・ケイパビリティ）や vulnerability（弱さ、傷つきやすさ）などのより潜在的な次元

から、情念は人間の心の奥底に潜む恐怖心・不信感・差別意識・排他意識・無関心などの

より本質的な次元から、参加は絶え間ない「関係の編み直し」や受容し合う関係などのよ

り関係づくり的な次元から学びを構築しようとしている。以下に、その違いについて記す

ことにしたい。 
＊Global Citizenship Education の「認知」では、「グローバル・リージョナル・ナショ

ナル・ローカルな諸問題と多様な国や人の相互のつながり・相互依存についての知識、理

解、そして批判的思考を獲得すること」と示されている。 
一方、難民プロジェクトでは、難民にとっての｢社会参加のための日本語｣「母語・母文

化の学び」「民主化支援策としての政治キャピタルの形成に向けての学び」「仕事として

の飲食業のスパイラル化から抜け出すための学び」など、必然性の中での社会構造への認

識を深化させた「きれいごとでない」学びの質を提示している。また「モヤモヤ」（ネガ

ティブ・ケイパビリティ）、vulnerability などへの着目は、難民問題のような早急な問題

解決が難しい問題の場合、この「モヤモヤ｣などにつながる認識の重要性を浮びあがらせて

いる。 
＊Global Citizenship Education の「社会的情動」では、「共通の人間性の感覚を持ち、

価値観や責任感を共有する経験をもち、違いや多様性に対して、共感や連帯感、尊敬の念

をもつこと」と示されている。 
一方、難民プロジェクトでは、難民問題を読み解く上で、単に感情・価値を重視するこ

とにとどまらず、人間の心の奥底に潜む恐怖心・不信感・差別意識・排他意識、無関心な

どの「情念」にまで一歩深めたアプローチが必要であると考えている。 
＊Global Citizenship Education の「行為」では、「より平和で持続可能な世界に向けて、

ローカル、ナショナル、グローバルなレベルにおいて、効果的かつ責任をもって行動する」

と示されている。 
一方、難民プロジェクトでは、社会参加・行動を重視しているが、個人の行動レベルで

の政治的経済的文化的な社会参加にとどまらず、まずは「受容」されることとしての参加

や、身近な生活レベルで他者と出会い、他者と語り聴く関係、共に行動し合う関係の中で

の、「柔軟な関係づくり」「絶え間ない関係の編み直し（結び直し）」などを参加に組み

入れている。 
 
（２）実践から浮かびあがる「教育のきれいごと」を越えるために重要な学び 
 これまでの国際理解教育では、「難民」を学習の対象として理解しようとすることが多

かった。しかしながら、難民プロジェクトでは「個として出会う」「人として出会う」こ
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とを重視しており、「難民」を学習の対象として理解するだけではなく、上述の通り、両

者が交錯する「きれいごとでない」学びの可能性を浮かび上がらせている。たとえば、地

域における難民との長期的なかかわりの中では対立や葛藤を含んだ出会いも見られる。そ

こでは、難民から発信される「生きづらさ」「もどかしさ」「絶望感」「抵抗」といった

メッセージを学習者がどう受け止め（「認知」「社会的情動」）、引き受けていくか（「行

為」）という「きれいごとでない」学びが求められている。このような学びはまさに学習

者の当事者性を問う学びであると言える。 
 また、これまでの国際理解教育では、難民問題を知識として理解することに目標が置か

れ、分かりやすく整理された内容を一定の到達点を目指して理解することが学びの中心で

あった。そこでは、簡単には単純化されえない複雑な現実（多面的な難民像も含む）が切

り捨てられる一方で、私達の心の奥底に潜む情念（恐怖心や排他意識）の問題に切り込ん

でいく方向性が見えにくい。さらには、学習者に同一の理解を目ざす学びでは、たとえ問

題解決行動があったとしても、「みんなで何かすればよい」という表面的な行動主義に陥

りやすい。実践者も学習者も、自分らしく学びながら問題と出会い直し、日常生活のレベ

ルでそれぞれに小さなアクションを起こしていくという学びが求められている。すなわち、

生活者として、自らの日常生活の中で難民問題を見つめ直し、ライフスタイルの変容を目

指していく継続的な学びが必要となる。 
 
３．難民プロジェクトが問う方法（実践方法・研究方法）～これまでの方法への問い

直しとこれからの方法～ 

「認識、参加、情念の往還の中に当事者性を生む」「教育のきれいごとを越える」など

の理念的課題に対して、難民プロジェクトの各タスクでは、それらの理念的課題の実践化

に向けての方法的課題として、実践と研究を交錯させる中で、実践方法そして研究方法に

ついて考察を加えた。 
 
（１）実践方法（場づくり・環境づくりなどを含む）への問い 

実践方法のこれまでとこれからに関して、各タスクは、「難民学習教材の特徴と課題」

「教材としての難民絵本の方法的可能性」「ナラティブ・アプローチ」「アートによる情

動へのアプローチ」「地域での学びと参加を生み出すアプローチ」といった観点から、考

察した。各タスクチームによる考察の詳細は、後述の「各タスクチームによる実践方法へ

の問い」に示したが、敢えてそれらの要点を取り出してみると、以下の 6 点を指摘できる。 
＊「様々な人が、生活の中で集い、関係を生み出す場づくり」 
 この場づくりには、地域の中での、生活者としての出会いの場づくり、学習活動や文化

活動につながる場づくり、経済活動や政治活動などにつながる場づくりなど、学びにつな

がる多様な場づくりへの課題と可能性が必然性の中で浮びあがる。 
＊「物語やナラティブ・アプローチの可能性」 

「顔の見えない難民」理解ではなく、「人としての難民」理解に向けて、絵本がもつ「物

語るメディア」という特性のもつ可能性や、ナラティブ・アプローチにみるお互いの自ら

の人生の物語を語り・聞き・響きあうアプローチの可能性が浮びあがる。 
＊「感覚・情動・情念的アプローチの可能性」 
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絵本のもつ「視覚表現メディア」「物語るメディア」「掌（たなごころ）メディア」「時

間表現メディア」「インタラクティブ・メディア」といった方法的特性やアートによるア

プローチの多様性は、感覚・情動・情念などへの多様な方法的可能性を浮びあがらせてい

る。 
＊「中長期的な他者との関係づくり」 

難民と他者との関係性を中長期的に捉えてみると、そこには「重要な他者｣の存在と、難

民と他者の双方が問題解決のプロセスに参加し、お互いに葛藤や苦労、喜びを共有しなが

ら学んでいく中で、両者の関係性が変容していく参加のプロセスが浮びあがる。このよう

な関係を生み出す中長期的な方法は実践上の重要な課題である。 
＊「協働的実践コミュニティづくり」 

難民にとって表象しうるアイデンティティは、エスニックアイデンティティに限らず、

自らをとりまく言語・言説、権力関係の中で複合的に獲得されるため、これらの複合的ア

イデンティティの形成に向けて、難民自身と難民をとりまく他者が協働関係の中で、戦略

的に学びづくりに向けた実践コミュニティを創り出していくことは実践上の重要な課題で

ある。 
＊「社会変革に向けた国内外のネットワークづくり」 

難民をとりまく社会状況（政治的経済的文化的状況）の変革に向けては、難民そして難

民をとりまく他者の社会参加に向けた学びと方策を、地域レベルからていねいに生み出し、

それらをつなぎ合わせていく国内外のネットワークを生み出していくことが課題になる。 
 
（２）各タスクチームによる実践方法への問い 

各タスクチームによる実践方法への問いの詳細は以下の通りである。 
 
(1) 難民学習教材の特徴と課題（「移民・難民と教材」タスクチーム） 

これまでの難民学習教材の特徴と課題に関して、「移民・難民と教材」タスクのメンバー

である山中は次のように指摘した。 
「『これまで』の難民学習教材は、難民の発生原因・歴史的背景・そして現状を知り、解

決方法を探るところでは、グローバルイシューを真正面から捉え、そのことを通して

我々自身の生活そのもの見直すことをねらいとしてつくられたものが多かった。しかし、

それらの学習には以下の 3 つの課題があることが明らかとなった。その課題とは第 1 に、

学習者の理解は、「現象としての難民理解」、つまり「難民問題に対する知識理解」を

促す教材であったのではないかということ。第 2 に、体験的学習を通して学習者が自己

や社会システムを批判的に考察し、難民問題を再組織化する教材もあったが、そのよう

な教材を使った学習によってもたらされる学習者の「価値観の揺らぎ」は一過性のもの

であり、いつの間にか忘れ去られてしまうことも考えられるということ。第 3 に、「難

民に対する認識」の変容は見られるが、「自己に対する意識変容」は見られないため、

学習者の行動変容につながる学習としては不十分なのではないかということ、の 3 点で

ある。」（山中 2018: 10） 
 そこで、難民問題を「私が難民になる」「難民を生み出す社会構造」「難民を受け入れ

る社会」「難民を排除する社会」という４つの立場での検討を試みた。ここでいう「難民」
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とは、「日常の中で、見えない存在にされてしまっている人」のことをいうものとする。

そして「難民問題学習」とは「見えない貧困」や「見えない差別」「見えない排除」など

の言葉で表現されるような、その「存在すら見えなくされてしまっている人」を「難民」

として捉え、そのような人を生み出している「私たち」について、そして「私たちの社会」

について、そのあり方を考える学習をいうものとする。 
 そのような学習を通して、学習者はこれまで知らなかったことに気づくことはできるで

あろう。また「なぜ自分は今までこのことに気づかなかったのだろう」と自らを問い直す

学習者もいるかもしれない。しかし、その気づきを一過性のものにしないためには、学習

者が自らの日常を問い直し、これまで学習者の日常にあった意識変容を思い起こすことが

重要であろう。 
 つまり、その学習活動は学習者が自らの足もとに目を向け、自分の足もとにある「忘却

の穴に」の存在に気づいていない自分に気づき、自分が他者を忘却の穴に落とし込んでい

るかもしれないということに気づくことのできるような学習活動としたい。これは学習者

が「忘却の穴」に気づくために自己を省察し、沈思することができる学習活動であり、そ

のためには聞こえてこなかった声に耳を傾け、これまで気づかなかった景色（状況）に気

づけるきっかけを学習者に提示することが重要となろう。そしてこのような学習活動は学

習者に、難民問題を当事者の視点で見つめる機会を提供することとなろう。 
 そして、このような学習活動を支える教材は、“遠い問題”であり、これまで“関心の無か

った”難民問題に対して、「なぜ私はこれまで難民問題に関心が持てなかったのだろう」と

いうことについて改めて深く考える教材であることが重要となる。学習者が自らの価値観

や認識について問い直し、「何か自分にできることを考え、難民に対してどんな支援がで

きるか考えてみる」というようなきれい事で終わらせないような教材開発をする必要があ

る。 
 また、教材開発においては、教師や学習者が教材に働きかけ、同時に教材から働きかけ

を受ける相互作用の関係が成立するようなものになるよう留意したい。そしてこのような

教材を使った学習活動において、学習者は難民の「情念」をも引き受けることができるの

ではないだろうか。               （山中信幸・金城さつき・風巻浩） 
 
(2) 教材としての難民絵本の方法的可能性（「絵本にみる難民問題」タスクチーム） 

絵本学では、中川は、絵本がもつメディア特性として以下の 16 項目を示している（中川 
2011: 8-23）。 

①世界認識表現メディア、②物語るメディア、③時間表現メディア、④視覚表現メディ

ア、⑤印刷メディア、⑥掌（たなごころ）メディア、⑦ブック・アート・メディア、⑧

インタラクティブ・メディア、⑨自己解放と夢のメディア、⑩自己受容メディア、⑪他

者理解メディア、⑫コミュニケーション・メディア、⑬希望と癒しのメディア、⑭提示

するメディア、⑮教育メディア、⑯編集・出版メディア 
タスクチームでは絵本を教材として捉え、この 16 項目の特性を、教育の視点から以下

のように整理した。 
方法的特性）内容表現方法：②③④⑧、作成方法：⑤⑥⑯、実践方法：⑫ 
目標・内容的特性）①⑨⑩⑪⑬⑭ 
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他領域との関連的特性）⑦⑮ 
この整理からは、絵本のもつ方法的多様性が、目標・内容的多様性と連動し、さらにア

ートや教育など多様な領域・場での活動と関連していくことの可能性を指摘できる。 
またタスクチームでは、教材としての絵本のもつ方法的可能性を以下のような 5 点に整

理した。 
＊包括的な難民問題理解に向けた方法的可能性 

従来の難民学習教材ではなく、写真・映像でもなく、絵本というメディアは、認識・情

念・参加につながる方法をその特性として内包している。つまり絵本は、視覚情報（絵な

ど）と文字情報（物語）が協力した「視覚表現メディア」「物語るメディア」であり、自

分の手でもち質量を感じ・自分で操作する「掌（たなごころ）メディア」であり、ページ

をめくるという動作によって時間的な展開（必ずしも線的・連続的な時間とは限らない）

を可能にする「時間表現メディア」であり、読者が絵本と対話し、参加することを可能に

する「インタラクティブ・メディア」である。このような多様な方法を通して、難民をと

りまく状況、難民を生み出す背景と要因への理解が、知識理解にとどまらず、感覚的想像

的理解を交錯させ、より包括的な難民問題理解を可能にする。 
＊物語のもつ方法的可能性 

難民を主人公とした物語として描かれる絵本が多いが、主人公の目線から、移動と環境

の変化（戦争等→脱出→逃避行→受入国／言語・生活の困難とその克服）が描き出される

ことにより、読者（学習者）から主人公への感覚的・情動的・共感的理解を可能にする。

また物語を媒介とし、インタラクティブに難民の物語に自分の物語を重ね合わすことなど

により、「顔の見えない難民」理解ではなく「人としての難民」理解を可能とする。 
＊想像力などに余地を与える方法的可能性 

絵本のもつアートとしても質の高い様々な手法を用いた視覚表現（イラストレーション、

写真、コラージュ、布絵や刺繍）、文字情報の少なさ、紙をめくることによる自分のペー

スでの時間的展開などが、想像力を介在させる余地を与える。同時に、読者／学習者が、

難民についての解説や情報を受動的に享受するにとどまるのではなく、主体的に情報を読

み取り発見する余地を大きく与えることになる。 
＊自らの価値・情念を問う方法的可能性 

難民絵本の中には、難民を主人公としたものだけではなく、難民の受け入れ側の差別意

識や排他意識、また、難民側の自分が受け入れられないことへの恐怖や不信感そのものを

テーマとしたものもある。難民絵本は、視覚表現、限られた文字表現などにより、難民に

対しての人間および人間社会がもつ差別性・排他性などの問題に焦点を当て、自らの価値・

情念を問い、一過的な学びを越えるモヤモヤ感をあぶり出すことを可能とする。 
＊絵本を通した人と人の関係づくりに向けた場づくりの可能性 
 絵本の読み方は多様で、たとえば、自分で黙読する、一人が他の大勢に読みかせる、一

人が４～５人のグループ・メンバーに読む／この読み方を数回繰り返す（これによって数

冊を読み比べる「読みあい」の形／絵本タスクチームのワークショップで実施）などが考

えられる。このプロセスでは、自分ではない人に読んでもらう、人の生の「声」（ほかの

人が自分に読んでくれるという関わり）を耳で聞きながら「見る」というメディアへのア

クセス方法を通して、人と人の関係づくりに向けた場づくりが可能になる。 
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 また、絵本タスクチームでは、収集した難民絵本を用いて (1)絵本の「読みあい」、(2)
絵本を読んで感じたこと・気づいたこと・考えたことの共有、(3)絵本を教材とした実践例

づくりという３つの実践を試みた（実際のワークショップでは、(1)と(2)、(1)と(2)と(3)と
いった形で行っている）。 
 (1)～(3)の実践を体験するとき、参加者らは、①絵本に描かれた世界・表現・表象の読み

とき、②現実に起きていることとの連想や問題意識の提示、③自分自身の過去や人生や想

いを絵本に重ね合わせた読みときを、他の参加者たちと共有された場において、伝えあい、

共有する。無論、実践者の姿勢や方針にも依拠するが、ときに行われる、「ひとりよがり

な」読みときや、絵本の表現から大きく飛躍した読みときをも受け止め許容する余地が絵

本にはある。また、たとえば、高校生とともに実践に参加した高校教員が、「教える」と

いう教員の立場から離れ、読みあいや読みときに参加するといった、一方通行の学びを解

放する可能性や余地を絵本は有している。 
 さらに、実践例づくりでは、現実の世界や社会で起きている問題にまで広げた読みとき・

話し合いのほか、絵本の登場人物に手紙を書いてみる、虫の言葉で話してみる、言葉の通

じない２つのグループになってコミュニケーションをとってみるといった、絵本世界で表

現されていないものを自ら想像して表現してみたり、絵本の物語の仮想世界に身を置いて

自分自身の言葉や身体を動かしてみるといったものも示されている。 
（前田君江・小野寺美奈・風巻浩・當銘美菜・山西優二） 

 
(3) ナラティブ・アプローチ（「難民とライフストーリー」タスクチーム） 

ナラティブ・アプローチとは、「柔軟性」にひらかれた場において、お互いに自らの人

生の物語を語り・聞き・響きあうアプローチであり、その中で、難民と「人として出会う」

ことにより、難民の「〇〇さん」の人生の物語と自分の人生の物語を重ね合わせ、難民問

題と出会い直すアプローチである。 
＊「人として出会う」 

一般に難民は、ある特定のグループとしてラベリングされ、私達の日常から不可視化さ

れた状態（ハンナ・アレントが『人間の条件』の中で「忘却の穴」と呼ぶ状態）に置かれ

ている。難民とラベリングされた特定のグループとしてではなく、〇〇さんという、名前・

顔をもった個人として出会いあるいは再発見し、関係性を結び始めること、すなわち「人

として出会うこと」を通して、難民問題は遠い世界の他人事から、自分の日常とつながる

自分事へと変わりうる。難民を体験した人のライフストーリーを重ね合わせて「問題と出

会い直す」契機となる。 
＊身近な人間関係の編み直し 

自らの体験を語り・聞きあう関係性の中で、「私」の人生の物語が「誰か」の人生の物

語と響き合い「私達」の物語が紡ぎだされていく。この身近な人間関係から生み出される

小さな変容にこそ、難民問題に当事者性の意識を育む大きな可能性がある。「個の変容」

でも「社会の変容」でもない、日常の身近な人間関係を不断に編み直していくプロセスが、

難民問題を自分事として捉える学びへと通じている。難民や、私達の近くで難民性を抱え

て生きる人々と「人として出会う」ことを通して、難民問題の学びは、確かな当事者意識

を育み、私達の日常生活に小さな変容を生み出していく。 
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＊「柔軟性」、「ゆるやかな受容」、「聞くこと」 
ライフストーリーを通した学びのアプローチには、「compassion（苦しみを共にする心）」

と「imagination（想像力）」が必要である。難民のライフストーリーを「想像力」を駆使

して自分の体験と結びつけ、そこに湧き上がる感覚や情動、情念を共有する学びのプロセ

スを重視している。その意味で、「誰かの物語」を「自分の物語」と重ね合わせる聞き方

と、その語り聞く場が、最初に問われなければならない。 
お互いに自らの人生の物語を語り・聞きあう場では、「ゆるやかな受容」とも言える特

徴が見られる。そこでは、語るのも聞くのも、参加するのもしないのも自由であり、役割

の固定化（例：助ける・助けられる）も、明確な目的意識（例：アクションプランを実行

する、～の改善・解決に向けた話し合いなど）も見られない。ただお互い「そばにいて」、

時間と空間を共有する、なんとも言えない「居心地の良さ」がある。たわいもない雑談か

ら、驚くようなアクションが生まれることもある（そして、そのアクションは非常に素朴

で、気負いのないものであることが多い）。 
加えて、苦しみを体験した人が、その苦しみを語るには、語りを待つ人の受容性が欠か

せない。聞くことのできる人がいて、はじめて、苦しみの語りは生まれるのであり、その

意味で、「ゆるやかな受容」とともに「ただそばにいること」の教育的意義は極めて大き

いと考える。 
ライフストーリーチームは、「明快にすばやく語る」（あるいは「問題解決に向けて合

理的に語る」）ことにではなく、いわば、「漠然と待ちながら聞く」姿勢に注目し、語り・

聞き・癒しあう場づくりを、ナラティブ・アプローチの核心として捉えている。 
＊「人として出会う」場における話題―３F をとらえなおす― 

これまでの国際理解教育実践における３F（フード、ファッション、フェスティバル）は

他国の異文化理解といった切り口での表面的な理解とどまり、行動につながらないという

批判を受けてきた。しかし、ライフストーリーの語りが生起し、響き合い、関係性が編み

直される場においては、むしろ３F に代表されるような、その場を共有する「ゆるやかな

つながり」という素朴な視点こそが「人として出会う・出会い直す」ための重要な足がか

りとなっている。３F が批判を受けてきた背景には行動を起こすといった行動主義の価値

観があり、素朴な「共に生きる生活者」としての出会いや触れ合いが「浅いもの」と捉え

られた傾向があったのではないだろうか。共にお茶を飲み、同じ場をゆるやかに共有した

時に初めて、「語り・聞く」関係性が生まれていく。こうした３F の場の設定やコーディ

ネートにこそ、「人として出会う・出会い直す」事を可能にする要素が内在していると言

える。                   （小関一也・小野寺美奈・菊地恵美子） 
 
(4) アートによる情動へのアプローチ（「難民とことば・からだ・アート」タスクチーム） 

本タスクチームでは、情動にアプローチすること、ことばや身体性の視点から方法論を

問い直すことを焦点化した。しかし情動は実態を捉えにくい。そのためチームはアートを

手掛かりにすることを試みた。なぜなら「気持ちはことばにすると気持ちでなくなる」か

らであり、「気持ちを知りたいから気持ちを聞けばよいとは限らない」（メタファシリテ

ーション対話術、中田豊一、2019.3.2）からである。そして情動が引き出されるアートの

もつ「イマージュの力」（ユイグ 1962）を利用することとした。「芸術とは、まさにこの
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言い難きもの、表現し得ぬものが（中略）、ついに表現を求めて現れて来たもの」（p.445）
だからである。 
 アートワークでは特に、沈黙の中で作業をすることで、「感じることの復権」、過剰な

言語主義からの脱却を目指した。学校教育の文化はことあるごとに性急に言語化を学習者

に促す傾向があるが、じっくりと学習者自身がまずは感じる時間を確保した。感想や質問

を投げかけたくなっても、あえて言語化しない。また、ドラマワークでは演じる人よりも、

むしろオーディエンスに意味がもたらされると考えた。そして、アートやドラマといった

方法を介することによって、学習者の思考の、パターン化されがちな言語化の作業をゆる

める、ほぐす、ずらすということが起きてくることを意図した。 
 こうした方法論が浮かび上がらせたのは、「顔の見えなさ」の問題である。それは学習

の対象の難民のことだけでなく、むしろそれを学ぼうとしている学習者の側の問題である。

顔の見えない存在から、顔の見える存在へ。顔の見えない市民から顔の見える市民へ、一

人一人の考え方、あるいは相容れない考えに引き裂かれている自身を感じたり発見する機

会になる。更にそうした多様な意見・感じ方・考え方・経験・背景を持つ市民同士（ある

いは自己内他者同士）の存在が、たとえ小さな教室の中であっても、浮き彫りになるきっ

かけとなればと考えた。 
 また、アートには学習者が「過去の記憶や理解、欲望を一旦脇に置き、対象をわかろう

とせずにその世界の一部になる」（帚木 2017: 84）ための媒介としての機能があると考え

た。アートは、何かを「わかる」ために行うのではない。アートを組み込むことは、記憶

や理解や欲望を、一旦脇に置こうとするプロセスを組み込むことである。仮想的ではあっ

ても、わかろうとせずにその世界の一部を生きてみる。自分の記憶や理解・欲望を一旦脇

に置く、アートやドラマの活用にはそのような役割があり、それによって記憶や理解・欲

望に根ざすのではない、当事者性の学びに近づき、またアートやドラマを振り返る時に、

記憶や理解・欲望を取り戻し、当事者性の学びから離れている自己に気づく。アートやド

ラマの体験を挟むことは、そのような＜当事者性に近づいては離れる往還のプロセス＞そ

のものを味わうことを可能にするように思われる。 
 また、従来のように難民問題のシリアスさを強調するだけでは、関心のない人にはシャ

ットダウンされてしまう。アートには、素人の実践者である自分を含めて、素人の学習者

と、じゃあ何を作れるかな、楽しめるかな、という発想、「知らない」ということを「知る」

状態に更新することを目指すのではなく、素人の自分が、「知らないまま」の人を「ようこ

そ」と迎え、「知らないまま」が武器になる、「知らないまま」で一緒に何ができるか、を

考えさせる、そうした要素があると考える。他者の無知を責めても何も生まれないし、い

くばくか知ったつもりの実践者の自分も、遠くから見れば学習者と五十歩百歩である。ま

た、難民問題に関わることで何かを我慢したり、ということになると、実践者も学習者も

続かない。またそうした我慢や無理、罪悪感、無力感を自分や学習者にもたらしてしまえ

ばそれは反転して容易に難民への排除や憎しみに変わりうる。それよりも、難民のことを

学ぶことが、自分のことも大事にすることになる、難民問題に関わることで新たな価値の

発見や、楽しいことがある、というメッセージを実践者が出し、集合知の形成をめがけて

いくことが、アートを用いる意味ということになるだろう。難民問題においては様々な当

事者性のグラデーションを持つ人々がかかわりあえる形を模索し、関わることそのものへ
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のハードルを下げる必要がある。特にアートは「まだ傷ついていない人／無垢な存在」の

持つ可能性・潜在性という部分を、掘り起こすのではないか。「自分、恵まれて育ってき

たんで、わかんないっす」と言う学習者が、別の学習者に「あなたのことばに救われた。

まだ傷ついてない人に、助けてって言えると思った」と言われたら、どう反応するだろう

か。実践者も学習者も、その人がその人らしく学ぶことが、きれいごとを超える学びにつ

ながる可能性を持つ。まず変容すべきなのは学習者ではなく、「あなたのまま」で関わる場

を創出すること、そうした環境を構成していく側の実践者ということになろう。 
 一方、アートはリフレクションにおいて多声的な場をもたらす。特にその際の、突き刺

さるような言葉の存在、まさに情念にメスを入れる、というようなことが起こりうるかも

しれない場と方法を、現在の学校文化が受け入れられるのかという問題にも直面している。

難波（2008）のいう「自己内他者」（自己の複数性）を解放すること、つまり普段は「代

表されない自己」の存在に気づき、向き合い、解放することを通し、「きれいごと」を乗

り越えることができないかと考えてきたが、これまでの実践のほとんどは比較的自由度の

高い大学教育の場に偏っており、「きれいごとを超える学び」を学校教育、とりわけ義務

教育段階で実現することの困難に直面している。 
（横田和子・岩坂泰子・岡本能里子・佐藤仁美・當銘美菜） 

 
(5) 地域での学びと参加を生み出すアプローチ（「難民をとりまく地域コミュニティ」タ

スクチーム）  
タスクチームでは、難民をとりまく三地域（大和市いちょう団地、新宿区高田馬場、川

口市）の現状を見据えつつ、これから地域で難民が他者と共に学び社会参加していくため

の課題とその課題を実践化するアプローチとして４つのアプローチを提案した。 
＊身近な出会いの場づくりアプローチ 

難民と他者は、同じ地域に暮らしていても特定の「場」がなければ出会う機会は少ない。

そこで、身近な出会いアプローチでは、難民にとっての必然性という視点から、まずは知

ってもらう、難民と他者が人として出会う場をつくり出すことを目指す。また、必然性の

中で、問題に出会い、直視し、共に解決をめざす場をつくり出すことも必要になる。この

ような場は多層的な機能を持ち、難民と他者が出会い、交流することで新たな活動につな

がっていく。また、一過性の交流にとどまらずに、当事者の視点で課題を読み解き、とも

に新たな認識をつくり出すような場であることも求められる。 
＊「重要な他者」づくりアプローチ 

「重要な他者」づくりアプローチでは、難民と他者との関係性の変容に着目する。難民

と他者との関係性の変容に関しては、①「重要な他者」の獲得、②「普通｣の付き合い、③

受け身からの脱皮、④交互作用の深化、というプロセスが、難民のライフストーリー研究

から描き出されている（荻野 2013: 173）。この論を基礎におくと、難民と他者が基本的に

は対等な関係性を築いていくことが求められるが、状況に応じて時に戦略的パターナリズ

ム（清水 2007: 228）がとられることもある。難民と他者の双方が学びの主体者、そして

地域における問題解決の当事者として、問題解決のプロセスに参加し、お互いに葛藤や苦

労、喜びを共有しながら学んでいくことが求められる。 
一方で、このプロセスは、難民二世、三世と時間が経過していく中で、より集団的関係



25 

として、「同化もしくは対立（対峙）→表現→交流・ヒュージョン（相互変容）」といった

プロセスを創り出していくことにもつながる。「重要な他者」づくりアプローチでは、個人

だけでなく世代を考慮した地域における学びと参加を創り出すことも求められるのである。

その際、祭りのような文化的参加に基づく学びの方法は有効である。 
＊複合的アイデンティティづくりアプローチ 

難民にとっては、言語的社会化の過程における社会や他者との関わり方がアイデンティ

ティの構築に影響を与える（原 2011: 143-144）。したがって、複合的アイデンティティア

プローチにおいては、言語学習が単なる「言語習得」を目指すのではなく、難民が言語的

社会化の過程で自らをとりまく「他者の言語」と結びつくことを通して、自己のアイデン

ティティを表象しうる語彙を自ら獲得していくことをも目指す必要がある。 
また、難民にとって表象しうるアイデンティティとは、ルーツにつながるエスニックア

イデンティティに限らず、自らをとりまく言語・言説、権力関係の中で複合的に獲得され

るものである。例えば、インドシナ難民コミュニティでは、外国人当事者団体が、それぞ

れのエスニックアイデンティティと同時に、あるいはエスニックアイデンティティを選ば

ずに、「外国人アイデンティティ」という独自のアイデンティティを創り出し保持している。

ここからは、彼らが言語的社会化の過程で、日本語という特定の言語の言説に巻き込まれ

つつも、そこに巻き込まれまいと自らを表象しうる言説を獲得し、それを通して日本社会

と対峙するために、主体的戦略的に自らのアイデンティティを形成していったことを知る

ことができる。 
複合的アイデンティティアプローチにおいては、複合的アイデンティティの形成に向け

て、難民自身、学習支援者、言語の専門家、行政担当者などが協働関係を生み出し、難民

が自らの語彙・言説を獲得することができるような実践コミュニティ・実践研究コミュニ

ティを創り出していくことも求められる。 
また、地域社会においては、「潜在的バイリンガル」（藤田 2003: 19）である難民が、自

らの複合的な文化や言語を活用して、地域の日本人に自らの母文化・母語を教えていく実

践が見られるが、このような実践を彼らの複合的アイデンティティ形成とつなげていくよ

うな学びも必要になる。 
＊政治的経済的文化的参加アプローチ 

難民にとっての政治的経済的文化的参加に向けての学びは、必然性をもって、重要な課

題であり続けている。日本では、難民・移民に参政権としての政治的参加への制限は大き

いが、各地域を眺めてみると、外国人の意見を政治に反映する多文化共生会議や外国人住

民会議という仕組みが数多く見受けられる。同会議では、難民・移民と日本人が地域社会

をより良くしていくための学びが共に創り出されている。今後さらなる外国人住民の増加

が予想される中、地域から政治への参加とその参加につながる学びを、日本人、外国人を

問わず、共に創り出していくことが必要とされている。 
また、難民の経済的参加の道を開くために、就労マニュアルの作成や就労準備日本プロ

グラムといった学びも見られるが、その想定している労働は単純労働の域を出ていない。

インドシナ難民の流入以降、特に 1980 年代には、当時の国の教育政策である（外向きの）

「国際化」が叫ばれ、一方それを批判する形で「地域の国際化」「地域からの国際化」も叫

ばれ、教育における多文化化が教育課題として浮かび上がっている。そのような中、難民・
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移民を生む戦争や格差の根底にある政治や経済のあり方への批判的な検討がなされたもの

の、それらは決して十分なものではなく、その延長線上にある強権的な政治とグローバル

経済が今また多くの難民を生み出している。政治的経済的アプローチにおいては、難民を

生まない政治・経済、またやってきた難民の参加を保障する地域の政治・経済につながる

学びを足元の地域からネットワークの中で創り出していく必要がある。 
さらに、難民は移住先の社会にまずは受容的に参加していくが、日本では多文化主義な

き多文化共生と言われるように難民・移民に対する日本の文化的同化圧力が強い。そこで、

難民・移民には、母語学習を含め、自らの母文化を維持していくための学びが必要となる。

また、移住先の社会において、難民と他者がともに新たな文化を創り出していくことがで

きるような学びの方法も求められている。この場合、文化的参加アプローチにおいては、

祭りや歌を通した学びの方法は注目される。 
また、以上のような政治的経済的文化的アプローチにおいては、難民の二世・三世が、

親だけでなく年長者の社会参加のモデルに学ぶという方法を重視している。さらに、地域

の在住期間が長い難民から在住期間の短い難民への学びの支援も大きな意味をもっている

ことから、そういった学びをつなぐ多様な場・コミュニティをつくり出していく必要があ

る。 
一方で、このアプローチにおいては、難民が母国に対して政治的経済的文化的に参加し

ていくことも重要な課題である。三竹は、難民が政治キャピタルを形成し、母国に政治的

に参加していくためには、受入先の難民政策が充実すること、つまり難民に公的な認定を

付与することが、難民が母国の民主化支援を自律的な政治活動として行うことを可能にす

ると述べているが（三竹 2010: 54）、日本において、日本人の難民に対する関心を引き出

す学びを創り出すことで、難民問題を政治の俎上に載せ、難民の政治キャピタルの形成に

つながる学びを創り出していく必要がある。 
また、難民が母国への支援を通して経済的に参加していくこと、またそのような活動を

通して文化的参加を果たしていくことも求められるが、このような参加はさらには日本と

母国をつないでいく学びをつくりだしていく可能性も有している。 
（林加奈子・土田千愛・南雲勇多・山西優二） 

 
（３）研究方法への問い 

教育実践における「実践」とは学びを創りだす教育的アプローチ（他者への意図的な働

きかけの営み）といえ、研究とはその場合、その「実践のため」に行われる（べき）もの

である。「収奪型」であってはならない。国際理解教育においては、実践研究は「平和・公

正・共生の文化づくりにつながる」こと（山西 2017）が求められる。 
本プロジェクトを通して「研究方法を問う」ため、「認識」「情念（情動を含む）」「参加｣

の関連を通して捉えられる「当事者性」を基にし、「実践のため」、実践における学びのた

めの研究のあり方と方法について考える。 
 
(1) 実践研究とは 
＊実践と研究、実践者と研究者の関係 

「実践」と「研究」は明確に二分できるものではない。行為主体でみた場合、「実践者」
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と「研究者」もはっきりと区分できるものではない。それぞれの中に、もう一方の側面・

行為が内在している。実践・研究的行為においては内在したもう一方の側面・役割が働く。

「実践的研究者」「研究的実践者」（渡部 2017）に実践者も研究者もなりえる。 
一方、二分法的解釈を脱する必要はあるが、実践や実践研究に関わる文脈や個人の背景

に応じて、そこで立ち現れる／求められる「役割」に比重の大小が生じるのも事実である。 
＊実践コミュニティと実践研究コミュニティとの関係 

研究に関するコミュニティの側面として、例えば、渡部（2017: 81）は①「教科や専門

領域を超えて、自由に語り合うなかで信頼感が醸成されていく『談話のコミュニティ』と

しての側面」、②「課題を共有し、共同で実践を深めていく『実践のコミュニティ』として

の側面」、③「実践から成果や知見を得て、その発信へと向かう『研究のコミュニティ』と

しての側面」の３つがあり、それらは「相互に浸透的なもの」であると整理した。本稿で

は、渡部の「研究のコミュニティ」を「教科や専門領域」といった学校現場の前提をこえ、

地域実践を含むものにひろげ、実践研究のための「実践研究コミュニティ」として捉えな

おす。 
実践をめぐり、実践コミュニティと実践研究コミュニティは重層的・変容的に存在し、

実践と研究を循環的に、また相互で内発的に生み出していく。実践をめぐる人々が構成す

る実践コミュニティにおいて、実践で浮かび上がる課題への対応のため、また実践をより

よく進めていくため、議論や協働の営みが行われる。そうした実践のための研究的機能・

活動を目的として、実践に関わる人たちが、時には外部からも参加をうけ、実践研究コミ

ュニティを構成する。実践研究コミュニティによる営みを通して、実践が発展・創造され、

また実践コミュニティも再構成されていく。 
＊研究方法の問い方 

研究方法を問う際は、この実践コミュニティと実践研究コミュニティ関係をふまえる。

つまり、実践や実践者を離れて研究が行われるわけでなく、さらには、研究のあり方・研

究方法を問う主体や問い方についても、一部の人間によって行われるわけではなく、実践

を軸とし、実践コミュニティの存在を前提として、そこに関わる人たちが実践のために問

うというあり方を基盤とする。 
 
(2) これまでの実践研究と問い 
＊実践のための研究～研究者的役割をもつ人間の関わり方による分類 

実践の「ため」の研究といっても、実践当事者と研究者的立場をとる人間（便宜的に以

後、研究者と表記）との関係性によって異なる。一方では研究者が間接的に実践に関わる

場合もあれば、他方では実践現場に直接関わる研究スタイルをとる場合が考えられ、どち

らも重要である。ここでは、前者については実践当事者研究を、後者では協働実践研究お

よび現場生成型研究を取り上げる。 
・実践当事者研究 

実践者が実践現場の当事者として研究を行う際に、研究者がそのプロセスに関わりなが

ら実践研究を進める。実践当事者を研究者が支える研究、また、研究者が実践者への関わ

りを通して実践現場に間接的に貢献をはかる研究ともいえる。先の渡部によると「当事者

研究が、多くの困難を伴う研究であることは確か」である一方、「“現場をもつものにしか
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できない研究”という意味で一種の特殊性を併せもつもの」（渡部 2017: 73-74）であり、

研究者はその実践者による当事者研究を支える者となる。 
・現場生成型研究 

現場生成型研究とは、異文化間教育学などにおいて佐藤郡衛らを中心に提唱されたもの

で、「実践に内在的に参画し，そこで実践者と協働で『場』を構築する」ために、「実践、

活動、場の変容という一連の過程を踏み込んだ」アプローチ（佐藤・横田・吉谷 2006）を

いう。そして、実践現場の課題を共有し、「実践の課題を共に解決するための研究」（佐藤 
2019）として、研究活動そのものを、実践者と協働し、現場の課題の解決を目指す実践的

な営みとして捉えなおしている。 
・協働実践研究 

協働実践や協働研究、協働実践研究という言葉は実践研究においては多々使用されるが、

「協働実践研究」を明確に掲げ、その研究のあり方そのものについても議論を重ねながら

検討・発展させたものとして東京外国語大学多言語多文化共生センターが行った協働実践

研究の取組みがあげられる。そこでは、収奪型の、現場とアカデミズムが乖離した研究の

あり様を脱することが目指され、「研究者と実践者が同じ地平に立ち、それぞれの専門性と

知識を最大限に活かしながら協働して問題の分析とその解決の道を探って」いく「協働実

践研究」（高橋 2008: 3-4）を目指した取組みが行われた。 
・「実践し、省察するコミュニティ」を通した実践研究 

社会教育においては、「生涯にわたる質の高い学習機会を保障し、＜学びあうコミュニテ

ィ＞を地域において実現させ、その発展をネットワークにより支えていく新しいシステム

の構築が、現代的教育課題として問われている」中、その実践を支える「コーディネータ

ーの養成が急務」とされ、その力量形成のための「実践と省察のサイクルを確保した長期

間にわたる実践研究」とその支援のための仕組みづくりが取り組まれてきた（中田 2009: 
205）。その中で例えば、「実践し、省察するコミュニティ」と題し、実践の省察を協働的に

行うために「ラウンドテーブル」を通した実践を語り、聴き合う取組みが展開されている。 
＊研究方法への問い 

ここで、これまでのそれぞれの実践研究の発展から知見を得つつ、前述の実践と研究、

実践者と研究者の関係を捉えなおし、さらには、重層的・変容的な実践コミュニティと実

践研究コミュニティの関係から研究・実践の循環を生み出す実践研究のあり方を検討する

という点から、これまでの実践研究に２つの問いを立ててみる。１つは、実践研究コミュ

ニティがどのような「場」で創られているかということである。２つには、既存の実践と

研究、実践者と研究者の関係がそこで問われ、再構築が目指されながら実践研究が行われ

ているかということである。 
例えば、実践現場から離れ、既存のアカデミズムを背負う研究者の研究コミュニティを

実践者にひらき、研究者と実践者が協働で実践研究をする。また、実践コミュニティに研

究者が入り、研究者として現場の課題を実践者と協働で研究・実践する実践研究をする。

それらのような状況でつくられる実践研究コミュニティと実践者・研究者の関係の質を考

慮する場合、さらなる「協働」のあり方を模索することが可能ではないだろうか。そこで、

次に「当事者性」と「地域（コミュニティ）」の視点をふまえて考察を進めていくこととす

る。 
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(3) 当事者性から問う実践研究方法とは 
＊当事者性からみる実践研究 

難民問題における実践研究では、「①『自分は難民である』『自分も難民になりうる』『自

分にも難民性がある』という意味での当事者性」、「②自分が関わっている社会のあり方･社

会構造が難民を生み出しているという意味での当事者性。自分と社会構造との関係を問う

観点」、「③難民問題の解決に参加しているという意味での当事者性」という３つの視点を

ふまえると、第１に、実践者・研究者はいずれも、自分自身がこの３つの当事者性を持ち

うるということがいえ、実践研究コミュニティに関わる人間として、より自覚的にそれら

の視点を意識する必要がある。第２に、実践研究を通して新たに／改めて協働的につむが

れていく実践のための実践コミュニティでは、難民当事者を含むすべての関係者が、実践

者・研究者という枠組みをこえ、お互いが関わり、時には対峙し、また、協働するための

共有可能な当事者性の基盤を構成していくことが可能となる。第３に、フィールドワーク、

エスノグラフィやライフストーリー・ナラティブアプローチ、また、アクションリサーチ

などにみる研究方法・研究手法の選択や活用、またその意味も、このような当事者性と関

係性をふまえて考慮されていくことが重要となる。 
加えて、本研究プロジェクトでは認識・情念・参加からみる当事者を再考したが、研究

のあり方・研究方法も、それら認識・情念・参加の視点をふまえて再考していく必要があ

る。例えば、先に示した「当事者性・認識・情念・参加の図」が研究プロセスにおける実

践者・研究者の当事者性の発展にもあてはまりうる。例えば、「研究者」自身も研究に取り

組む・関わる上で、様々な「情念」を持っている可能性は充分にあり、研究活動を通して

認識を深め、参加を積み重ねながら、自身の当事者性を発展させていくことが想定される。 
＊地域コミュニティと当事者性からみる実践研究 

地域コミュニティにおける実践では、多様な学びがつながり「学びの循環」を生み出し、

たとえば地域のコーディネーターがその学びをつなげることを通して、「実践コミュニテ

ィ」が生成されるとともに、「実践コミュニティ」同士をつなげることによって学びをさら

に循環させている（山西・村田・南雲 2017）。そのような地域実践コミュニティと「学び

の循環」では、省察的な視点により地域実践研究コミュニティが重層・変容的につくられ、

地域実践研究を通して、地域において学びを創りだす営みや地域課題の解決ための取組み

の発展がはかられる。 
難民問題における当事者性を地域コミュニティとの関連でみた場合、次の３点のことが

いえる。１点目は、難民問題が顕在化し、その解決のための実践がつくられる多くの場が

地域であること。２点目に地域実践（研究）コミュニティに関わる人たちは、先にあげた

難民問題の当事者性を共有可能な基盤とするだけでなく、共にその地域に暮らし、働き、

地域を構成する「生活者」としての当事者性を有すること。３点目に「③難民問題の解決

に参加しているという意味での当事者性」をもつ者として、難民問題と構造的背景をふま

え、その問題の解決に参加する足場としての地域（山西 2008）を捉えることが可能である

ことである。 
これら３点は、例えば地域での難民当事者を含めた人間関係の中で、情念を生み出した

り、また、認識を難民当事者との出会いや語りを聴くことを通して再構成したり、足場と
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しての地域を経て参加を活発化・深化させたりすることが考えられる。そして、お互いが

日常的な場での「出会い」や実践を通してつながるため、また、解決すべき課題が生活の

中で生起する必然性により、より協働的なプロセスが描かれる可能性をもっている。 
「学びの循環」を生み出しながら取り組まれる地域コミュニティでの実践は、地域と当

事者性との関係を明示的に、または潜在的に内包しながら展開される。地域実践研究コミ

ュニティにおいては、「当事者性からみる実践研究」に、さらに共有可能な「生活者」とし

ての視点や参加の足場を加え、よりダイナミズムな捉え方が可能となる／求められるとい

える。 
 
（４）研究方法を問う視点 

加えて、研究方法を問う視点として３点を提示して本稿を締めたい。 
１点目は「学習者・対話者としての研究者」としての自覚の重要性である。協働で実践・

研究をつむぐ研究者は、実践（研究）コミュニティの中で人やコトと出会い、関わり、学

ぶ「学習者」であり、向き合い応答する「対話者」でもある。それは時に、実践者や研究

者、地域の生活者という枠組みをこえ、「平和・公正・共生の文化づくり」のプロセスにお

ける一人の人間として、目の前の人やコトと向き合う自己のあり様を問われるものでもあ

るといえる。「研究方法を問う」際、この学習者・対話者としての側面を外さずに考えてお

くことは重要ではないだろうか。 
２点目はライフストーリーなどの研究方法を「人と出会い・関わり・学ぶ方法としての

方法」と捉えなおすことである。研究方法には、これまでの実践・研究の議論の積み重ね

を通して、研究において関わる相手の捉え方や関わり方、関わる際の自分自身のあり方、

そして関わりを通して学んだことの読み解き方などの理念や「型」など多くの知恵が示さ

れている。どのような目的や理由で研究方法を選択し用いるかは、様々な当事者と出会い・

関わり・学ぶあり方に影響を及ぼす。研究方法を「効果的に」用いることで学習者・対話

者として他者と向き合うことになることへ考慮することも重要であると考える。 
３点目として、「研究方法を問う」その枠組み・あり方そのものを問うことが重要だとい

うことである。「研究」が研究者の専売特許ではないとすると、「研究方法」も研究者の専

有物ではない。そうであれば、研究方法を問い、用いるのは誰かという問いを、研究課題

や実践（研究）コミュニティとの関連で常に問う必要があるだろう。研究者だけが集まる

場で「研究方法を問う」ことへの疑問にもつながるものである。「研究方法を問う」その場

と主体がどのように構成されているのかを自省的に問い、実践研究の方法自体が協働的に

模索・生成される道を探っていく必要がある。むしろ、そのことで新たな実践研究の地平

が拓かれていくのではないだろうか。                 （南雲勇多） 
 
おわりに 

以上、3 年間にわたる実践協働研究の過程と成果の要点を報告した。この研究の過程で

は、数多くの地域調査や実践をつくり出してきた。また関連学会での報告や学会誌への投

稿・掲載（小野寺・當銘・前田・山西（2020）「難民絵本の特徴と教材としての可能性」

絵本学会『絵本学―絵本学会研究紀要』No.22）なども行ってきた。紙面上の制約から、そ

れらの成果はこの報告には掲載できなかったが、日本国際理解教育学会の Web サイトへ



31 

はいくつかの報告を掲載した。またこの協働実践研究は、科研費助成（「国際理解教育に

おける難民問題と市民性形成―欧州の協働実践に学ぶ教材開発」基盤研究 C、17K04701、
研究代表者：横田和子）を受けたこともあり、科研費研究の成果の一部を Web 報告サイト

（ 「 難 民 問 題 学 習 へ の ア プ ロ ー チ ― 国 際 理 解 教 育 に 何 が で き る の か ― 」

https://kokusairikai.wixsite.com/nanminstudy）として作成した。それらの情報も参照い

ただければと思う。 
この 3 年間の間にも、世界の難民をとりまく状況は悪化してきている。教育からのアプ

ローチは即効性があるものではないが、難民問題に対処するために、難民をこれから生み

出さないために、人間の認識・情動・参加へ働きかけ、個人の変容・社会の変容を生み出

していくという教育の役割の重要性はより増してきている。この研究をこれからのより多

くの実践につなげていきたい。 
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第２章 SDGs 時代の水・気候変動教育を問う 

 

 

はじめに 

 本プロジェクトが始まる前に行われていた特定課題研究の参加者らは地球的課題の探究

と地球の多様性を地域の学びにつなげる活動をアジア・アフリカ・ヨーロッパ・オースト

ラリアと大陸を越えて展開し、お互いの共通課題である「水問題」とその問題解決を目指

した支援活動を実施してきた。これらの課題追究を名古屋市の小学校をベースに、私立学

校から公立学校へ、そして、神戸の中等教育学校へとネットワークも拡大した。当該実践

は ESD（Education for Sustainable Development: 持続可能な開発のための教育）の展開

としても評価されたり、参加者の所属校もユネスコスクールにも認定されたりするなど、

そのネットワークとしても実践を積み重ねてきていたのである。 
 2016 年度に日本国際理解教育学会の新たな研究実践のプロジェクトが始まり、そのな

かの一つのプロジェクトとして出てきたのが、SDGs（Sustainable Development Goals: 
持続可能な開発目標）と気候変動のテーマであった。そして、水問題をテーマに研究実践

を探究していた名古屋のメンバーを中心に、「SDGs 時代の水・気候変動教育を問う」プロ

ジェクトを担当することになり、研究活動を開始したのである。気候変動のテーマが加わ

ることにより、日本だけではなく先進国の交流校においても課題の探究範囲が広がること

になった。 
 本プロジェクトでは、研究と実践の両面を重視し、名古屋市の学校で先進的な実践を行

っている教師の研究会ともつながり、神戸、埼玉のメンバーも参加し、研究を拡大し、深

めることができた。また、常に海外とのつながりも持ちながら、具体的な研究実践を進め

ることにした。しかし、当初はあまり関心のなかった人々も、日本各地はもちろん地球規

模で、異常気象が連続して現実に起こるようになり、大きな関心を持たれ、その研究実践

の早急な探究が求められるようになった。ただ、実践的展開には、既存の学校が抱える課

題もあり、日本の教育自体の問い直し、これに関連して、理念と方法も含めた国際理解教

育自身の問い直しも求められたのである。 
 

Ⅰ．水・気候変動教育プロジェクトの視点と活動 

１．目的 

地球の長い歴史と人類の歩み、そして、人類と地球の未来に関わる問題である水・気候

変動の問題は、地球温暖化と関わりながら、異常気象を世界的な規模で引き起こしている。

こうした事態に対して、国際社会は、2016 年から 30 年までの「持続可能な開発目標（SDGs）」
を定め、新たな時代を切り開こうとしている。SDGs は人類の歴史に対する問いであると

同時に、未来社会を担う子どもたちの教育への問いでもあるにもかかわらず、教育での取

り組みは旧態依然のままともいえる。 
そこで、本プロジェクトでは、水・気候変動問題から、国際理解教育の理念と方法の問

い直しを図っていく。 
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２．アプローチ 

 本プロジェクトでは、はじめに「SDGs 時代の水・気候変動教育」を捉えるために、関

連する基礎研究と、水・気候変動をテーマに関連するトピックを扱った授業の実践研究を

行った。基礎研究および実践研究の両アプローチをとりながら、今期（2016～2018 年度）

の特定課題研究のテーマへの応答を試みた。 
 基礎研究では、飯島眞会員による「気候変動のメカニズムとその影響」、研究・実践委員

会委員長である永田佳之会員による講演「気候変動教育の国際的動向と課題～ESD の最新

課題として～」をもとにした報告、曽我幸代会員による「SDGs とは」、宇土泰寛会員によ

る「SDGs 時代における教育の特徴と課題」の４つの報告から、気候変動と SDGs 時代に

おける教育を捉えた。 
 実践研究では、山田修会員、横井成美会員による初等教育における「身近な地域の素材

を活かした学びの場づくり」について、森田育志会員による中等教育における「教科横断

的な視点から地球的課題に取り組む学びの場づくり」について、宇土泰寛会員、林敏博会

員による「世界のローカルとグローバルをつなぐ学びの場づくり」についての報告があっ

た。これらの実践から見えてきた現代における学校教育の課題について、幸田隆会員、天

野幸輔会員による対話の実践から、および曽我幸代会員による教育観の問い直しの視点か

ら検討した。 
最後に、今期の特定課題研究で掲げた「国際理解教育の理念と方法を問う」というテー

マへの応答として、近代学校教育の課題を理念および方法の両側面から示し、それらへの

対応を述べる。 
 
３．参加者リスト 

 本プロジェクトに関わった参加者は以下の通りである 
（敬称略、五十音順、〇は研究・実践委員） 

天野 幸輔 （岡崎市立本宿小学校） 
飯島 眞  （松伏町立松伏第二中学校） 

〇宇土 泰寛 （椙山女学園大学） 
幸田 隆  （豊田市立東保見小学校） 
佐久間 理子（調布市立第四中学校） 
椙山女学園大学教育学部宇土ゼミ 

〇曽我 幸代 （名古屋市立大学） 
〇林  敏博 （椙山女学園大学） 

星野 百合子（愛知県立みあい特別支援学校） 
森田 育志 （神戸大学附属中等教育学校） 
山田 修  （名古屋市立福田小学校 ※発表時の所属校は名古屋市立橘小学校） 
山本 典弘 （岡崎市立生平小学校） 
横井 成美 （名古屋市立高針小学校） 

 

４．研究会開催 

（１）プロジェクト会議による研究会 
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第１回研究会「気候変動～自然的要因と人為的要因、現象とメカニズム、影響」 
（日時：2016 年 8 月 8 日 会場：椙山女学園大学） 

第２回研究会「大陸間ミュージカル I LOVE WATER~人と水の精の物語」 
    （日時：2016 年 9 月 22 日 会場：名古屋市立西築地小学校） 

第３回研究会「SDGs 時代の教育の解明と具体的実践化」 
    （日時：2016 年 10 月 13 日 会場：椙山女学園大学） 

第４回研究会「ESD のカリキュラムと授業実践」「ESD における食の実践」 
（日時：2016 年 11 月 29 日 会場：神戸大学附属中等教育学校） 

第５回研究会「SDGs 時代の水・気候変動教育」 
    （日時：2017 年 3 月 2 日 会場：椙山女学園大学） 

第６回研究会「SDGs 時代の水・気候変動教育プロジェクトの振り返りと今後の方向性」 
（日時：2017 年 11 月 23 日 会場：椙山女学園大学） 

第７回研究会「水問題を通した気候変動教育の開発研究に向けて」 
（日時：2018 年 3 月 21 日 会場：椙山女学園大学） 

第８回研究会「水・気候変動教育の実践と ESD 対話」 
   （日時：2018 年 8 月 2 日 会場：椙山女学園大学） 

 
（２）公開研究会 

  第１回公開研究会「気候変動と教育を問う」 
（日時：2017 年 5 月 20 日 会場：椙山女学園大学） 

第２回公開研究会「気候変動教育とは～水・気候変動を考える授業をもとに～」 
（日時：2017 年 8 月 24 日 会場：椙山女学園大学） 

第３回公開研究会「気候変動教育とは～水・気候変動を考える授業をもとに～」 
（日時：2017 年 11 月 28 日 会場：神戸大学附属中等教育学校） 

第４回公開研究会「気候変動教育の国際的動向と課題～ESD の最新課題として～」 
（日時：2017 年 12 月 26 日 会場：名古屋市立大学） 

第５回公開研究会「水をテーマに専任教員が取り組む多様な教育活動・研究活動の報

告」（日時：2018 年 1 月 27 日 会場：椙山女学園大学） 
第６回公開研究会「SDGs 時代の水・気候変動教育を問う～プロジェクトの取り組みと課題」 

（日時：2018 年 5 月 26 日 会場：椙山女学園大学） 
第７回公開シンポジウム（日本国際理解教育学会第 29 回研究大会）「大陸を越えた

学びの場としての地球子ども広場と多文化共生の学校・地域づくり」 
    （日時：2019 年 6 月 15 日 会場：椙山女学園大学） 
 
（３）教育実践のための研究会 

水・気候変動教育プロジェクト「SDGs 時代における水・気候変動教育の実践創出」を小グ

ループで実施した。 
（日時：2018 年 8 月 14 日、10 月 24 日、11 月 19 日、12 月 10 日、2019 年 1

月 7 日、2 月 21 日 会場：椙山女学園大学） 
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Ⅱ．基礎研究：気候変動と SDGs 時代の教育 

１．気候変動のメカニズムとその影響 

（１）気候変動とは 

地球上における気候の変化には、人為的な原因によるものと自然な要因によるものがあ

るが、人為的な原因によるものが 95％以上に上ると考えられており、気候変動枠組条約で

は、そのうち、次の２つのものが定義され、実質的に地球温暖化と同じ意味で扱われてい

る。 
① 地球の大気の組成を変化させる人間活動に直接又は間接に起因する気候の変化  

（比較可能な期間において観測される） 
② 気候の自然な変動に対して追加的に生ずるもの 

 
（２）気候変動の原因 

気候変動の主な要因と考えられているのが、炭素が酸素や水素と化合して生じる二酸化

炭素・メタン・フロン・二酸化窒素・六フッ化硫黄などの温室効果ガスで、なかでも大気

中における濃度の高さから二酸化炭素 CO2 とメタン CH4 がもっとも大きな影響を与えて

いる。これらが大気中に増えることで、地球表面から放射される熱が遮断されることによ

り地球の温暖化が生じていると考えられている。 
 
（３）地球温暖化の影響 

地球温暖化の影響には海面上昇・熱波・砂漠化・干ばつ・火災による森林の消失・台風・

集中豪雨等の災害と、それらから結果的に生じる農業生産量の減少によってもたらされる

飢餓などで、そのなかでも直接人間に与える影響が大きなものは海面上昇による陸地の消

失と、水環境の悪化などの複合的な原因によって生じる農業生産量の減少とそれにより発

生するアフリカ中部の飢餓ベルトに象徴されるような飢餓の拡大である。  （飯島 眞） 
 
２．気候変動教育に関する国際的動向とホールスクール・アプローチ 

（１）気候変動に関する国際会議 

1970 年代は、国連人間環境会議（1972 年）や国連世界食糧会議（1974 年）、国連世界

水資源会議（1976 年）といった環境に関する国際会議が開催され始めた時期である。人間

と自然環境との関係について議論された国連人間環境会議では、まだ「気候変動」という

言葉は使われていなかった。1979 年に開催された第一回世界気候会議で、現代社会が直面

する喫緊の国際的課題の一つである気候変動に関連する議論が始まった。下表は、人間の

諸活動による気候への影響を扱った国際的な取り組みである。第一回世界気候会議から、

昨今話題になったパリ協定までが扱われている。 
 

表１ 気候に影響をもたらす人間活動への国際的な取り組み 
 酸性雨による越境大気

汚染 
成層圏オゾン層の破壊 大気中の温室効果ガス

の増加 
原因 工 業 国 で の 排 気 ガ ス

（硫黄酸化物、窒素酸

化物） 

工業生産物のフロン、

ハロンなどの排出 
人間活動による化石燃

料の消費 
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人類への

悪影響 
土壌・水質汚染 地表での紫外線量の増

加、皮膚癌の増加 
地球全体の平均気温の

上昇 
関係する

科学者 
(主な者) 

R・アンガス・スミス 
S・オーデン 

P・クルッツェン 
M・モリーナ 
S・ローランド 
J・ファーマン 

S・アレニウス 
G・プラス 
C・キーリング 
真鍋淑郎 

国際的な

条約 
(署名年) 

ジュネーヴ条約（1979） ウィーン条約（1985） 気候変動枠組条約 
（1992） 

対策 
(署名年) 

ヘルシンキ議定書 
（1985） 
ソフィア議定書（1989） 

モントリオール議定書

（1987） 
京都議定書（1997） 
パリ協定（2015） 

出典）田家（2016: 284） 
 

1970 年代は、削減目標などの政治的な行動をとる必要性を訴えるまでに至らなかった

が、1980 年代には、削減目標が具体的に示されたり、IPCC（Intergovernmental Panel on 
Climate Change: 気候変動に関する政府間パネル）が設立されたり（1988 年）するなど、

国際的なメカニズムがつくられた。 
1990 年代は、1992 年のリオ・サミット（国連）で「環境と開発に関するリオ宣言」お

よびその行動計画である「アジェンダ 21」「気候変動枠組条約」「生物多様性条約」が採択

されたことがまずは思い起こされるだろう。リオ・サミットは社会的公正と環境保全を統

合する「持続可能な開発」の概念を世界に広めた会議であった。「気候変動枠組条約」を源

流とみる気候変動教育について、以下の（２）は、2017 年 12 月 26 日（火）に開催された

公開研究会「気候変動教育の国際的動向と課題：ESD の最新課題として」（研究・実践委

員会委員長 永田佳之会員（聖心女子大学教授））の報告の一部をもとにして述べる。 
 
（２）気候変動教育に関する国際的動向 

気候変動教育の源流をたどると、1992 年に開催された国連気候変動枠組条約会議にあ

る。そこで採択された気候変動枠組条約第６条に「教育・トレーニング・パブリック・ア

ウェアネス」の記載がなされ、気候変動の抑制には教育の重要性が確認されたのである。

その後、1997 年における COP3 の京都議定書、2002 年での COP11 の NEW DELHI WORK 
PROGRAM、翌 2012 年の COP18 での第６条に関するドーハ作業計画、2015 年に採択さ

れたパリ協定の第 12 条および、年次ダイアローグ ACE（Action for Climate Empowerment）
の第６条、2017 年に開催された COP23（ドイツ）へと続いている（永田 2018a）。 

2012 年に承認されたドーハ作業計画第６条では、６つの基本的なスコープが示された。

それは、教育・トレーニング、PA（パブリック・アウェアネス）、国際協力、市民参加、情

報公開である。気候変動をカリキュラムに統合していくこと、その教材開発が進められる

とともに、ノンフォーマル教育においても気候変動が扱われること、および若者をエンパ

ワーすることが説かれた。 
また、2015 年の国連総会で採択された「2030 アジェンダ」に記された SDGs では、教

育に関わる目標４、気候変動に関する目標 13、意思決定に関わる目標 16 が気候変動教育

に深く関係している。とくに、目標４のターゲット７には ESD が、持続可能な社会づくり
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に関わる教育の一つとして示されていることに関連して、CCESD（Climate Change 
Education for Sustainable Development: 持続可能な開発のための気候変動教育）の必要

性が説かれ始めている。以下は、CCESD のフレームワークである。気候変動を「理解

（understanding）」すること、「緩和（mitigation）」すること、それに「適応（adaptation）」
することから成っている。 

 
図１ CCESD のフレームワーク 

出典）UNESCO and UNFCCC (2016: 25) 
 

 CCESD のガイドとしては、国連による“UN Climate Change: Learn”、ユネスコによ

る“Climate Change in the Classroom”、“Not Just Hot Air, Getting Climate Ready”が

あげられる。また、東洋的な思想に根ざした教材として“Apple Tree of KIITOS”（科研

（永田佳之代表、2018 年）、YOUTUBE で視聴可能）もある。また、学校教育において、

すでに展開している実践例として、インドネシア、インド、ブラジル、イギリス（アシュ

レー校）が紹介された。 
気候変動教育は、価値観・行動・ライフスタイルの変容を重視している点で ESD の特徴

を引き継いでいる。また、若者の参画、変化の担い手づくり、ホールスクール・アプロー

チ、変容型教育を特徴としていることも ESD との深い関連を読み取ることができる。こ

うした特徴を踏まえ、教員研修の今後について考えられることとしては、持続可能な社会

に方向づけること、人間の業や欲による仕返しとも見える気候変動の脅威を今一度考える

機会とすることがある。気候正義（Climate Justice）という言葉があるように、自国益よ

りも地球益を考える必要がある。また、気候変動に関連して起こりうるさまざまな対立を

乗り越えるためには、想像力が求められる。それは、見知らぬ他者（未来を含む）の状況

について教育を通して教えていかなければならないことを意味している。そのためには、

自分事として考えるようにしていくことが重要であり、「Learning oneself and society（自

己変容および社会変容をもたらす学び）」を意識していかなければならない。それは、「誰

かが、何かを変える」という他動詞から「自らが変わる」という自動詞へとシフトともい
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える。また並行して、「変わる」（自動詞）から「変える」（他動詞）を生み出す循環をつく

っていくことが重要である。まずは先生が変わっていくこと、すると自ら子どもが変わっ

ていく。自己変容と他者変容の物語をつくっていくことが肝要である。 
SDGs の目標 13「Climate Action（気候変動に具体的な対策を）」からも明らかなよう

に、「Action（行動）」が求められている時代である。自らが行動するという機会や場をど

のようにつくっていくかが問われている。「国連 ESD の 10 年（2005～2014 年）」の後半

期で強調されたホールインスティチューション・アプローチは、たとえば学校において、

ガバナンス・教授と学習・施設と運営・地域連携の各領域に持続可能性の学校文化を浸透

させ、「学校まるごと」持続可能でることが求められた。 

 
ACE に照らし合わせれば、学校まるごと気候アクションに関与し、教室内での学びをこ

えて、地球規模課題に取り組むことが望まれたのである。すなわち、それは近代学校教育

の問いなおしともいえる。近代社会システムを支えてきた価値観を問い直し、教育自体を

持続可能性に方向づけし直すことが求められている。 
 
（３）ホールスクール・アプローチ 

 「国連 ESD の 10 年（以下、「10 年」）」の指針を示したのが、IIS（International 
Implementation Scheme: 国際実施計画）であった。それをより詳述する枠組み（UNESCO 
2006: 22）で、ホールスクール・アプローチはすでに紹介されていた。ESD は付け足され

る教科の「もうひとつ」ではなく、既存の教育目標を伝えるための文脈に持続可能な開発

を捉えられるように、ホリスティック、もしくは「ホールスクール・アプローチ」として

みられるべきであり、学校や大学というのは持続可能な開発について学ぶ場だけではなく、

子どもたちが持続可能な開発の優良実践を積極的に行うことができる場であると説いてい

る。「10 年」の後半期に「持続可能な開発のための環境教育政府間会議」（「トビリシ+35」）
が開催された。そこで採択された宣言文「トビリシ宣言：持続可能な未来に向けた今日の

教育」には、「教育機関が『組織全体で包括的に取り組む手法』を採用するように促し、そ

図２ 気候変動に向けたホールスクール・アプローチ 

出典）永田（2018b: 22） 
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のための刺激となるような切っ掛けを提供する。それが対象となる領域には、デザイン、

建設、運営、マネジメント、カリキュラム、ガバナンス、コミュニティとのつながりが含

まれる」（Tbilishi+35 2012=2013: 117）と記され、持続可能な開発が組織全体を通して体

現できる場となることが求められたのである。ホールスクール・アプローチは、「10 年」

の後継プログラムである GAP（Global Action Programme on ESD）でも強調され、５つ

の優先行動領域―政策支援、学習および研修環境の変容、教育者養成、若者のエンパワー

メントと動員、地域での持続可能な解決策の促進―のなかの一つである「学習および研修

環境の変容」で「機関包括型アプローチ（whole institution approach）」の促進が示され

た。「10 年」の IIS の枠組みと同様に、ESD は持続可能な開発を説いたり教えたりする以

上の教育であり、それを実践する教育であること、また、施設の持続可能な管理・運営だ

けでなく、組織全体の統治（ガバナンス）構造や校風（エートス）の変容に関わるのが機

関包括型アプローチであると説かれた（UNESCO 2014: 18）。 
 上述の（２）で永田が述べたように、CCESD でもホールスクール・アプローチは重要

視された。気候アクションを教授と学習、学校ガバナンス、施設と運営、地域連携に組み

入れ、持続可能性の学校文化を築いていくことが求められたのである（前頁図２参照）。新

しい学習指導要領の特徴として挙げられる「チームとしての学校」は、ホールスクール・

アプローチに通じる考え方とも言える。学校自体が持続可能なコミュニティとなり、持続

可能な社会形成に関与することが求められている。           （曽我 幸代） 
 
３．SDGs とは 

SDGs は Sustainable Development Goals の頭文字をとった略称で、持続可能な開発目

標を指す。それは 17 の目標からなる。それぞれの目標にはターゲットが掲げられており、

17 目標のターゲットすべてをあわせると、169 ある。SDGs は 2030 年までに達成するこ

とが目指されている。 
2000 年から 15 年間にわたって、世界の開発に関わる課題を示してきたのが MDGs

（Millennium Development Goals: ミレニアム開発目標）である。それは開発途上国を対

象にした開発目標であったと言われている一方で、SDGs は世界全体の普遍的な目標とタ

ーゲットであり、途上国も先進国も対象としている。すべての国に適用され、あらゆる人々

の行動を求める開発目標である。SDGs は、2015 年９月に採択された「我々の世界を変革

する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」（以下、2030 アジェンダ）のなかで記

された。2030 アジェンダには、「誰一人取り残さない」社会の実現にむけて、貧困の撲滅

と環境の保全に取り組む、という理念が示された。この共通理念のもとで、国連加盟国は

目標を達成することが求められた。ただし「各国の現実、能力及び発展段階の違いを考慮

に入れ、かつ各国の政策及び優先度を尊重」するとして、SDGs は「共通だが差異ある責

任の原則を再確認する」目標とされている（United Nations 2015）。 
SDGs に関連する諸課題は、貧困や飢餓、紛争、気候変動などのように、SDGs のそれ

ぞれのアイコンから容易に想像できるが、各地域によっては今期の特定課題研究のテーマ

になっている「難民」や「市民性（シティズンシップ）」、また方言や無形文化財に代表さ

れるような文化的多様性の損失などのほうが深刻であるところも少なくないだろう。それ

ぞれが直面している危機的状況を優先することが重要である。 
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 「10 年」の IIS でも確認されたように、持続可能な開発には経済成長、社会的包摂、環

境保全の３本柱の調和が必要であり、これらは相互に関連し合っている（UNESCO 2005）。
そのため、17 目標および 169 のターゲットは個別に独立しているのではなく、それぞれが

関連し合い、「統合され不可分のもの」と認識される。また 17 目標およびターゲットは人

類および地球に関わる 5 つの重要な領域―「人間」「地球」「繁栄」「平和」「パートナーシ

ップ」―において、2030 年までの 15 年にわたる行動を促すのである。2030 アジェンダに

も、SDGs が「最高に野心的かつ変革的なビジョン」を持っていると書かれているように、

目標１から 17 までのすべての範囲にわたって私たち一人ひとりが成し遂げようとするこ

とが求められている（United Nations 2015）。 
 SDGs の目標４は、「すべての人々への包括的かつ公平な質の高い教育を提供し、生涯学

習の機会を促進する」という教育に関わる内容である。そのターゲット 4.7 には、次のよ

うに書かれている（United Nations 2015）。 
 

2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、

男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様

性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可

能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 
 
 ここからもわかるように、「10 年」で普及・促進されてきた ESD が持続可能な開発を促

進するための教育のひとつとして挙げられている。そのため、ESD が SDGs 達成に向けて

取り組まれる教育として位置づけられることもある。ESD の視点から、SDGs 達成に向け

て求められる教育のあり方を考えると、普段目を背けたくなるような状況に向き合い、そ

うした状況と私たちの関係を捉え直していくことが求められる。私たちは一人ひとりが問

題を深刻化している「加担者」であるかもしれない、と自らの言動や生活をふり返ること、

またそれらの問題を解決する「担い手」となってオルタナティブな策を見出し行動してい

かなければならない。そのためにも一人ひとりが当事者意識をもって、状況に対しての関

心を示し、自分事として問題解決のプロセスに参加することが求められている。また、こ

のようなプロセスをつくっていけるように、教育環境全体を整えていくことも重要となる。 
（曽我 幸代） 

 
４．SDGs 時代における教育の特徴と課題 
 「SDGs 時代」と呼ぶことには、SDGs に取り組む 2016 年から 2030 年までの時間的長

さや区分としてだけの意味ではなく、2030 年、そしてその後の大きな社会的変革や新たな

社会の創出への動きを見越した意味を持った呼び方であると考える。「時代」とは、その社

会の一つの特徴を示すものであり、前の時代である一つの社会からの変革として生まれる

次の社会を示すからである。人類にとって、長い歴史の中で、大規模な変革として、産業

革命があげられる。1700 年代後半から 1800 年代前半にイギリスで起こった産業革命であ

る。蒸気機関の発明は、すべて人の手や家畜を使って行っていた生活が一変したのである。

交通機関も一気に変わった。その後も加速度的に人類は、社会変革をなしていき、最初の

産業革命を第一次産業革命と呼び、その後、電力を使い大量生産を行う社会を生み出した
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第二次産業革命、コンピュータを用いて機械の自動化を進めた第三次産業革命、そして、

あらゆる組織、分野で、AI（Artificial Intelligence: 人工知能）の進化と IoT（Internet of 
Things: モノのインターネット）の拡大で社会の構造転換が起こると考えられている第四

次産業革命と位置づけたのである。ここで生まれる社会は Society 5.0 とも呼ばれている。

つまり、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会の次の社会を示している。予測困難な

時代と呼ばれるほど、大きな社会の変革が背景にあるのである。 
 「SDGs 時代」と SDGs と時代を結びつけて考えることは、この大きな社会変革への予

兆から、この変化に立ち向かう人類の使命を担う意義があるといえるのである。さらに、

SDGs の 17 の目標と 169 のターゲットは、これからの社会を地域から地球まで相互に結

びつけて考え、環境だけではなく、経済・環境・社会と多岐にわたる領域を包括し、地球

システムの全体性をも考えた目標であり、行政機関だけではなく、民間企業も含めた多様

なアクターが参加してきているのである。これは、従来の国家を基盤にしながら世界を結

びつけていった国際化時代の動向から、国家を越えたグローバルガバナンスとしての決定

であり、国連の全加盟国が合意した目標である。ここにも、これまでの国際的な問題が、

それぞれの国の枠組みのもとに決められていた時代から、SDGs の決定は、あるべき未来

の姿から現在行うべき課題、政策を決めていく新たな時代の姿の一つとして見ていくこと

ができるのである。 
 このような社会変革の視点から教育を見ていくことはきわめて重要である。私たちが、

学校といえば、学級やクラスルームを思い浮かべるが、この学級は産業革命の時期に生ま

れたのである。手工業から機械工業へと変化した産業革命においては、工場で働く大量の

労働者を生み出す必要があった。そこでは、読み書き計算のリテラシーが求められ、同じ

学力の子どもたちに、一斉に教える形が取られたのである。日本は、江戸時代の寺子屋か

ら早い時期に西洋の教育の導入を図ったのであるが、当時は工業が未発達であり、学級の

基盤になったのは、農村の村落共同体であった。学級が同一年齢の子どもたちが家族的な

一体性を持った集団として形成されたのである。そのために、中学の義務教育終了まで、

落第することなく一体となって学年を上がっていけたのである。そのために、集団内部へ

の同一化志向は強く、外部への排除志向も強かったのである。 
 社会の変革は、教育にも大きく影響するといえるが、これからの SDGs 時代、予測する

のが困難ともいわれる新たな時代における教育には、何が重要な要素となるのかを考えて

みよう。この時代の特徴として、情報から人間まで含めた国境を越えた移動パラダイムの

変革があり、この移動を通して地球各地のローカルとローカルのつながりが促され、ロー

カルとグローバルのつながり、つまり、ローカルと地球システムの緊密な相互作用と一体

的な融合性が生み出されるのである。そして、これらを可能とする AI や IoT 等のテクノ

ロジーの急速な進歩が起きているのである。 
 SDGs の目標自体が、新たな時代の特徴と深くつながっており、単なる個別の知識を記

憶したり、標準的な知識と技能を身に付けたりすることを目標とする教育からの変革を必

要とするのである。もはや知識は、学校のなかに、また教科書にしかないもの、教師がも

っているものではなく、ジョン・アーリ（2006）が移動パラダイムの出現で提起している、

「国境の内外を横断して移動する」フローのように、むしろ膨大な知識が存在しているの

である。その知識へのアクセスも ICT（Information and Communication Technology: 情
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報通信技術）の発達により、きわめて安易にできるのである。そこでは、自らが問題を見

出し、その問題解決に向けて、知識を生かし、他者と対話し、協働的に行動することが求

められているのである。しかも、これらの課題は相互に有機的につながっている。問題の

原因と結果のつながりと同様に、問題同士のつながりもある。そこには、人と自然、人と

社会のつながりがあるように、自らとその人々とのつながりもあるのである。この自分事

としての問題認識がきわめて重要である。ここには、社会的想像力が大きく影響するので

あり、そのための他者視点取得能力や他者理解、異文化理解の資質形成が求められるので

ある。また、自分とのつながりを知ったとしても、それが自らの行為として現れるとは限

らない。その行為への転換は、価値ジレンマや価値葛藤などを経た価値変容が必要である。

こうした課題については、知識や問題が学習者自身から離れれば離れるほど、単なる知識

としての問題になり、自らとは関係ないものになる。このような課題に対して、学びの内

容と並行して、学びの方法論および学びのステージからの課題がある。 
 従来から、国際理解教育は、他教科と比べて、教育内容はもちろん世界とつながる内容

を扱ってきた。教育方法は、知識中心な点もあったが、1990 年代の早い段階から、知識伝

達型の方法から現在いわれているアクティブ・ラーニングを導入してきた。また、国際交

流も重要視してきた。ただ、学びのステージ自体を、大陸を越えて多くの地点とともに学

び合い、問題解決に向かうことはまだ十分とはいえない。この AI と ICT の発達する時代

においては、地球上のローカルとローカルがつながり、SDGs という地球的課題をともに

解決していく教育の探究が必要といえる。 
（宇土 泰寛） 

 
Ⅲ．実践研究：教える「学習」から越境し合う学びの場づくりへ 

１．身近な地域の素材を生かした学びの場づくり 

（１）身近な生き物の観察から未来の地球環境まで考える児童の育成 

名古屋市立内山小学校で行った生活科（２年生・16 名）での実践―ツマグロヒョウモン

の観察・飼育から地球温暖化を考える―を紹介しながら、児童がどのように変わったのか

を述べる。 
① ツマグロヒョウモンの飼育から主体的な学びへ 
 ツマグロヒョウモンは、南洋に生息しているが、近年生息域を北上している蝶の一種で

ある。スミレ科を食草としており、パンジーやビオラで幼虫を見掛けることが多い。飼育

を通して、子細な観察ができるようになっただけではなく、生きものの不思議を感じ、思

うままに自らの疑問を確かめる試みを行った。たとえば、スミレ科の中で食草の好みを探

ったり、どのように食草にたどり着くのかを自作の迷路で確かめたり、吸盤の強さをさま

ざまなもので確かめたりした。幼虫に名前を付けて愛情をもって育てるなかで、興味・関

心が高まり、対象をもっと知りたいからやってみるという主体的な学びになっていった。 
② ツマグロヒョウモンから考える地球温暖化 
 ツマグロヒョウモンに出会う前の児童は、身近な自然に興味・関心が低く、事象を継続

的に捉えて変化に気づく学習姿勢に劣っていた。しかし、ツマグロヒョウモンの飼育観察

を通して好奇心と愛情（生活科では情意）が同時に育まれ、その結果、学ぶことの楽しさ

を実感できるようになった。また昆虫だけでなく、身近な物や人を見る目が変わり、相手
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の行動を理解しようとするなど、普段の言動にも変化が見られた。学んでいくうちにツマ

グロヒョウモンの北上の背景には、地球温暖化という気候変動が起きていたことを児童は

知る。他の生物にも大きな影響を与えているこの現象が便利な生活と結びついていること

を学んだ。この実践の前に地球温暖化については、筆者自身も茫漠とした知識しかなかっ

たため、NASA に協力している北極圏の研究機関にボランティアに出向き、実際に北極圏

の氷の変化や生物を採取して観察した。筆者自身が実際に体験し学んだ「地球規模で考え

なければならない」という危機感を抱いて授業を行った。 
③ 自分たちでできることを考え・行動する「ポトリ活動」 
 児童のなかに「地球が壊れていくかもしれない、どうにかしたい」という思いが芽生え

た。しかし、児童にとって地球を守るというテーマは、壮大過ぎて考えが及ばない。そこ

で、アフリカで伝承されてきた「ハチドリの一滴」という話をした。ハチドリの「今、自

分ができることを精一杯するだけ」という言葉から、児童は一人ひとりが協力して行えば

大きな力になることに気づくことができ、地球を守ることは身近な自然を守ることだと考

えた。そして、ハチドリの一滴をポトリと名づけ、ポトリカードに、残さず食べた・ゴミ

の分別をしたなどの自らの行動を記述した。これをポトリ活動と呼び、家族にも広めてい

った。出かける際は電気を消す、生ごみを肥料に変える、車を使わず公共交通機関で出掛

けるなど家族とともに行った。さらに回転寿司で「自分たちしか客がいないから回すのを

止めてください」と頼んだり、地域の人とゴミを拾って分別したりとポトリ活動を学校外

へ広めていった。５年後の今でも児童が核となり家族、さらに地域へ広げる活動になって

いる。 
（横井 成美） 

 
（２）身近な地域への参画連携による課題解決への実践 

① 確かな学力の向上を図るための課題「川

と自分 ～未来の新堀川を考えよう～」 
勤務校の学区内に、「新堀川」という川があ

る。社会科の学習で、生活排水が水処理センタ

ーできれいにされ、川に流されることを調べ

た。しかし学習のなかで、水処理センターでき

れいにして川に流しているはずなのに、なぜ

新堀川が汚くて悪臭を出しているのかと児童

から疑問が出てきた。その理由を調べたいと

いう意見が出てきたので、それを授業で取り

上げることにした。学習活動としては、問題点

の解決策を考え、それを伝えられるようなポ

スターを作成した。 
② 授業の様子：単元「未来の新堀川について

考えよう～」 

図３ 年間計画 
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より良い新堀川を考えるために、話し合った結果、２つの

グループに分かれて案を考えることにした。そして、この２

つの考えについて、後日『新堀川会議』を開いて、ど

うするとよいのかをクラスで決めることになった。 
【グループ】 
１．環境派（川をきれいに

できる） 
２．開発派（埋め立てて有効活用する） 

２つのグループは、アンケートで集めた意見をもとに話し合いを重ね、より良い案を考

えて行った。提案内容が決まると、発表原稿を作ったり、反対意見を予想したりして新堀

川会議の準備を始めた。また、自分たちの提案が、わかりやすいように画用紙に絵を描い

たり、グラフに表したりした。 
【新堀川会議】 

児童は、今まで一生懸命に調べてきたことをもとに、

話し合いをすることができた。また、相手の意見を否

定するだけでなく、改善点を伝え合うことにより、お

互いの提案の内容をさらに深めることができた。児童

からは、「もっとやりたい」「改善してからまた話し合

いたい」などの声も聞かれ、意欲の高さを感じることが

できた。どのグループも自分たちの新堀川をきれいにしたいという気持ちが溢れていた。 
（山田 修） 

 
（３）愛鳥活動から始まる地域と連携したホールスクール・アプローチとしての実践 

岡崎市立生平小学校（以下、生平小）は、全校児童 62 名の里山にある小さな小学校であ

る。この学校では、38 年間継続して愛鳥活動・ふるさと学習を実践し、2018 年度、全国

野生生物保護実績発表大会において、文部科学大臣賞を受賞するなど持続可能な学びを実

践している。鳥や自然について「知る」「守る」「広げる」という３つの観点から活動を行

っており、愛鳥活動をさらに充実させていくために、地域や異年齢との連携を深めていく

ことで、「ふるさと生平」の鳥や自然環境について学びを深めることができるのではないか

と考え、椙山女学園大学とアサヒ飲料が共同開発した交流授業プロジェクトによる実践し

た。 
① 椙山女学園大学（宇土ゼミの学生）とアサヒ飲料

共同開発プロジェクトの実践 
 「水と森の物語」をテーマとして「情意的側面」「認

知的側面」「技能的側面」「価値的側面」の４つの側面

論（宇土 2011）をもとに、椙山女学園大学とアサヒ

飲料共同開発のプロジェクトに沿って交流授業が行

われた。 
ア．情意的側面の実践＜椙山女学園大学：学生＞   図６ ゼミ生によるペープサート 

学生が「森と水」をテーマとした物語を、ペープサートを用いて見せた。子どもたちに

図４ 子どもたちのアイディア 

 

 

図５ 新堀川会議 
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とっては、「世界の森や水はどうなっているのか」と、ペープサートを通して新しい発見と

なった。ペープサートの物語を聞きながら「わたしたちの森もどうなのかな」とつぶやく

子どもがいたことから、興味・関心を引きつける導入として成果が見られた。  
 
イ．認知的側面の実践＜(株)アサヒ飲料：担当者＞ 
 アサヒ飲料の担当者が、自然ろ過の装置を使って実

験をした。汚れた水が自然の力で徐々にきれいになっ

ていく様子を目の当たりにして、子どもたちからは「す

ごい」「水が自然の力できれいになった」と歓声が上が

った。実際に目にすることで、子どもたちの知識とし

て深めることができる実践であった。 
 
ウ．技能的側面の実践＜椙山女学園大学：学生＞   図７ アサヒ飲料による実験 
 数名のグループを作り、学生が作成した「ESD ス

ゴロク」を行った。これは、「水や森」「自然や環境

問題」について、スゴロクをしながら学習する内容

である。学生がコーディネータとなり子どもたちは

学生とふれあいながら楽しく自然や環境について学

ぶことができた。なかには、スゴロクを「自分たち

も作ってみたい」という子どもが出てきた。この言

葉が、のちに「ふるさと生平」SDGs スゴロクを作

成するきっかけとなった。    図８ ESD スゴロクでの交流 
 
エ．価値的側面の実践＜椙山女学園大学：学生＞ 
 これまでの「情意的側面」「認知的側面」「技能的側

面」の学びをさらに深めるために、実際の映像や写真

を通して世界で起きている自然環境の実情を学んだ。

また、授業の最後には、学生手づくりの世界地図に一

人ひとりのこれからの行動目標や思いを記した付箋を

添付し、意識化を図った。 
図９ 子どもの決意を添付した世界地図 

② 生平小・椙山女学園大の交流授業における「ホールスクール・アプローチ」の成果 
 子どもたちの「自分事」、学生の「自分事」、この２つが交流を通じて連携することによ

って、お互いに「より広い視野」の学びが確立することが実証できた。 
ア．椙山女大の学生の学びの深化 
 学生の課題を探究するだけでなく、生平小の実態を踏まえた内容を考えた交流のプログ

ラムを立案することに意義があった。学生の「自分事」だけではなく、異年齢となる子ど

もたちの「自分事」（探究したい内容）の知識レベルに合わせて交流プログラムを組むこと

で、これまで以上に相手を意識した構成を工夫する取り組みとなった。この学びは、国際

理解教育を推進していくための思考力・判断力・表現力の育成にも関連が深く、お互いに
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とって価値あるプロジェクトとなった。 
 
イ．生平小の子どもたちの学びの深化 
 自然について学びを深めるだけではなく、交流をきっかけに、学びを広げていこうとす

る意欲が見られるようになった。３年生の子どもは、「いつまでも鳥がすみ続けられるよう

にしたい」という願いをもち、願いを広げるために「スゴロク」を作りたいという意見が

広がり「SDGs スゴロク」を作成することになった。 
 
ウ．地域の自然を学びふるさとへの愛着心を育む「SDGs スゴロク」  

「SDGs スゴロク」は、「森」「水」「自然（災害含）」「愛鳥

活動」の４つのゾーンを設定している。スゴロクで止まった

場所でカードを引き、クイズや説明文を読みながら学びを深

めていくゲームである。子どもたちは、「学びカード」「クイ

ズカード」「BAD カード（マイナス面の文面）」などの言葉を

考えたり、スゴロクのルールを考えたりして手づくりの

SDGs スゴロクが完成した。子どもたちが作った「SDGs ス

ゴロク」は、生平小の子どもたちだけではなく、椙山女学園

大学宇土ゼミにも配付した。また、今後、この「SDGs スゴ

ロク」がフランスやブルキナファソの子どもたちにもモデル

として広がり、各国の実情に合った SDGs スゴロクになって

いくことを期待する。            図 10 SDGs スゴロク 
本実践からもいえるように、子どもの学びは教室だけでは完結しない。異学年・異年齢、

地域など、多くの「人・もの・こと」とのかかわりをもとにホールスクール・アプローチ

として計画・運営することで、国際的な感覚をもつことができる子どもが育むといえる。 
（山本 典弘） 

 
２．教科横断的な視点から地球的課題に取り組む学びの場づくり 

近年、気候変動に関するトピックが、社会のさまざまな場面で取り上げられている。気

候変動に関して、永田（2018c）は、以下の４点について指摘している。 
①地域を問わず私たちの日常を脅かしている、 
②温暖化による影響は、自然災害のみならず、食糧や水の不足、難民の発生、疫病の蔓

延、ひいては教育機会の保障の問題にまで及んでいる、 
③人間の所作によって引き起こされる新たな暴力の形態である、 
④戦争のように誰の目にも明らかな現前の事実ではなく日々刻々と進行し、限界を超え

るとカタストロフィになり得る不可逆的な暴力である 
以上の指摘をふまえると、気候変動は SDGs が射程とするあらゆる課題に結びついてお

り、国際理解教育の文脈で考察すべきテーマであるといえる。一方で気候変動のように地

球規模で影響を及ぼす課題を学校現場で扱う場合、そのスケールの大きさゆえに「切実性」

や「当事者性」を実感できないことが課題となる。 
そこで本実践では、この課題を乗り越えるために、教科間の連携を生かしたさまざまな
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切り口を提供し、自己との関連性を意識する機会を意図的に設定することが重要であると

考えた。 
このような問題意識をふまえて、本節では、教科横断的な視点から地球的課題へ取り組

む実践のあり方について、気候変動に関する授業実践の具体から明らかにすることを目的

とする。 
 
（１）研究の方法 

 本実践は、2019 年１月から２月にかけて中等教育学校３年生（中学校３年生）の「社会

科 ESD」で行った気候変動教育に関する授業実践である。研究の手続きとして、以下の二

つの手続きをとった。第一に、授業の設計および実践の具体に関して、Wiek et al.（2011）
の持続可能性キー・コンピテンシーとの関連から整理した。また、単元の構成において援

用したロジックモデルの有効性についても検討を加えた。第二に、授業実践の具体を通し

て教科間連携の成果と課題を浮かび上がらせ、教科横断的なアプローチのあり方を示した。 
 
（２）教科間連携による授業実践の具体 

 今回の気候変動の学習内容には理科的な要素も多いことから、自然科学的な側面を充実

させるため、理科との教科間連携を重視した。また、単なる知識の結合にとどまらない多

様な見方・考え方により複雑な課題にアプローチすることをねらいとして教員間で事前に

共有した。最終的には、教科間連携で得られた成果を自身の教科指導に還元し、子どもた

ちの学びをより豊かで ESD の視点を生かしたものにするという共通理解を図った。つま

り、気候変動教育を通して、生徒にどのような変容を起こしたいのか、実践前に十分に議

論・共有し、共通理解を図ることが重要であったといえる。加えて、持続可能性キー・コ

ンピテンシーと本実践との関連を示しておきたい。Wiek et al.（2011）では、持続可能性

キー・コンピテンシーとして、①システム思考コンピテンス、②予測コンピテンス、③規

範的コンピテンス、④戦略的コンピテンス、⑤対人関係コンピテンスを挙げている。今回

の単元をこの枠組みから捉えると、①～③のコンピテンシーとの関連が３時から７時の授

業においてみられる（表２）。ただし、これらのキー・コンピテンシーを育成するうえで、

「対話力」や「批判的思考力」がその基盤として必要であることには留意したい。 
以下では、表２の単元構成に基づき、授業実践の具体について詳述する。 

時 テーマ キーワード 教科 コンピテンシー
事前学習 気候変動に関するレポート作成 気候変動への興味・関心 －
１～2時 気候変動を学ぶ ロジックモデル（学びの設計） 社会・理科

3時 気候変動とは何か 地球温暖化，IPCC，リスク 社会・理科 ①，②

4時
気候変動によって引き起こされる問題①
（自然環境）

極端化する気象，ローカルな気候
変動

理科 ①，②

5時
気候変動によって引き起こされる問題②
（社会環境）

気候変動難民，砂漠化，紛争，
バルネラビリティ

社会 ①，③

6時 気候変動への国際的な取組みとユースの取組み
パリ協定，グレタのスピーチ，
ダイベストメント，緩和と適応

社会・英語 ③

7時 気候変動とどのように向き合うか 気候正義，公平性，対話 社会 ②，③
※持続可能性キー・コンピテンシーとの関連：①システム思考コンピテンス，②予測コンピテンス，③規範的コンピテンス

表２ 気候変動に関する単元構成 
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 まず事前学習では、「気候変動」をテーマに A4 用紙１枚でレポートを作成した。この事

前学習の最大のねらいは、生徒が気候変動のどのような点に興味や関心を抱いているのか

を把握することであった。生徒のレポートのなかには、教師がワークシート作成の際に用

いた文献を扱っていたものもあり、その生徒のレポートからも授業の手がかりを得ること

ができた。 
次に１時から２時の学習である。ここでは「ロジックモデル」を援用して、単元を構成

する作業を生徒とともに行った。単元のベースは、教師側である程度作成したが、それは

あくまでも修正可能な案として、授業に

臨んだ。図 11 は、実際に生徒がグループ

（４人１組）で作成したロジックモデル

である。ロジックモデルは、最終目的を

最初に設定し、そこから中間アウトカム、

そしてそれを達成するための手段を具体

的に考える。すなわち、ESD で求められ

る思考様式の一つであるバックキャステ

ィング思考となっているのである。ESD
の実践へロジックモデルを応用した事例

は、管見の限り、米原（2016）の研究以

外はみられない。このロジックモデルに

基づいて作成された各グループの単元案

と教師側の単元案とを擦り合わせて、完

成させた単元構成が表２のものである。

また、各グループのロジックモデルのなかから、単元構成に反映させた部分を生徒に示し

たことで、学習者のニーズをふまえた双方向型の学びを実現することができた。 
 続く３時から６時にかけては、教科間連携の特長を生かした授業展開となった。３時で

は、気候変動の課題を地球温暖化にとどまらない議論として生徒に提示し、問題の本質を

ともに探った。また、時間スケールを数百年単位のみならず、過去 80 万年や過去５億年な

ど、さまざまなスケールで俯瞰させることで、気候変動の捉え方の難しさを実感させた。 
４時から５時では、理科教員による自然科学的なアプローチと社会科教員による社会環

境的なアプローチから、気候変動を捉える授業を展開した。とりわけ、2018 年の台風 21
号の映像を通した授業では、当事者意識をもって学習に参加する生徒が多かった。さらに、

永田（2018c）で提案されたパラグ・カンナのインフォグラフィックスの活用や気候変動が

もたらした砂漠化による紛争などの議論を通して、気候変動の影響を受ける地域の脆弱性

（バルネラビリティ）に迫った。６時では、気候変動への国際的な取り組みとユースの取

り組みとして、「パリ協定」および「グレタ・トゥーンベリさんの言説」を扱った。とくに

グレタさんの取り組みは生徒にとって同世代ということもあり、共感できる面とそうでは

ない面があったようである。実際に生徒からは、「取り組みはすばらしいが、自分にはでき

ない」や「教室にいたら友達になれないかもしれない」といった本音の部分が次々と噴出

した。 

図 11 生徒が作成したロジックモデル 
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７時では、山中（2014）で用いられた手法

を援用し、３段階の小さな問いをもとに、「気

候変動とどのように向き合うか」という本質

的な問いに迫った。３段階の小さな問いは、

①これまで「気候変動」をどのように考えて

きたか、②気候変動に関係する問題の解決を

阻害しているものは何か（自分自身の要因／

社会的な要因）、③そのような社会で自分た

ちは、どのように向き合っていけばよいか、

という構成である。これは、自分の価値観や

自分を取り巻く環境を問い直すことで、皮相

的な議論に陥ることを防ぐ役割もあった。授

業の実際としては、それまでの授業と比し

て、活発な対話とはならず、じっくり考え、

言葉を絞り出すような対話が展開された点

は特筆に値する。図 12 は、授業後のある生

徒のふり返りである。このふり返りの後半部

分に着目すると、めんどうくさいと思ってし

まう自分との葛藤が記述されている。自分自身や自分を取り巻く環境を問い直すことが、

行動変容への萌芽を有した学びにつながることを示唆している。 
 最後に、この授業実践から浮かび上がってきた教科間連携の成果と課題を整理し、教科

横断的な視点から地球的課題に取り組むうえでの方向性を示したい。 
成果としては、以下の三点を指摘できる。第一に、生徒とともに単元の構築を行ったこ

とで、「自分（たち）の学び」という、学ぶ目的を明確にしたものになったといえる。第二

に、作成した単元を持続可能性キー・コンピテンシーの枠組みから捉え直したことで、持

続可能性を問う ESD となっているかを確認することができた。ESD のための ESD とい

った本来の目的を見失った設計に陥らないことが求められる。第三に、理科をはじめとし

た教科間連携により、多様な分野の成果を活用した資料提供および授業がなされたことで、

学際的なものの見方・考え方に寄与したと考えられる。自然科学的なデータや見方の提示、

文字資料にとどまらない映像や音の活用など、これまで教科で蓄積されてきた実践の成果

や国際理解教育の研究成果を活用したことから、本実践は、多田（2018）が提唱する「実

践の智」と通底するものがあったといえる。 
一方、課題としては、以下の二点を指摘できる。第一に、時間割変更や毎回一から組ん

でいくような打ち合わせ時間を確保できないことなど、学校現場特有の制約が挙げられる。

第二に、中学校や高等学校のように専門性が、より際立つようになることで、教科間の連

携というハードルが高くなり、教科間の連携による授業実践という形が難しいという課題

が浮かび上がってきた。ただし、実際の授業を共同で実施することは困難であっても、教

科横断的な視点から同じテーマにアプローチすることは可能であろう。そのためにも、各

教科の実践や取り組みを俯瞰し、それを ESD の学び（持続可能性を基軸にした学び）へ翻

訳できる力が、今後の教師には求められている。 

図 12 生徒のふり返り 



56 

以上の成果と課題をふまえて、教科横断的な視点から地球的課題に取り組むうえでの方

向性を示したい。教科横断的な視点は、多様な見方・考え方に寄与するだけでなく、自己

の価値観や生活を問い直す際に有効なアプローチとなり得る。実際、気候変動のような地

球的課題の解決には、教科横断的な視点または学際的な視点が必要不可欠である。ESD に

おいては、教師自身が、自分事として真摯に課題と向き合っているのかが問われている。

この教師の姿勢は、学習材に影響ができるだけでなく、授業中の所作や発言にも影響して

おり、生徒はそれを敏感に感じ取っている。したがって今後は、課題に対して真摯に取り

組む教師と学ぶ目的を明確にした生徒との関係性を基盤に、そこへ教科横断的な視点を組

み込んだ包括的な学びが ESD において展開されることが求められている。 
（森田 育志） 

 
３．世界のローカルとグローバルをつなぐ学びの場づくり～SDGs でつなぐ国際理解

教育「地球子ども広場と大陸間教育活動」～ 
さまざまなところに影響を及ぼしている地球的課題である気候変動について、学校教育

のなかで、「気候変動教育」としてどのように指導していけばよいのか、どの教師も疑問に

思うことである。気候変動問題は非常に深刻で、時間的猶予がないにもかかわらず、あま

りにも大きな問題であるため、すぐには解決できない。だからこそ、教育の役割はきわめ

て大きく、未来を担う子どもたちが気候変動の問題を自分事としてとらえ、自分たちの身

近なところから、今できることを考えて実行させていくことが必要である。 
気をつけなければいけないことは、気候変動がもたらす危機的状況のみの理解にとどま

ってしまわないようにすること、すなわち、世界の気候変動によってもたらされるさまざ

まな現象のみに目を向けるのではなく、気候変動は長期的、逆転不能、不確実、予測不能

であることを体験的にとらえて、その上で、地球上に生活しているすべての人にとって、

今の日常の生活が持続可能で、さらによりよい未来となるにはどうしたらよいか、自分た

ちにできることを考え、身近なところから取り組むことができる児童生徒を育成すること

が大切である。 
これまで行われてきた地球規模の課題について学ぶ実践の多くは、教室で先生やゲスト

から世界のさまざまなところで起こっている貧困問題、紛争問題、気候変動問題等につい

て話を聞き、それをもとに自分たちで興味を持ったテーマについてインターネット等を活

用しながら調べて発表し、自分たちにできることを考える学習であった。こうした学習で

は、それぞれの課題について主体的に調べ、学ぶ活動を引き出すことはできても、地球規

模の課題と自分自身との関わりを強く認識して、自ら積極的に行動できる人材育成につな

げることは難しい。 
SDGs 時代の国際理解教育では、グローバルな課題に対して他人事ではなく、自分自身

との関わりを強く認識することによって自分事としてとらえ、自分には何ができるのかを

自ら問いかけ、これまでの考え方や価値観を考え直し、身近なところから主体的に行動す

ることができる市民の育成を目指すことが求められている。いくら多くの知識を得ても、

そこから態度形成、価値観の変容に結びつけていくのは難しい。そこで、世界のローカル

とグローバルをつなぐ学びの場づくりを行い、大陸を越えた子どもたちの協働的な学びを

通して、地球規模の水・気候変動の問題は決して他人事ではなく、実は自分たちの生活に
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直接にかかわっているということを理解させる大陸間教育活動を実践した。これは、学び

の内容や方法だけではなく、学びのステージを地球規模まで拡大するという従来の国際理

解教育の質的転換を行い、持続可能な地球社会を担う市民形成を行うものである。 
このプロジェクトに参加した国の子どもたちは、まずは自分たちの生活と直接関係して

いる問題、身近なところで起こっている水・気候変動の問題に目を向け、どのようなこと

が起こっているのか、なぜ起こっているのかについて学び、どうすればよいのか、どうし

なければいけないのか、自分たちには何ができるのかを考え、最終的に、それぞれの思い

や夢を、音楽やミュージカル、ペープサートや影絵、映像などで表現して、それをお互い

に共有する。この活動では、インターネットなどで調べて得た知識ではなく、より身近な

外国の友だちから直接体験を通して得た知識が伝えられるため、自分との関係性もより一

層強く感じることができ、外国で起こっている出来事ではあるが、そうした地球規模の問

題を身近な問題として捉えることができる。この「地球子ども広場と大陸間教育活動」を

まとめると、下図のように表すことができる。 

 
図 13 地球子ども広場と大陸間教育活動 

 
この活動は 2015年から行なってきたものである。これまでの活動を簡単にまとめると、

大きく４つのステージで表すことができる。 

《ステージ１》音楽を通して、“水”に対する思いを伝え合う活動 
2015 年に、“水”を共通テーマとして、名古屋市立蓬来小学校、ブルキナファソの Le 

CREUSET PLUS、フランスの Ecole de la VALLEE の子どもたちが、それぞれの国で、

地球規模の水問題、地域の水問題について学び合う教育活動を開始した。蓬来小学校の子

どもたちは、学びを通して感じた水に対する思いとして、｢水は命、水は世界をめぐる、水

は地球の宝物、水となかよし、I Love Water｣ などいくつかのキーワードをあげた。この

キーワードをもとに、専門家（椙山女学園大学の渡邉康先生）にメロディーをつけてもら

ってできたのが『I Love Water』という曲である。そして、ブルキナファソ、フランスの
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子どもたちも同じメロディーで“水への思い”を表現し、歌っている様子を映像に撮って

お互いに交換し合った。映像を見た蓬来小学校の子どもたちは、大陸を越えた協働的な学

びを通して、地球規模の水問題は決して他人事ではなく、実は自分たちの生活に直接にか

かわっているということに気づくことができ、ブルキナファソやフランスの子どもたちも

水に対して自分たちと同じ思いを持っているんだ、そして同じ振り付けをしているところ

もあるということに感動し、親近感を抱くと同時に、これからも一緒に水に対する学びを

深めていこうとする気持ちを一層強く持つことができた。 

《ステージ２》ミュージカルを通して、水問題解決に向けたメッセージを発信 
グローカルイシューである“水問題”解決に向けてのメッセージを発信する場として、

2016 年の９月には、念願であった合唱とミュージカル『I Love Water～人と水の精の物語

～』の公演を行った。2015 年度、大陸間ミュージカル広場のプロジェクトに参加した蓬来

小学校の OB の有志 12 名と、H.M.C（Hiroko Music Club: 音楽教室）に通う椙山女学園

大学附属小学校の子どもたち、さらにブルキナファソのル・クルーゼ学園から６名の子ど

もたちを招いて日本とブルキナファソの子どもたちが一緒にミュージカルを演じ、そこに

蓬来小学校の６年生と西築地小学校の４年生が合唱で参加した。残念ながらフランスの子

どもたちは日本に来ることができなかったが、自分たちの思いを表現している映像を送っ

てもらうことができたので、その映像をミュージカルの中で紹介した。 
このミュージカルは、自分たちが学んで感じたことや思ったこと、そして、これから自

分たちはどうしていけばよいのかを自分たちの言葉と身体表現、音楽で表現していくこと

が目的であった。そのため、ミュージカルを演じる子どもたちは、「地球子ども広場」に集

まって地球規模の“水問題”の現状を学び、その学びを通して考えた“水問題”解決に向

けての願いや考えをまとめ、自分たちでストーリーに入れたい言葉を洗い出し、それを「地

球子ども広場」からのメッセージとしてミュージカルで表現した。そして、実際に「地球

子ども会議」の場面を演じ、今後、ブルキナファソ、フランス、さらには他の国の子ども

たちとも一緒になって、大陸を越えて子どもたち同士で水問題の解決に向けた話し合いの

場を継続的に開催していくことをミュージカルのなかで提案した。 

《ステージ３》パリ地球子ども会議（Global Kids Square in PARIS）の実施 
2019 年３月に、笹川日仏財団、パリ日本文化会館の協賛で、パリ日本文化会館において、

「水と気候変動問題」に関してこれまで学んで来た成果を、日本、フランス、ブルキナフ

ァソ３か国の子どもたちが直接会い、各国の取り組みについて歌と身体表現や映像を取り

入れた発表会と意見交換を行い、子どもたちのパリ宣言（子どもパリ協定）をつくること

を目的に、パリ地球子ども会議を実施した。 
日本側の取り組みを椙山女学園大学の学生が日本語で説明し、椙山女学園大学附属小学

校の卒業生で、立命館大学のフランス語学科に通う学生が通訳した。そして、2016 年に行

ったミュージカル「人と水の精の物語」を４人の子どもたちで再現した。ブルキナファソ

の子どもたちは、「ごみ問題」「水不足と水の汚染の問題」「森林伐採の問題」を、音楽と踊

りを交えた身体表現で訴えた。ブルキナファソの伝統的な楽器であるジャンベのリズムに

のって、全身で自分たちの思いを踊りで表現する姿を目の当たりにして、言葉の壁を越え

て、彼らの訴えが響いてきた。フランス、ストラスブール市の学校の子どもたちは、さま
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ざまな移民の子どもたちが登場して、影絵を使って発表した。「海のゴミ」「森林破壊」「水

の浪費」「車による大気汚染」の問題を訴えた。 
最後に３カ国の子どもたちが壇上で話し合い、「子ども宣言文」を採択して読み上げ、世

界中の子どもたちと協働して地球規模の課題である気候変動について学び、取り組んでい

くことを誓いあった。 

《ステージ４》地球子ども広場と大陸間教育活動の拡大 
現在はパリ子ども会議で出された宣言文、「宇宙船地球号の仲間と協力して実行してい

くために、グローバルキッズスクエアー（Global kids square）を世界に広げ、それぞれの

地域と地球的課題の解決に取り組んでいくことをここに宣言します」に従って、気候変動

に関する教育を世界に広げることに重点を置き、ブラジル（サンパウロ、リオデジャネイ

ロ）とマレーシア（ペナン）の日本人学校、ブラジルとフィリピンの現地校にもこの活動

を紹介し、地球子ども広場への参加を呼びかけている。 
（林 敏博） 

 
４．実践から見えてきた学校教育の課題  

（１）学びの場づくりにおける他者理解と対話 

 気候変動が進めば、海水面の上昇や異常気象の影響で住まいを失う難民が増えることは

事実として起こっていることである。ここで教育の対応策として考えられるのが、多文化

共生のための教育のあり方である。すなわち、環境難民や自然災害の被災者らが、私たち

が暮らす地域に移動してくるかもしれないことを想定し、自らとは異なる文化を背景にも

つ他者とともにいるための技法を身につけることが求められよう。 
 そこで注目したのが他者理解および対話である。自らとは異なる他者を理解すること、

また他者とともにいるための技法のひとつである対話の力を身につけるためには、どのよ

うな実践が考えられるのかを検討したのが、以下の２つの実践である。 
 
「異己理解プロジェクト」の援用：一般校での対話や他者理解を促進する授業実践 

 他者理解を促進し、対話的な授業とはどのようなものだろうか。宮城教育大学附属小学

校では、日本国際理解教育学会「異己理解プロジェクト」（以下、異己プロ）と連携し、中

国の師範学校附属小学校との交流授業を展開し、2018 年６月にその一端を公開した。授業

の概要は、年単位でオ

ンラインによる同時対

話や、手紙等の交流を

する中で、共通のテー

マについて対話しなが

らお互いのものの考え

方や感じ方について疑

問を出し合っていくも

のである。授業そのも

のの準備の周到さはも

実施時 対象 質問内容のあらまし
授業前 全員 たけしの行動をどう思うか。ＡＢＣＤから選び、理由を書け。

授業学級 「国際的視野に立って他国を尊重する」とはどのような態度か。

中国について知っていることを書け。

中国人の知り合いが何人いるか。

中国人の家を何回訪れたことがあるか。

授業後 授業学級たけしの行動をどう思うか。ＡＢＣＤから選び、理由を書け。

日本語教室を利用している生徒のグラフから考えたことを書け。

「国際的視野に立って他国を尊重する」とはどのような態度か。

今日の授業で得たこと、学んだことを書け。

表１　授業前後の質問項目の概要
表３ 授業前後の質問項目の概要 
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ちろん、理論と実践のつながりも十分と感じられた。同様の研究が日本、中国、韓国の３

か国で行われている点も興味深い。 

 では一般校ではこの研究成果を、たとえば「道徳科」の枠組みでどのように生かすこと

ができるかについて検討してみたい。実際に中国生徒と交流するのはできないので、異己

プロと同じ質問項目の事前アンケート（表３、４）をとり、中国の児童の結果と比較する

ことで、間接的に、内的な対話を促した。近年の報道やネット等に強く影響を受けたと思

われる記述が多かっただけに、その意外な結果に授業内の対話は活発になった。 

 

さらに同様のアンケートを、日本語教室を利用する生徒８名（国籍は３種）にも実施し、

そのデータも併せて提示した。愛知県は外国人児童生徒数が全国一多いが、日本語教室の

詳細を知る生徒は少ないから、身近にいる外国人児童生徒との授業後の対話、ひいては他

者理解を促す目論見からである。 

ただ、道徳科の枠組みでの実践であるので、内容項目に焦点化する必要がある。やや内

容が難しいと感じられたが内容項目中の文言「国際的な視野に立って他国を尊重するとは、

どのような態度か」と授業前後で問うた。その結果、文字数の変化、内容の質の変化（文

中のキーワードのカテゴリー分類法）とも、χ二乗検定で有意差が認められた。先行研究

で用いられた教材を援用した、一般校での対話や他者理解を促進する授業の一端として報

告した。 

（天野 幸輔） 

 

（２）多文化共生教育としての「哲学対話」の実践 

「哲学対話」は、思考力と対話力の育成のための対話活動で、「子どものための哲学

（Philosophy for Children: 略称 P4C）」とも呼ばれる。正解のない問題について、主体的

に問い、考え、対話し続ける探究の対話である。この哲学対話を、６年生の学級で、多文

化共生教育の一つとして、2018 年１月～３月、総合的な学習の時間、道徳、学級活動の授

業で計 15 時間実践した。 
 対話のテーマとしては、「自分と似ていない人と仲良くできる？」「よいこと、悪いこと

って何？」「普通って、どういうこと？」「かっこいいって、どういうこと？」「便利って本

当にいいこと？」など、多面的、総合的、批判的な思考を促し、多文化共生につながる 10
のテーマを選んだ。授業では、全員が椅子だけで一つの輪になって、テーマに関する考え

を伝え合い、問い合い、深め合い、学びを語り合った。 
 以下が本実践の成果である。 
 

題名 あらすじなど

チョコレート

遠足に行き、弁当を食べ終わって、みんなでおやつを食べることなった。自分のおやつを食べ始め、かけ
るはチョコレートを出した。しかしトイレ行ってもどったら、出しておいたチョコレートが全部なくなってい。か
けるは、親友のたけしに聞いたところ、たけしは「ぼくもチョコレート大好きだから、食べちゃったよ。」と言っ
た。たけしの行動についてどう思うか。またそれはなぜか。Ａ：全然気にしない。仲良しなので、お互いのも
のを区別する必要はない。Ｂ：少し違和感はあるが、問題にしない。二人の関係に影響はない。Ｃ：あまり
いい気持ではない。今度、またこのようなことがあったら困る。Ｄ：不愉快だ。行動は理解できない。

表２　授業で利用された教材
表４ 授業で利用された教材 
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・「みんな同じ」と思っていた考え方や感じ方が実は、「みんな違う」ものなのかもしれ

ないという意識の涵養 
 ・違う立場の人、違う考えを持っている人との対話が、自分の考えや思いを広げていく

という体験 
 ・正解を考えずに、対話し、深く考えることのおもしろさを実感する体験 
 ・他者理解の促進 

・他者を尊重する態度の育成 
・違う考えを持っている人と関わることへの関心や意欲の高まり 
 
哲学対話では、学級内の５人のブラジル人児童とマジョリティの日本人児童の文化的な

違いよりも、個人としての考え方や感じ方、価値観が多様であるという気づきが促されて

いた。また、「自分とは異なる考えや、普通とずれた考えが結果として、深く創造的に考え

るきっかけとなった」という感想が多くあった。つまり、多様性が原動力となって学びが

生まれていた。たとえば、「空気が読めない」と学級で非難されることがあった発達障害傾

向のある児童が伝えた考えや批判的なものの見方が、対話を活性化し、学びを深めていく

様子が頻繁に確認された。こうした体験が、多様性を尊重する態度を育み、多様性と関わ

る関心や意欲を高めていた。 
 さらに、教師の子ども観も変化した。筆者自身が本実践を通して、子どもの体験や考え

の豊かさ、探究の対話への意欲の高さ、対話を広げて自ら学びを創造していく力の大きさ

を実感した。主体的な学習者としての児童に、以前よりも大きな敬意と信頼を抱くように

なった。 
 課題としては、授業時間の確保、教師のファシリテーション力の向上等がある。そして、

効率ばかりを追求する画一的指導、教師中心主義・教科書中心主義への偏りを見直してい

く必要があると考えている。 
 今回、哲学対話が主体的・対話的な深い学びを促し、多文化共生教育としても極めて有

用であることを実感した。今後も哲学対話の広がりを促したい。 
（幸田 隆） 

 
（３）変容をもたらす教育への転換 

実践研究から見えてくる特徴としてあげられるのは、教える「学習」からの転換である。

各教科内で教師が知識を伝え、児童生徒が一方的に聞くという授業ではない。取りあげる

課題について関連するそれぞれの教科で扱い、教科間で学習知を共有しながら、課題解決

に向けて取り組む。子どもの学びを教科や教室という枠で区切るのではなく、子どもの生

活世界につなげていくことが肝要である。そのために、テーマや課題に関連する学習知を

生活知につなげるような仕組みとして、越境し合う学びの場をつくってきたのが実践研究

の事例から読み取れる。 
SDGs で 17 の目標および下位のターゲット 169 項目で示されたのは、分野や領域を横

断する課題である。これらの目標達成に向けては文理融合型や学際的な視点やアプローチ

が求められる。学校教育においては各教科での取り扱いではなく、全教科の授業や時間な

どで扱われることが望ましい。教科間の関係性（相互関連性）を把握しながら、プロジェ
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クト学習をベースにした問題発見、問題認識、問題解決の授業が求められる。こうした学

びは新学習指導要領でも説かれている「アクティブ・ラーニング（主体的で対話的な深い

学び）」や「社会に開かれた教育課程」に通じており、これらの重要性が今後増していくこ

とが予想できよう。 
しかしながら、本プロジェクトで行われたような教科横断的な実践は学校現場では「余

分なことをやってくれるな」「これ以上のことはやめてくれ」という批判対象となりかねな

い。優れた実践として評価される授業も現場では「余分」であると低評価を受けることが

しばしばある。図 14 にあるように、カリキュラムに書かれていること、すなわち各教科で

の学習以外は「余分」とされるのであれば、SDGs で取りあげられるグローバルな諸課題

は学校教育では扱わなくてもよいと判断されかねない。新しい学習指導要領で記されてい

るような、換言すれば、ESD の７つの特徴（UNESCO 2006: 17）―「学際的・ホリステ

ィック」「批判的思考と問題解決」「価値志向性」「多様な手法」「参加型意思決定」「適用可

能性」「地域との関連性」―の一つにある「学際的・ホリスティック」という考え方を促進

するためには、いったん現場で言われる「余分」とは何を意味するのかを読み取り、なぜ

「余分」とされるのかを検討していくことが必要となる。 
また、SDGs が記された行動計画、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための

2030 アジェンダ（2030 アジェンダ）」（United Nations 2015）が社会変容をねらいにして

いることからもわかるとおり、SDGs に関わる諸課題は一人ひとりが自分事として捉えて

いかなければ、自分とは関係ない問題、もしくは政府や企業といった組織が取り組む問題

と認識されよう。そうさせないためにも、児童生徒とともに教師自身も SDGs を自分事と

して捉え、授業で扱う必要があろう。ESD は SDGs を達成するための手段の一つであるこ

とをふまえれば、その４つの目的（UNESCO 2005: 28-30）―「質の高い基礎教育へのア

クセスを改善すること」「既存の教育プログラムを再方向づけること」「人々の理解と認識

を高めること」「トレーニングを提供すること」―の一つであった「既存の教育プログラム

の再方向づけ」が改めて重要になってくる。これまでの教育活動を「持続可能な社会づく

り」に改めて方向づける主体となるのは一人ひとりの教師自身であることを強調していか

なければならない。カリキュラム・マネジメントやカリキュラム・デザインをする主体が

誰であるのかを確認していくことが必要だろう。 
そのためにも、子どもと同じように、教師自身が学ぶことと日常生活のつながりが感じ

られるようにしていくこと、また子どもが地球規模課題を自分事化するためにも、教師自

身が子どもの生活世界に立って考えることが重要である。そうでなければ、子どもにとっ

て、グローバルな諸課題も地域課題も自分事ではなく、授業での学習内容にとどまり、消

費される知として矮小化される。水にかかわる問題や気候変動による現象は、「あぶない」

「危険」「こわい」といった情動をともなう経験として、また身体知として子どもにも認識

しやすい。そうであるからこそ、学習知を子どもの生活世界とつなげやすく、自分事とし

て捉えることができるのである。 
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水・気候変動問題 
地域の出来事、国の出来事、地球の出来事 

学校の出来事、家庭での出来事、個人での出来事 
大量生産・大量消費・大量廃棄 ⇔ 地球温暖化 ⇔ 異常気象 

教科中心アプローチ 

      ホールスクール・アプローチ           
 

水・気候変動教育プログラム 
SDGs 時代の国際教育カリキュラム 

他者の存在の認識 ⇔ 「私」との関係  「私がかかわっている」  
     社会的想像力  アクティブな市民性  
  匿名性から実名性へ  大陸を越えた学び合い  
  異常気象 ⇔ 水防組織と市民意識  避難訓練  
図 14 水・気候変動教育と教室の周縁に着目した学びの転換と実践 

出典）日本国際理解教育学会第 29 回研究大会特定課題研究での報告資料より 
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気候変動や水に関する地球規模の課題、すなわち SDGs に関わる問題は新種のように聞

こえるが、これまでの教育課程でも取りあげられていた諸科目の各単元に深く関連する（下

表５参照）。 
 

表５ これまでの教育課程で扱われた水・気候変動に関連するトピック 

テーマ 水に関するトピック 気候変動に関するトピック 
Ⅰ．水・気

候 変 動 の

世界 

１．地球は水の惑星 
２．水の様々な形 液体・固体・気 

体 
３．水の循環 
４．海水と淡水 
５．地球上の水のかたより 雨の多

い国、少ない国 
６．水の流れと地形 

１．地球は水と大気に覆われた惑星 
２．物質の三態 固体･液体･気体 
３．水と大気の循環 
４．長期的、逆転不能、不確実、予

測不能 
５．地球上の水のかたより 雨の多

い国、少ない国 
６．海水面の上昇 

Ⅱ．水と生

活 
生 き る

た め の 水

／ 生 産 の

ための水・

気 候 変 動

と生活 

１．暮らしの中での水の使用  
２．安全安心な水と人間の健康 
３．農業に必要な水 
４．工業に使われる水 
５．水の利用とエネルギー 
６．輸送とレジャー 

１．オゾンホールの破壊  
２．生物多様性の喪失 
３．森林減少 
４．山火事 
５．気候変動とエネルギー 
６．水質・大気・土壌汚染  
７．獣害 

Ⅲ．世界の

水・気候変

動の危機 

１．人口増加と水の大量使用 
２．気候変動と水 
３．地下水 
４．水汚染 
５．洪水 
６．干ばつ、砂漠化 

１．海水面の温度上昇 
２．氷河の崩壊  
３．ハリケーン、嵐 
４．大変動・大災害 
５．高潮、洪水 
６．干ばつ、砂漠化 

Ⅳ．国境を

越 え る 水

／ 国 境 を

越 え て 起

こ る 気 候

変動 

１．国際河川と紛争 
２．水の取引・水ビジネス 
３．水テクノロジー 
４．仮想水貿易（ヴァーチャルウォ

ーター） 
５．世界中の水を使う日本 水不足

と食糧不足 
６．国際協力・支援 

１．地球温暖化  
２．酸性雨 
３．温室効果  
４．二酸化炭素濃度の上昇 
５．農地の荒廃と食糧不足 
６．環境難民 
７．国際協力・支援 

Ⅴ．水・気

候 変 動 と

人々 

１．古代都市と水 
２．江戸時代と水 
３．日本の人々と水 木曽三川、愛

知用水、各都道府県事例 
４．パースの人々と水 送水管の悲

劇と塩害（オーストラリア） 
５．ブルキナファソの人々と水 首

都の水道と地方の井戸（アフリ

カ） 
６．現代の都市と水道施設 公衆衛

生革命（イギリス テムズ川） 

１．アマゾンの原始林伐採  
２．中国の大気汚染問題 
３．日本で局地的な大雨の発生率が

増加 
４．サンゴの白化 
５．オーストラリアの低温・少雨に

よる小麦、大麦の不作  
６．アメリカの高温・少雨によるト

ウモロコシ、大豆の不作 
７．気候正義（Climate Justice） 
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Ⅵ．私たち

にできるこ

と 

１．水とつながろう 
２．ビオトープを生かして  
３．地域とつながろう（里・森・山・

川・海・水と生活） 
４．節水のよびかけ  
５．水についての表現 音楽・文芸・

アート 
６．世界とつながろう 水と持続可

能な社会へ 

１．二酸化炭素の排出削減 
２．節水、省エネのよびかけ 
３．Reduce（リデュース）、Reuse（リ

ユース）、Recycle（リサイクル）

活動  
４．自然（森、海、野生生物）を守る 
５．防災（レジリエンス） 
６．気候変動についての表現 音楽・

文芸・アート 
７．世界とつながろう 持続可能な

社会へ 
 

これらの単元の価値づけを今の国際社会の文脈ですること、また地球システムと関連づ

けていくことが求められる。そのためにも上述したカリキュラム・マネジメントやデザイ

ンを教師らが行い、教師自身が学習内容を自分事として捉えていく必要がある。 
一方で、気候変動や水問題は私たちに普段出会わないはずの他者の存在を認識させる。

持続不可能な状況下で生活している他者と「私」との関係を考えること、また彼ら／彼女

らの置かれている状況を「私」が引き起こしているかもしれない可能性を考えることを通

して、個人の日常世界と地球システムのつながりや関わりを学ぶ。学びを行動や生活に移

し、子どもが自分事として問題を捉え、問題解決の担い手としての市民性を高めていくこ

とが求められている。 
さらに、子どもの生活世界とのつながりは、学校という生活の場にも反映できる視点で

ある。子どもが日常生活を過ごしている学校という場が学習内容とかけ離れた環境になっ

ている。このことが、子どもの学びを日常に生かせない、つまりは学びが授業だけでとど

まる可能性のある要因でもある。ホールスクール（ホールインスティチューション／ホー

ルコミュニティ）・アプローチで授業と生活との統合をめざし、子どもの目線に立って、学

びと暮らしにつながりがない「ちぐはぐ」な関係をつむぎ直していくことが SDGs 時代に

求められる水・気候変動教育のあり方である。 
（曽我 幸代） 

 
Ⅳ．「水・気候変動教育プロジェクト」から国際理解教育の理念と方法を問う 

１．教える「学習」から自己変容をもたらす「学びの場づくり」へ 

本プロジェクトから捉えられる学校教育の課題は、教える「学習」からの転換にあると

考えられる。上述したように、SDGs に取り組む教育活動である ESD をはじめとする国際

理解教育は学校教育課程で「余分」とされる傾向があり、SDGs のような分野横断的なテ

ーマを授業で扱う「環境にない」と応える教員が少なくないことである。また、教員だけ

でなく、国際理解教育や ESD の授業を受ける生徒らも、「国際理解教育を受ける動機があ

がらない」、「成績につながらないのに、なぜ？」「入試に出ないのに」と、授業への関心が

低い印象を受ける。本プロジェクトに参加したメンバーへの聞き取りからも、受験を意識

する児童生徒は、「（授業への）わりきりが強く、『余分なもの』への壁が高い、お互いを牽

制し合う、授業の価値がわからない、しゃべらない、意見を表明しない、『違う』ことへの

ハードルが高い」という印象を持っていた。このような児童生徒の反応からも国際理解教

育や ESD の授業を「余分」と捉え、授業へのモチベーションが上がらないことが伺える。 
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上の記述から、教師や生徒のマインドが学校文化を変えられない一つの要因であること

がわかる。学校で「普通」とされる通常の教科の授業のみ担当すること、また「やれる人

だけがやる」というような人任せの考え方が浸透している。 
こうしたなかで、特定の教師らがなぜ国際理解教育や ESD に取り組もうとするのかを、

本プロジェクトに参加した現職のメンバーの声から捉えたい。 
「究極には、自分も変わりたいんです」「正直なところ手詰まり感があるんですが、そう

した状況のときは生徒に聞きます。『次、何をやろうか、どうしたらいい？』と。すると、

子どもたちはちゃんと応えてくれます。」これらの言葉から、国際理解教育を実践として定

着するために求められる特徴を３つ示す。 
①生徒との応答を楽しむこと 

正解のない諸課題に対してともに考え、取り組むことでともに「答え」を探す楽しさが

ある。 
②ESD についての想いを語ること 

正解のない諸課題が現代社会のなかにはあることを伝えること、またその解決策を教員

自身も持っていないことを伝えること、持続不可能とも思える諸問題への対応策が何もな

いわけではないことを伝えること（具体例として社会で活動している人たちを紹介する

【例：英語で扱われるグレタ・トゥーベリ、キング牧師など】） 
③対話すること 

生徒との応答関係を築く。考えを変えてもよいこと、自分自身の発言を対話からふり返

り、発言内容に責任をもつことの大切さに気づかせ、無関心をなくすようにする。ESD で

の学びが社会にどうつながるのかを伝え、「余分」であるという意識からの転換を図る。  
また、国際理解教育や ESD の授業を続けていると、他の教員から「一緒にやりたい」と

声をかけられることも増えるという報告もあった。他教科や他学年との連携も見えるため、

関連する教員へ話しかけ、連携の可能性を探り、協力体制が広がっていく。 
上のことから、教員が生徒に「弱さ」を見せたり（気候変動に関連する問題は先生にも、

答えがないということ）、あやまることをためらっていなかったり（「ごめん、けど、手詰

まりなんだ」）すると、生徒が応答し始めていることが読み取れる。このような関係から従

来の教育活動をふり返ると、教師が権威者として児童生徒の前にいることの隘路に気づか

される。教師のなかにある当然の姿、すなわち教師が「教える」人であり、児童生徒が「教

わる」という学習のあり方を一度手放していくことが必要となろう。 
本プロジェクトで扱った「水・気候変動」にかかわる問題は、人間の両極性―「どうす

ることもできないという不可能性」と「何かできるかもしれないという可能性」―を想起

させる。私たち人間は自然災害にあったときに、どうしようもすることができない、ただ

見ていることしかできない、という立場に立たされることがある。また気候変動をはじめ

とする SDGs に関連する諸問題は私たち一人ひとりの生活に深く関わっていることに気づ

かされる。そのとき、ある種、無力感や絶望感、諦め、また避けたい、見て見ぬふりをす

るような想いが沸き起こるだろう。一方で、復興過程や防災にかかわる予防においては、

被害を少なくするための方法を他地域や過去から学び、レジリエンスを高めることができ

よう。それは、換言すれば、災害という絶望のなかにみる希望でもある。国際理解教育や

ESD という教科に縛られない、また教科から解放されている教育の可能性はここにあると
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いえる。この前提にたつとき、教える「学習」は問題解決のための協働の学びの場づくり

へと変わっていくと考えられる。そのとき、教師は児童生徒とともに学習者となること、

また問題解決する担い手となることが求められる。また、不確実性が高まっている未来に

ついて考えるとき、教師一人ひとりが児童生徒にとって信頼できる大人としてともにいる

ことが何よりも重要である。そうした大人に見守られながら学びを重ねているという安心

感を抱けるように環境をつくっていくことが望まれる。 
最後に、「余分」とされる ESD や国際理解教育を学校で取り組めるようにするためには、

前回の研究・実践委員会の成果である「実践研究コミュニティ」の知見を応用することも

可能である。根強くある近代学校教育下における教師観や子ども観、また教育観の変容に

迫るには、教師一人ひとりのそれら価値観の問い直しといった自己変容が求められる。ま

たそうした価値観から生み出される方法の転換も必要となる。たとえば、教科におけるテ

キスト主義からの解放や縦型のカリキュラムから「自由のあるカリキュラム」などへの変

化が考えられよう。これらはすでに新しい学習指導要領において、重要視されるアクティ

ブ・ラーニングやカリキュラム・マネジメント、社会に開かれた教育課程に通じよう。 
（曽我 幸代） 

 
２．テキスト主義からの脱却を図る多様なアプローチ 

 水や気候に関する教育は、日本の従来からの社会科、理科、国語教育などにおいても必

ず取り上げられてきた。ただ、各々の教科の脈絡のなかで個別に取り扱われていて、水や

気候についてトータルに自らの問題として捉え、その問題解決に向けての態度形成を図る

視点は弱かった。このような状況に対して、世界的には、SDGs が国連で決議され、国内

では、新しい学習指導要領の考えにも SDGs が取り入れられ、教育方法も、主体的・対話

的で深い学びとしてのアクティブ・ラーニングなど、新たな展開が求められている。ここ

には、従来からのテキスト主義の脱却を図ろうという強い教育変革の意図がみえる。 
 たしかに、テキスト主義が典型的な知識伝達型の学習スタイルを日本に定着させたとも

いえる。しかし、問題はもっと深いところにあるともいえる。たとえば、日本とオースト

ラリアのテキストを比較してみると、日本のテキストが水の知識をしっかりと教え、そこ

で終わっているのに対して、オーストラリアのテキストは、水の知識を教え、後半は、そ

の知識を知ったあなたは何ができるかという構成になっているのである。 
 ここでの課題は、従来の知識伝達型の教育に対して、国際理解教育は、1990 年代には、

イギリスやアメリカで行われていたアクティビティの導入により、早い時期に、単なるテ

キストを使い、知識を伝達する教育を脱し、多様な方法を取り入れていたのである。しか

し、このような体験型の学習も課題を抱えていた。子どもたちも、今までの椅子に座った

まま先生の話をひたすら聞く授業からの解放によって、楽しく学習できたのは大きな成果

ともいえるが、そこでの学びは何だったのかが問われたのである。もちろんこのアクティ

ビティの開発者は、学習者の態度形成や資質の育成を十分考えて、作成されていたのはい

うまでもない。 
 そこには、小さなアクティビティであっても、自らの体験をふり返ることが必要なので

ある。さらに、共に学んだ仲間と対話しながら、内省を繰り返す、また、その事象のつな

がりや真相を見出していくプロセスが必要なのである。この社会的事象についての知識、
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共に学び合う仲間との対話、他者理解、自らへの問い、これらの学びの場を世界とつなげ

ていく。そして、世界の仲間と共に学び合い、地球的課題や地域の課題を解決していこう

とする態度形成と学びの場の生成が、これからの国際理解教育においては、必要となる。

このような方法的課題に対して、総合的に取り組んだのが、ジオラマでの活動と絵地図で

ある。 
 気候変動のような問題について大陸を越えて学び合うとき、日本の問題をより深く知り、

問題解決に向けて取り組むことが必要となる。それぞれの国が問題を探究し、発表し合い、

それらのつながりや地球的課題への取り組みなどを共有し、再びそれぞれの国で活動する

のである。日本の実態を知る方法としてジオラマを作り、SDGs の問題を探究した。ジオ

ラマという具体物を通して地域の課題を探求し、学び合い、自らの問題として、他者とと

もにどのように関わり、よりよい地域社会をつくるのかという子どもたちの参加型の市民

性を育成するプロジェクト活動として、実施した。そこでは自らの地域課題について、世

界の各地域の子どもたちと交流し、学び合える。共通テーマとして、水・気候変動・運輸・

町づくりを掲げている。内容としては、東海地域のテーマに沿った事物をジオラマで表現

し、その地域課題を子どもたちが考え、町づくりを行う。とくに、今回は水・気候変動を

中心テーマにしているので、水の多い木曽三川、金華山と岐阜城、名古屋駅前の市街地、

東山動植物園、長久手の丘陵地、御嶽山と牧尾ダ

ム、愛知用水と知多半島、セントレアと名古屋港、

工場地帯などの東海エリアをジオラマで製作し

た（図 15 参照）。このとき、ローカルな知（Local 
Knowledge ） と そ の 背 後 に あ る 学 習 の 知

（Learning Knowledge）が必要となる。たとえ

ば、岐阜城のローカルな知は、戦国時代の学習の

知がないと理解が難しい。この重層的な知の往還

があって初めて、教師やファシリテーターは、子

どもたちの気づきや主張を意味づけ、さらなる深

みへと学びを誘うことができる。 
ジオラマは、新学習指導要領でも、資質・能力全体の中核とされる「社会的な見方・考

え方」を育成するのに効果的であった。鳥瞰的な視点から見ることによって、全体像や空

間的な位置関係が見え、考えることができる。歴史的、発展的な視点から、持続可能性な

ども考えられる。さらに、ジオラマのなかに人間の姿も入れることによって、よりよい社

会づくりへの主体性と協働性が生まれる。 
持ち運びの不便さというジオラマの短所を克服するために作成したのが絵地図（図 16

参照）である。先の表５をもとに水・気候変動の問題を可視化した。SDGs で取り上げら

れる課題を一つの絵に表すことで、学ぶ内容が発達段階や教科といった国際理解教育や

ESD などの横断的な学びを「余分」としていた枠を取り外すことができる。絵地図を扱う

者が、ここに埋め込められている内容を自由に取り出すことができるという利点がある。

換言すれば、表５に記したようなトピック、水・気候変動に関連する問題を理解するため

の知識、およびそれらの関連性を理解していることが必要である。上述のジオラマと同様、

教育者およびファシリテーター自身が取り扱う内容を自分事にしていることが前提となる。 

図 15 東海エリアのジオラマ 
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図 16 水・気候変動に関連する諸問題をあらわした絵地図 

 
ジオラマや絵地図が投げかける水・気候変動教育への課題は、既存のアプローチの見直

しである。これまで積み重ねてきた学習方法、たとえば、さまざまな教材を通したアクテ

ィビティやフィールドワークを今一度、SDGs をはじめとする現代的な諸課題に照らしあ

わし、読み解き直していくことが求められる。この読み解き直すプロセスが、他人事とな

っている諸問題との関係性および自らの考え方や価値観の問い直しにつながり、自分事化

するのに役立つのである。 
（宇土 泰寛、曽我 幸代） 

 
３．越境空間としての新たな学びの場のステージへの挑戦 

 水・気候変動問題は、ローカルな問題として現れるが、グローバルな地球システムの問

題とも深く関連している。世界各地で、洪水に見舞われるところもあれば、渇水に苦しむ

ところもあるように、異常気象の現れ方が異なる。一般的には、国内の異常気象は、天気

予報や災害情報等により、知ることができるが、他の国や大陸の情報は、大きな災害でな

いかぎり、なかなか知ることができない。 
中学生以降になると、世界各地の気候は、地理の学習として行われるが、熱帯雨林気候

や西岸海洋性気候、地中海性気候などと暗記の対象として実施されることが多い。その気

候に合った衣食住の生活や農業や資源などが写真なども交えながら、社会科や国際理解教

育の学習として展開され、世界についての知識として学ぶことはできる。従来から行われ

てきたこのような国際理解教育の学習に対して、ICT の発達により、子どもたちは、コン

ピュータ室のインターネットを利用して、世界の水・気候変動問題を検索し、世界の主な

情報は知ることができるようになった。しかし、その情報によって、学習者が自らの問題

として捉え、価値変容をともない、主体的な行為に至ることは少ない。 
これからの国際理解教育において求められるのは、世界各地の様子やローカルな問題を

知ることやグローバルな問題を知るだけではなく、ローカルな問題と地球システムの相互

連関的な問題の捉え方が重要である。さらに、その問題の原因は、自分も加害者であると

意識することなく、日常的に営んでいるローカルな場での生活であることを内省できるグ

ローバルとローカルをつなげるグローカルな想像力である。このような想像力を自らの問
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題として自覚し、自己変容をもたらすような学びへの誘いができる国際理解教育が問われ

るのである。 
 そのために、国際理解教育の内容だけではなく、方法も問われる。国際理解教育におい

ては、さまざまに工夫されてきた。しかし、学びの場は従来の閉じられた教室のままであ

る。この教室にいるだけで、遠く離れた世界の現実を自分事として捉えられることは難し

い。大半の学習者にとっては、知識としての理解に留まる。このような教育の場の現状に

対して、第四次産業革命のさらなる進展のなかで AI や IoT は進歩し、教室にも大きな変

化が訪れようとしている。SDGs 時代の教育では、このテクノロジーも活かしながら、新

たな学びのステージとしての地球規模につながる学びの場への変革を考えることも重要で

ある。 
 国際理解教育は他の教科教育よりも、まず「国際」として、それぞれの国理解、国同士

の理解から始まったこともあり、自らを対象化し、枠を越えて学び合うことを内包してい

る。それゆえに、内容と方法、他教科との関係などを越境した学びを早い段階で作り出し

てきた。つまり、学びの内容の越境であり、学びの方法の越境であった。今回の SDGs 時

代の学びでは、学びのステージの越境を探究し、その越境空間のなかでの問題やその課題

解決のための実践を探究したのである。 
（宇土 泰寛） 

 
おわりに 

「SDGs 時代の水・気候変動教育を問う」というテーマを研究・実践委員会において、

名古屋メンバーを中心にして、実施することになったものの「気候変動」とは何かからの

探究になった。ただ、水問題に関しては、学びの内容としての水のリテラシーを作ってい

たので、この内容理解から始めることにしたが、内容を探究すればするほど難しい課題で

あった。そこで、メンバーの地域をより拡大し、気候変動の専門家にも入っていただき、

メンバー同士も学び合いながらのプロジェクト活動となった。 
水問題のときは、水不足のエリアの国際支援活動の側面が強かったが、気候変動問題の

導入によって、その内容の広がりと他の領域とのつながりが一気に出てきた。しかし、日

本においては、気候変動の問題は水問題として多く現れ、洪水や台風の巨大化など身近な

問題となり、水と気候変動の問題がつながりやすくなった。同時に、気候変動から、世界

の水問題へ、それが難民問題、食糧問題、貧困、都市問題、モビリティ・マネジメント問

題など、まさに SDGs の問題群へと次々とつながっていくのである。 
水・気候変動問題への幅広い視点から学校で実践している先生方が結集し、多くの実践

を研究・実践委員会の他のチームとの関係や前の委員会で提起された実践研究コミュニテ

ィの知見も活かしながら課題の探究を行ってきた。そのなかで、SDGs 時代の捉えなおし、

未来社会へのイメージが広がり、教育実践の早急な創出が求められれば求められるほど、

当の教育実践の場での壁が大きなものであり、学校そのもの、教師の意識からの変容が必

要なことが現実の課題として浮かび上がってきた。 
地球社会の未来を決める分岐点が 2030 年といわれる。とくに、気候危機（Climate Crisis）

は、2020 年の今、この 10 年間の私たちの行動が持続可能な地球、地域社会を決定する。

教育の閉塞状況や大きな壁があるからといっている事態ではない。それぞれが、一歩でも、

小さな行動でも始めることが重要である。このような現状のなかで、プロジェクトメンバ
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ーは、自らの実践の場で、まさに教室の周縁を生かしながら、実践を創出してきた。水・

気候変動問題に現れたように現実の変化は、学校や教師などの意識変化も促している。

2030 年より先の 2100 年の宇宙船地球号の乗組員たちの姿を思い浮かべながら、研究・実

践委員会の「SDGs 時代の水気候変動教育を問う」プロジェクトのまとめとしたい。 
メンバーの先生方はもちろん、さまざまな実践を可能にし、助言をいただいた研究・実

践委員会の先生方、そして、現実に世界との結びつきをつくるにあたって支援をいただい

た笹川日仏財団など、多くの支援とご協力のもとに、本プロジェクトのまとめを作成でき

たことに深く感謝申し上げます。 
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第３章 グローバル時代の市民像を問う 

 

 
はじめに 
 「グローバル時代の市民像を問う」プロジェクト（以下、市民性プロジェクト）は、以

下の趣旨のもとに進められた。「近年、道徳の教科化、グローバル人材の育成、18 歳選挙

権導入にともなう主権者教育の実施など数々のトピックが、政策課題としてやつぎばやに

浮上してきました。ユネスコも GCED を提唱するなかで、国際理解教育はいま、さまざま

な市民像がダイナミックに交錯する事態に直面しつつあります。この事態を受けて本委員

会では、政治経済の動向や国内外の思想状況の分析から“市民性の現在”の解明に取り組む

ことにより、改めて国際理解教育の理念を問い直します」（学会 HP、下線引用者）。この

ように近年さまざまな取り組みにおいて論じられる「市民像」のあり方を検討することを

通じて、国際理解教育における市民性育成を問い直すことが目指された。 
 以下 6 回の研究会を開催し、4 名の会員による報告、並びに、歴史学、政治学、社会科

教育学の領域からの問題提起とそれを受けての議論がなされた。 
(1) 嶺井明子会員「戦後日本の国際理解教育政策の展開」（2016 年 12 月 18 日、於：筑

波大学・東京キャンパス） 
(2) 保立道久氏（歴史学）「公共性・市民性と『人種問題』: トマス・ペインとヴェブレ

ンにもふれて」（2017 年 7 月 15 日、於：筑波大学・東京キャンパス会議室） 
(3) 齋藤純一氏（政治学）「多元性のもとでの公共性と市民」（2017 年 12 月 16 日、日

本大学文理学部・百周年記念館） 
(4) 池野範男氏（社会科教育学）「シティズンシップ教育とドラマ教育: 国際理解教育を

視野に入れて」（2018 年 9 月 22 日、於：日本大学文理学部） 
(5) 永田佳之会員「国際理解教育はグローバル化時代の〈切実さ〉に応えているか」（2018

年 10 月 13 日、於：聖心女子大学） 
(6) 中山あおい会員、橋崎頼子会員「欧州におけるシティズンシップ教育の最新動向」

（2019 年 5 月 19 日、於：筑波大学・東京キャンパス） 
 

１．理論的枠組み：シティズンシップと市民性 
（１）日本において市民（性）を論じる難しさ 

市民（性）／シティズンシップ（citizenship）を論じる際の難しさとして、その要素を

どのように捉えるのかということが挙げられる。例えば、デランティは、地位、権利、義

務、アイデンティティ、参加などの要素を示しているが（Delanty 2004）、それぞれの要

素が依拠する思想的な立ち位置や論点、そして「市民」の範囲は異なってくる。 
この点とも関連して、日本において「シティズンシップ（citizenship）」をどう訳すの

かということも一つの論点となる。つまり、英語の「citizenship」に含まれるさまざまな

要素のうち、何について論じているのかを明確にする必要があるということである。法的

地位をめぐる議論であれば「国籍」、市民の一連の権利を論じるのであれば「市民権」、

市民としての望ましい活動やアイデンティティに着目するのであれば「市民性」といった
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ように、どの要素に着目するのかによってそれぞれ異なる訳が与えられることになる点に

留意が必要である。 
 
（２）日本における「市民」と「国民」 
 日本においてはこれまで「市民」概念自体が論じられることは少なく、「国民」概念を

中心としてその構成員の範囲や望ましいアイデンティティが論じられてきた。法的地位に

着目すれば、日本において、国民は国籍法によって法的に定義されるが、市民を定義する

法律はない。「市民」の用法としては、（市町村の）市の住民や市民活動に携わる人とい

う意味で用いられることが一般的である。加えて、国籍にかかわらず権利を保障しようと

するさまざまな国際法を批准する一方で、日本国民のみが権利享有主体であるという意識

も根強い。また、個人と国家の関係についても、契約によって成り立つという意識は希薄

である。日本人というエスニシティ（民族性）や血統と強固に結び付いた国民像が支配的

であり、（日本）国民が日本人と同一視される場合も多い。これらの日本における市民（国

民）をめぐる文脈を踏まえながら、それらを乗り越えるような市民像のあり方を模索する

必要がある。 

 
２．学会における蓄積：特定課題研究プロジェクト 
（１）『グローバル時代のシティズンシップと国際理解教育』（Vol.17） 

本学会では、特定課題研究プロジェクト（2008～2010 年度）において市民性／シティズ

ンシップを主題とする課題に取り組んできた。詳細は、学会紀要第 17 号の『グローバル時

代のシティズンシップと国際理解教育』に詳しい。このプロジェクトの成果として、以下

の 4 本の論文が掲載されている。 
・嶺井明子「多元的シティズンシップによる国際理解教育概念の再構築」 
・小関一也「多元性・多層性から読み解くグローバル・シティズンシップ」 
・中山あおい「国を越えるリージョナル・シティズンシップを育成する教育」 
・桐谷正信「多文化教育から問いなおすナショナル・シティズンシップ」 
 
このとき、「多元的シティズンシップ（multiple citizenship）」を鍵概念とし、ローカ

ル、ナショナル、リージョナル、グローバル、それぞれのレベルでのシティズンシップの

捉え方が検討された。この構成は、シティズンシップの同心円的な広がりを意図したので

はなく、多元的なシティズンシップの存在を理解することによって、それぞれのレベルに

おけるシティズンシップのあり方を問い直し、また相対化する視点を得るということを主

眼とした。 
このことはプロジェクトの出発点として、渡部（2006）によって提起された日本の国際

理解教育の独自性の中でも、「ナショナル・アイデンティティ教育の相対化装置としての

役割」に着目して概念を明確化し、再構築するというアプローチをとったこととも関係し

ている（嶺井 2011a: 34-35）。とくに、「国民の形成をナショナル・シティズンシップの

育成として把握し、多元的シティズンシップという視座から位置づけ捉え返す」ことが重

要な課題として挙げられている（嶺井 2011b: 38）。また、ネーション（nation）の理解

について、エスニシティや民族を基盤とした自然の存在としての「エトノス＝国民」から、
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社会契約によって説明される近代的な意味での「デモス＝国民」への転化を提起する樋口

の論を紹介しつつ、この点は、日本の国際理解教育を再構築する上で極めて重要であると

する（同上: 45）。 
 

３．市民性プロジェクトの活動の概要：研究会の開催 
 以下、研究会の配布資料をもとに、報告の要点を整理する。 
 
（１）嶺井明子会員「戦後日本の国際理解教育政策の展開」 

嶺井会員の発表では、文部省・文部科学省の担当部局の推移に着目し、日本の国際理解

教育政策の変容について指摘した。戦後、関連する政策の担当部局は「日本ユネスコ国内

委員会事務局」→「学術国際局ユネスコ国際部」→「初等中等教育局（国際理解教育専門

官）」等→「初等中等教育局国際教育課＋国際統括官」と推移してきており、各担当部局

において推進された政策とその背景・意図についての説明がなされた（詳細は、嶺井（2015）
を参照）。また、その他の論点として、占領期におけるユネスコへの視点と民間ユネスコ

運動、日本の国際理解教育から「平和教育」の言説が抜け落ちていく要因、国際理解教育

における「1974 年問題」、1983 年政府間会議（1974 年勧告のフォローアップ）について

説明がなされた。 
 
（２）保立道久氏（歴史学）「公共性・市民性と『人種問題』: トマス・ペインとヴェブレ

ンにもふれて」 
保立氏の発表は、「人種主義イデオロギーの系譜とアメリカ資本主義」と「公共性の不

在とアメリカ民主主義」という 2 つのテーマで構成された。後者において「市民権の不平

等と社会権の不在」として、その背景にリバタリアン・イデオロギー（私人自由主義）が

あることを指摘した。すなわち、「憲法の『自由人』規定、自立した強者が自由を謳歌し、

選挙権をもち公共の主人となるのだというアメリカ的な『共和主義』の観念。このような

イデオロギーのことをリバタリアン・イデオロギー（私人自由主義）というが、これは現

在も生き続けている」という。また、「公共性とは人間が『類的存在』であるという公理

を社会に貫くことであるとすれば、その基礎は労働の尊厳にある」と述べつつ、アメリカ

においてはその観念が希薄であると指摘した（当日の発表資料は、保立氏のウェブサイト

に掲載されている〔http://hotatelog.cocolog-nifty.com/blog/2017/07/post-20e3.html〕）。 
 
（３）齋藤純一氏（政治学）「多元性のもとでの公共性と市民」 

齋藤氏の発表は「公共的なもの（public）」をキーワードとして構成された。まず、公共

的なものに含まれる 3 つの意味（official…公的、Common…共通、Open…公開）が整理さ

れた。公共的なものの範囲については、「公共圏は国境では閉じられない」一方で、「ナ

ショナリティを取り戻そうとする思想・行動の台頭」について指摘がなされた。また、意

思形成において、「決定に携わる人々とその影響を被る人々とのズレ」が生じているとし

た。さらに、公共的なものは現在に閉じず、将来世代がステイクホルダーになるとした。 
「市民」については、「〔国家及びグローバルな〕制度を共有し、それが及ぼす影響に

責任を負う者」という定義が示された。また、「平等なシティズンシップの構想」として、

http://hotatelog.cocolog-nifty.com/blog/2017/07/post-20e3.html
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ジョン・ロールズ（Rawls, J.）を引きながら、「市民として互いに対等な立場にあること」

とした。市民の政治的役割については、①authorship（法・政策の作者）…間接的な共同

立法者として、政策課題を提起していくこと、②editorship（法・政策の編集者）…問題

（不当）と思われる法・政策に対して異議を申し立てること、という 2 点が挙げられた。 
 
（４）池野範男氏（社会科教育学）「シティズンシップ教育とドラマ教育: 国際理解教育

を視野に入れて」 
池野氏の発表では、シティズンシップ教育とドラマ教育を主題とし、両者を架橋するも

のとして「公共空間」「内容（コンテンツ）」「過程（プロセス）」の三要素を挙げ、現

実空間と仮想空間の往来の必要性が提起された。また、「新しく求められているシティズ

ンシップ教育は、（略）公共空間を形成する人を作り出すことを目標にしている」という

主張がなされた。まとめとして、一人ひとりは複数の仮想空間を作っており、その中で、

他者、他の文化、国を理解しているのではないかという点、ドラマ、シミュレーション、

ディベート、討論は、この仮想空間の創造を促進しているという点が示された。 
 
（５）永田佳之会員「国際理解教育はグローバル化時代の〈切実さ〉に応えているか」 

永田会員の発表では、国際教育（international education）の系譜として、「1974 年勧

告」、「持続可能な開発のための教育（ESD）の 10 年」（2005 年～）、「持続可能な開

発目標（SDGs）4.7」（2015 年～）という流れが整理された。また、ユネスコが重視する

SDGs のターゲットとして、［4.7（教育）］持続可能な開発のための教育、グローバル・

シティズンシップ等、［12.8（生産・消費）］持続可能な開発及び自然と調和したライフ

スタイル、［13.3（気候変動）］気候変動の緩和、適応、影響軽減、早期警戒等の 3 つが

あるという説明がなされた。加えて、ユネスコが重視する新たな「暴力」として、環境問

題や暴力的な過激主義が挙げられ、後者については、その予防に向けた取り組みに重点が

置かれていることが示された。最後に、日本における国際理解教育への批判として、「グ

ローバル化のダイナミズムに対する視点の弱さ」（永田 2018）を指摘し、理不尽な暴力と

して気候変動を射程に入れる必要があること、また、二つの他者（開発途上国の人々と遠

い未来の世代）への想像力が欠如してきた点を踏まえ、国際理解教育を通じてこの問題に

いかに取り組んでいくのかという問いが提起された。 
 
（６）中山あおい会員・橋崎頼子会員「欧州におけるシティズンシップ教育の動向」 

中山会員と橋崎会員の発表は、欧州評議会（Council of Europe: CoE）の取り組みに焦

点を当て、シティズンシップ教育をめぐる政策動向や共通の枠組みの開発をめぐる論点に

ついて説明がなされた。CoE は「市民」の定義として、法的地位よりも民主的プロセスや

制度への参加を重視しているとする。また、「民主的シティズンシップ教育と人権教育憲

章」（2010 年）において、「異文化間対話（intercultural dialogue）」がその要素として

位置づけられた。2016 年には「民主的文化のためのコンピテンス参照枠」の開発が提案さ

れ、2018 年に公表された。シティズンシップ教育が取り組む課題として、テロにつながる

暴力的な過激主義や急進化、弱い立場のグループ等の民主的参加の欠如、移民と難民の統

合が挙げられているとした。 
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４．「市民像」をめぐる論点 

以上の研究会の報告の要点を踏まえて、以下、2 つの論点を提起したい。 
まずは、「『市民』をどのように定義するか」という点である。法的地位ではなく、参

加という要素に着目すると、移民や難民といった国籍にとらわれない、より幅広い集団を

含むことが可能となる。その一方で、構造的な問題を把握し、法制度の問い直しや改革に

つなげられるかどうかという課題が生じる。このとき、多元性や多層性を市民の定義に組

み込むことで、「『同じ』日本人」ではなく「『異なる』われわれ」という市民像の転換

をもたらすことができるのではないだろうか。 
 次に、「『公共空間』をいかにして創り出すか」という点である。この点については、

二つの他者（開発途上国の人々と遠い未来の世代）への想像力、民主的法制度を支える民

主的文化（価値・態度）への着目、シティズンシップ教育やドラマ教育を通じた現実空間

と仮想空間の往来といった視点が手がかりとなるだろう。しかしながら、強い個人による

自由（新自由主義）という思潮が支配的であることも看過できない。また、暴力的な過激

主義にどのように対応するのかという課題もある。これらの考えは、共通の利益よりも個

（私）の利益を優先し、また誰にでも開かれているわけではないことから、公共空間の創

出を阻害する可能性があると考える。公共空間を創り出すためには、これらの課題を認識

しつつ、弱い立場に置かれる人々、理不尽な暴力にさらされる人々をいかに包摂するかと

いう点が重要となるだろう。 
自国中心主義の傾向が強まる中で、これまでの日本の国際理解教育が果たしてきた「ナ

ショナル・アイデンティティ教育の相対化装置としての役割」を再認識し、グローバル化

のダイナミズムを踏まえつつ、現状を批判的に分析することが求められる。 
（菊地かおり） 
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教育』vol. 24、pp. 3-12. 
嶺井明子（2011a）「特定課題研究プロジェクトについて」『国際理解教育』vol. 17、pp. 

34-36. 
嶺井明子（2011b）「多元的シティズンシップによる国際理解教育概念の再構築: ユネスコ

と日本を事例として」『国際理解教育』vol. 17、pp. 37-46. 
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対応した国際理解教育のカリキュラム開発に関する理論的・実践的研究〔第 2 分冊 
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第４章 国際理解教育の理念と方法を問い直す 

―国際理解教育における市民性育成の課題と今後の展望― 

 
 
はじめに 

第 1 章から第 3 章において、「国際理解教育における理念と方法を問い直す」というテ

ーマのもとに実施した 3 つの研究プロジェクト「難民問題から国際理解教育を問う（第 1
章）」、「SDGs 時代の水・気候変動教育を問う（第 2 章）」、「グローバル時代の市民像を問

う（第 3 章）」の成果報告がなされた。第 4 章では、これら 3 つのプロジェクトの成果を

踏まえ、3 年間のテーマである「国際理解教育の理念と方法を問い直す」という点につい

て、理念としての市民性及びその実践方法に着目して検討する。 
国際理解教育における理念を問い直す際に、まずは、国際理解教育の理念に何を据える

のかが明確にされなければならないだろう。本報告書の「はじめに」（永田委員長）でも

述べられているように、ユネスコはその憲章（前文）において「人の心の中に平和のとり

でを築」くことや「国際平和と人類の共通の福祉という目的の促進」を掲げており、偏狭

なナショナリズムの克服が目指されてきた。日本の教育基本法（2006 年改正）においても

「平和で民主的な国家及び社会の形成者」の育成が教育の目的（第 1 条）に据えられてお

り、国家の形成者（国民）の育成のみならず、多元的に存在する社会の形成者（市民）の

育成が目指されてきたともいえる。本学会においては、日本の国際理解教育の独自性とし

て「ナショナル・アイデンティティ教育の相対化装置としての役割」が提示され、国際理

解教育概念の再構築に向けて、多元的シティズンシップを身につけた市民の形成が提起さ

れた（第 3 章参照）。ユネスコ、日本、本学会における理念及びそれをめぐる議論を踏ま

えつつ、3 つのプロジェクトを通じてこれらの理念、そして方法をどのように問い直すの

かが論点となってくる。 
2019 年度に開催された第 29 回研究大会の特定課題研究における渡部会員の整理によれ

ば、3 つのプロジェクトを融合させたところから見えてくる到達点として、市民性をめぐ

って共有された鍵概念が挙げられている。それは、①主体（自己存在）の相対化：当事者

性、認識、情念、関係性の編み直し（参加）、つなぐ知、自分事、②枠組み自体の相対化：

公共性、公共空間の形成者（authorship と editorship、仮想空間）、③国民教育としての

公教育の相対化：国家と市民社会（多元的アイデンティティ）である（報告の詳細は「付

論：第 29 回研究大会特定課題研究における渡部淳会員の報告」を参照）。このように異な

るレベルにおいて、主体（自己）、枠組み、公教育の相対化の必要性が提起されたといえ

る。この指摘を補助線として、理念としての市民性について検討する。 
なお、市民性プロジェクトでは、市民性という理念そのものの検討に取り組んだ一方で、

難民プロジェクト及び水・気候変動教育プロジェクトでは、実践方法を検討する中で理念

の問い直しにアプローチした。以下、難民プロジェクト及び水・気候変動教育プロジェク

トの取り組みを通じて析出された市民性及び実践方法を提示し、それを受けて、国際理解

教育における市民性育成の課題と今後の展望について述べる。 
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１．難民プロジェクトからみる市民性 

難民プロジェクトでは、難民を生み出す社会構造そして避難した難民をとりまく社会構

造を、政治・経済・文化の視点から読み解くことを基本課題としつつ、理念として、学習

目標につながる「当事者性」を問うこと、「教育のきれいごと」を越えること、方法として、

「当事者性」の形成や「教育のきれいごと」を越えることにつながる実践方法・研究方法

を問うこと、を教育課題として協働実践研究を行ってきた。その成果は第１章に示した通

りであるが、その成果から市民性について考えてみると、大きくは、①社会構造を読み解

き、社会に参加し、社会を再構成するための市民性、②「認識」「情念」「参加」の要素か

ら構成される「当事者性」からみる市民性、③当事者性の形成に向けての実践方法からみ

る市民性形成の実践方法、という 3 点を浮びあがらせることができると考える。以下、そ

の要点を指摘してみたい。 
 
（１）社会構造を読み解き、社会に参加し、社会を再構成するための市民性 

社会を構成する政治・経済・文化の視点は、難民を生み出す社会構造を読み解き、新た

な社会状況を描き出すために必要であり、また難民そして難民をとりまく他者が獲得すべ

き当事者性・市民性を捉えるために必要であることは第１章で指摘したが、この指摘から

は、政治的市民・経済的市民・文化的市民という市民像とその市民を構成する要素として

の政治性・経済性・文化性という市民性を浮びあがらせることができる。 
確かに市民・市民性という言葉は、政治的概念を基本としているが、市民性を語るうえ

で参加が注視され、社会参加の重要性が指摘される中では、政治的参加にとどまらず、経

済的参加そして文化的参加を含め、社会参加を多面的に捉えていくことが求められる。た

とえば日本国内における難民の社会参加を考える場合、難民自らが自分たちをとりまく社

会構造を読み解くことを踏まえつつも、まず生活上求められるのは政治的参加以上に、経

済的参加そして文化的参加である。このように参加そして市民性を多面的に捉えていくこ

とは、生活上必要なことであり、またそのことに働きかける教育にとっても当然のことで

ある。 
また国際理解教育が、平和の実現をめざすなら、難民問題から見えてくる現状の政治・

経済・文化のそれぞれのあり方やその根底にある原理（文化）を丁寧に問い直し、平和に

向けて問題解決のプロセスでそれらをどう関連付け、再構成していくのか、そのプロセス

や方法を描き出していくことが求められてくる。そしてこのように社会を再構成するため

には、批判的で創造的な市民性が求められるのである。 
 
（２）「認識」「情念」「参加」の要素から構成される「当事者性」からみる市民性 

難民プロジェクトでは、「当事者性」を問い、「教育のきれいごと｣を越えるために、「認

識」「情念」「参加」という 3 つの絡み合う要素から新たに「当事者性｣を描き出し、ユネス

コの Global Citizenship Education の「認知」「社会的情動」「行為」と対比させたのであ

る。そこでは、「認識」として、「モヤモヤ」（ネガティブ・ケイパビリティ：拙速な理解で

はなく、謎を謎として興味を抱いたまま、宙ぶらりんの、どうしようもない状態を耐え抜

く力）や vulnerability（弱さ、傷つきやすさ）などに着目し、「情念」として、情動の芯を

なすコアの部分として捉え、人間の心の奥底に潜む恐怖心・不信感・差別意識・排他意識・
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無関心などを含む人間のより本質的な志向性に着目し、「参加」として、個人の行動レベル

での社会的参加だけではなく、身近な生活レベルで他者と語り聴く関係、共に行動し合う

関係の中での絶え間ない「関係の編み直し（結び直し）」や受容し合う関係に着目した。そ

してそれら 3 つの要素が絡み合い、往還し合っている姿を理念的に示したのである（詳細

は第１章Ⅴ－２）。 
 この「当事者性」から、市民性を捉えると、「認識」し「情念」をもち「参加」するとい

う市民性のあり方が、必然的に、浮びあがるのである。 
 
（３）「当事者性」の形成に向けての実践方法からみる市民性形成の実践方法 

 難民プロジェクトでは、上記の社会構造の読み解きや「当事者性」への問いといった理

念的な課題を踏まえ、実践方法に関しても実践の中から、その可能性や課題について考察

を加えてきた。その要点として、以下の 6 点が指摘できる（詳細は第１章Ⅴ－３）。 
＊「様々な人が、生活の中で集い、関係を生み出す場づくり」 
＊「物語やナラティブ・アプローチの可能性」 
＊「感覚・情動・情念的アプローチの可能性」 
＊「中長期的な他者との関係づくり」 
＊「協働的実践コミュニティづくり」 
＊「社会変革に向けた国内外のネットワークづくり」 

これらの「当事者性」形成に向けての実践方法の可能性や課題は、市民性形成に向けて

の実践方法の可能性や課題としても、重要な視点を提示していると考える。 
（山西優二） 

 
２．水・気候変動教育プロジェクトからみる市民性 

 人権・平和を探求してきた国際理解教育において、この理念が、世界の現実的な社会状

況、そして、政治状況のなかで、世界の様々な国において、ないがしろにされてきている

傾向がある。同時に、地域は地域、地球は地球と分断的に意識してきた状況から、近年の

異常豪雨や台風やハリケーンの強大化、大規模な洪水、社会的インフラの壊滅的な被害、

貧困地域や開発途上国での災害の甚大化など、かつて経験したことのない事態が起こって

いる。この状況のなかで、人々は、地域と地球システムとの連関を我が身に起こることと

感じるようになってきている。この事態の認識は、1960 年代以降、ローマクラブや宇宙船

地球号の概念の提示など、もはや半世紀前に出された課題である。 
 今回の SDGs の提案が、国家の枠からグローバルガバナンスとして提示されたことは、

人類にとって大きな挑戦であり、この政治的動きと現実の気候危機による身体・感覚的体

験は、教育にとっても、大きなチャンスであり、ここで、変革しなければもはや後はない

と言うほどの事態であると認識している。 
 そこで、市民性に関しては、以下の 3 点から、水・気候変動教育プロジェクトでは市民

性を捉えた。中でも、AI の進化など、社会の変革はすさまじい勢いで進んでおり、グロー

バルとローカルは連関しており、世界各地のローカルとローカルがつながっているという

意識と実践が基盤にある。 
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①地域と地球システムの連関を意識し、グローカルに社会に参加して、持続可能な地域と

地球社会を創り出す市民性 
②自分事として当事者性を持った市民性とその育成のための教育の問い直し 
 教育の転換として具体的実践的なレベルでの教科中心からホールスクールアプローチへ 
③地域を基盤にしながら、大陸を越えてつながり合うグローカル・コミュニティを創り出

す市民性（Glocal Citizenship） 
 
 本プロジェクトにおいては、これらの市民性に向けた態度形成の方法を主に探究してき

たとも言える。そこでは、態度形成における 4 つの側面論（情意・認知・価値・技能）や

Local Knowledge と Learning Knowledge、哲学的対話や教科横断的なカリキュラム、地

域活動など様々な事例を上げながら探究し、また、自分事化するメカニズムや大陸を越え

た活動などを通して、上記の市民性への探究を行ってきたとも言える。そこには、あまり

にも旧態依然とした教育の実態があり、その呪縛からの解放をしないことには、前には進

めない。その方法を具体的に示さないとその一歩が踏み出せないという教員社会の状況が

あるからである。                          （宇土泰寛） 
 
３．国際理解教育における市民性育成の課題と今後の展望 

（１）2 つのプロジェクトにみる市民性育成のアプローチとその課題 
難民プロジェクト及び水・気候変動教育プロジェクトの取り組みを通じて析出された市

民性及び実践方法を再度整理しつつ、そのアプローチと課題を提示する。 
まず、難民プロジェクトでは、理念として、学習目標につながる「当事者性」を問うこ

と、「教育のきれいごと」を越えることが提起された。また、3 つの観点から市民性が提起

され、①社会を再構成するための批判的で創造的な市民性、②「認識」し「情念」をもち

「参加」するという市民性、③「当事者性」の形成に向けての実践方法が挙げられた。 
難民プロジェクトでは、市民性育成のアプローチとして「国民」の枠組みを揺さぶるア

プローチが提起されたといえるだろう。そもそも「難民」という課題は、国民・国家の枠

組みによって生み出されるものである。また、市民（性）の公私の区分を問い直す問題提

起もなされた。とくに、社会参加の多面性（政治・経済・文化）、「情念」への着目など、

生活上・教育上のアプローチとしての多面的な参加や人間のより本質的な志向性（情念）

へのアプローチが重要性であるとした。このとき、「当事者性」形成を土台として「市民

性」形成に向かう道筋をどのように見出すかという点が鍵になると思われる。 
次に、水・気候変動教育プロジェクトでは、理念として、地域（ローカル）と地球シス

テム（グローバル）の相互連関を重視することが提起された。また、そこで求められる市

民性として、①地域を基盤としつつ、グローカル・コミュニティを創り出す市民性（Glocal 
Citizenship）、②グローバルな課題を自分ごととして捉え、主体的に行動する市民性、③

市民性に向けた態度形成の方法（情意・認知・価値・技能）の 3 つが挙げられた。 
水・気候変動教育プロジェクトでは、市民性育成のアプローチとして「ローカル」と「グ

ローバル」から「ナショナル」を問い直すアプローチが提起されたといえる。このアプロ

ーチを基に、国境を越えた市民性を構想する契機となる教育実践が提示された。例えば、

地球的課題の探究や大陸間のネットワークの構築などである。このように、人類共通の課
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題を設定することで、個々の立場の超克が可能になると考える。その一方で、「ローカル」

と「グローバル」に着目した教育実践を通じて、いかに「ナショナル」を捉え返し、相対

化できるのかという点が肝要であると思われる。 
ここで再度、渡部会員の整理を参照すると、2 つのプロジェクトの実践方法に通底する

のは、①主体（自己存在）の相対化であり、いかに現実のできごとを自分の問題として捉

え返していくのかという点に焦点が当てられていた。その際、「情念」や「情意」といっ

た、認知的側面以外の要素、とくに、人間がもつ負の感情・意識（恐怖心・不信感・差別

意識・排他意識・無関心）の存在を直視し、それに働きかけることの重要性が提起された

といえよう。この点に加えて、②枠組み自体の相対化（公共空間の形成）や③国民教育と

しての公教育の相対化を視野に入れた実践については今後の課題となるだろう。 
さらに、実践の内実を問う以前に、水・気候変動教育プロジェクトにおいてはそもそも

学校現場では国際理解教育が「余分なこと」として捉えられているという指摘がなされた。

この点は非常に重要である。実際、PISA（OECD 生徒の学習到達度調査）や全国学力・学

習状況調査等の「数値化された学力」によるランキング競争が現場を覆っており、かつ、

教員評価や長時間労働により、教員は時間的・精神的余裕がない状況にある。実践の推進

のためには、教師が「市民」として授業を創造し、実践できる環境づくりが重要であろう。 
 
（２）国際理解教育における市民性育成と今後の展望 

国家・社会の在り方が変化する中で、新たな課題が生じており、その中で規定される構

成員の境界や求められる在り方も変容している。第 4 章では市民像をめぐる論点として

「『市民』をどのように定義するか」、「『公共空間』をいかにして創り出すか」という

2 点を提示した。現在の国際情勢をみると、イギリスの欧州連合（EU）離脱やアメリカの

自国第一主義（アメリカ・ファースト）のように、国家・国民という枠組みが再び強化さ

れているようにみえる。つまり、市民は国民として定義され、国家という社会空間が重視

される状況である。このような状況の中で、国際理解教育において市民性の育成を掲げ、

「ローカル」や「グローバル」な問題に取り組むことはますますその重要性を増している

ように思われる。しかし一方で、既存のナショナル・アイデンティティの存在や国益をめ

ぐる政治などを視野に入れなければ、自身がもつ視点を捉え返す機会がなく、不十分な取

り組みとなってしまう恐れがある。加えて、水・気候変動教育プロジェクトにおいて提起

されたように、実践を支える既存の学校教育の在り方自体を捉え返す視点が重要になるだ

ろう。新学習指導要領では「持続可能な社会の担い手の育成」や「社会に開かれた教育課

程」を掲げている。これらの理念の実現には学校現場、そして地域社会との協働による創

造的な実践が不可欠であり、今後の展開が注視される。 
社会変容の中で教育において扱うべきテーマや課題は多岐にわたるように思われるが、

その根底にあるのは「何のための教育か」という問い、とくに本学会との関連においては

「国際理解教育は何を目指すのか」という問いである。本章の冒頭で触れたユネスコ、日

本、本学会における理念及びそれをめぐる議論の蓄積を踏まえつつ、「ナショナル・アイ

デンティティ教育の相対化装置としての役割」を再度吟味し、現在の、そして未来の他者

に開かれた社会の構築とそれを担う市民の育成が求められる。 
（菊地かおり、嶺井明子） 
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１．「本課題研究の到達点と残された課題―研究の更なる深化に向けて―」 

（１）パワーポイント資料

ポイント２： 「理念」と「方法」を並置している

現場での臨床的研究の循環構造

理念・目
標・課題

学習プロ
セスのデ
ザイン

学びの
場の運
営

ふり返り

実践報
告・論文
執筆

ポイント３：研究の深化が研究コミュニティの成
熟につながる(＝研究課題の継続)

研究コミュニティの3つの側面

談話のコミュニティ

実践のコミュニティ
実践研究のコミュ

ニティ

5 6

第29回大会 特定課題研究

「国際理解教育における理念研究、方法研究の到達点と今後
の課題」 椙山女学園大学 （2019.6.16）

本課題研究の到達点と残された課題
―研究の更なる深化に向けて―

渡部淳（日本大学）

提案の流れ

• １ 本課題研究のテーマ

• ２ 研究体制と研究方法

• ３ 各プロジェクトの研究活動の実際

• ４ 本課題研究の到達点と残された課題

1 2

１ 課題研究のテーマ：

「国際理解教育の理念と方法を問い直す」

ポイント１：市民像を理念研究の柱にしている

個別テーマである「難民」、「水」を貫くテーマとして

市民像の問題を考える

「個別を貫く普遍」（堀尾輝久）

時代に対する危機感の共有

「きれいごと」にとどまらない国際理解教育（後述）

シティズンシップ研究の背景
：研究のリアリティ

望ましい資質能力を列挙
それを全部身につけた人って、どんな人？

・社会変動と市民―大地震が想定される時代、原発問題、
民主主義的手続きの軽視、東アジア情勢の緊迫化、
EUの危機、難民、テロ、水・・・、
「持続可能性」がより深刻に問われる時代に

・アクティブ・ラーニングに見られる「学び方改革」の時代
「方法」の問題と「理念」（市民像）は、不可分の関係
参加・表現型学習の経験が、社会参加のトレーニング

3 4

付論１：第 29 回研究大会特定課題研究における渡部淳会員の報告 



84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

きれいごとを乗り越える学びのために

ユネスコ：
Gced

認知 社会・感情 行為

難民
プロジェクト

認識 情念 参加

Gcedの「期待される成果」を参照すると、プロジェクトでは：

難民にとっての必然性からの学びや、
「モヤモヤ」への着目（認識）、

恐怖心・不信感・差別意識・排他性・無関心などへの
視点（情念）、
語り・聴く関係性、関係の絶え間ない編み直し（参加）
などを重視している点が浮かび上がる。

３ 各プロジェクトの研究活動の実際
―水、気候変動チーム―

11 12

先期：「国際理解教育における教育実践と実践研究」
2つの研究テーマ

１つ目は、実践研究のスタンダードの確立である。
これは実践者による当事者研究・臨床的研究の
ディシプリン（研究の作法）をつくろうというものだ。

２つ目は、研究モデルの探究と開発である。こちら
は事例研究を通して、研究的実践者・実践的研究
者としての自立の道筋と実践研究コミュニティの形
成過程を明らかにしようとするものである。

２つの大きな課題が有機的に繋がり合うものであ
ることは言うまでもない。

２ 研究体制と研究方法

各チームの研究スタイルの特徴

チーム名 メンバー 研究⽅法 研究会
市⺠性T ８名 専⾨領域横断型の理論研究 6回
難⺠T（５つの
タスクフォース）

17名 実践開発型研究×理論研究 11回
⽔・気候変
動T

11名 実践開発型研究に⼒点 5回

7 8

3つのチームの間のダイナミズム
―相互浸透的な影響関係ー

市民性T

気候変動T難民T

３ 各プロジェクトの研究活動の実際
―難民チーム―

9 10
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４ 本課題研究の到達点と残された課題

市民性チーム

難民チーム
水、気候変
動チーム

○到達点の確認のために

１ 知見（文脈）の摺合せ

最大公約数→ 焦点化へ

２ 前提の確認

ポイント１ 市民像を理念研究の柱にしている

ポイント2 理念と方法を並置している

ポイント3 研究の深化が研究コミュニティの成熟につながる

３ 言語化（論文化）に向けて

本セッションへの期待

17 18

水・気候変動に関わる諸問題を
大人も子どもも「自分事」にするために

※ 教具や素材などの学習材を通して、
関係性や価値観を変えること

• 他者：教師と児童・生徒 →学習者観
自分と他者 →当事者性

• 対話：協力（協働）・聴くなど

• 学び：学習内容と自らのくらし

３ 各プロジェクトの研究活動の実際
―市民性チーム―

•国際理解教育においてシティズンシップを問う意味
（嶺井 2011）

•国際理解教育の存在意義（2006年の学会科研）

＝ナショナル・アイデンティティ教育の相対化装置

•多元的（multiple）シティズンシップ

＝ナショナル・シティズンシップの相対化・問い直し

13 14

「市民像」をめぐる論点

「市民」をどのように定義するか？…法的地位＜責任・参加？

• 移民や難民といった国籍にとらわれない、より幅広い集団を含むこと
が可能

• 法制度の問い直し・改革につなげられるかどうか（構造的問題への視
点）

「公共空間」をいかにして創り出すか？

• 民主的法制度を支える民主的文化（価値・態度）への着目

• ドラマ教育やCEを通じた現実空間と仮想空間の往来

⇋強い個人による自由（新自由主義）・過激主義への対抗

国際理解教育における市民育成の理念

「市民」をどのように定義するか？

• 多元性・多層性を市民の定義に組み込む

＝異なることが前提（⇋「同じ」日本人であること）

「公共空間」をいかにして創り出すか？

• 公共空間を阻害するもの

Common⇋Personal (or Private)/Open⇋Close

• 困難な状況に置かれている人びとへの視点（＝政治的・経済的分
断・格差・貧困・不安の解消）

• ナショナルな枠組みを問い直す

15 16
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○市民性をめぐって共有された鍵概念

個別から普遍へ―3チームの活動から見えてきたこと

―主体（自己存在）の相対化：当事者性、認識、情念、

関係性の編み直し（参加） / つなぐ知、自分事

―枠組み自体の相対化：公共性、公共空間の形成者

Authorship  と editorship / 仮想空間

―国民教育としての公教育の相対化：国家と市民社会

多元的アイデンティティ

○国際理解教育の実践方法の提案

・場づくり：ナラティブ・アプローチ

・教材づくり：絵地図、ジオラマ

難民絵本の活用

・体験/経験づくり：参加するアート

・公共空間づくり：ドラマワーク

「学びの全身化」

19 20

山地弘起氏（大学入試センター）作成：多様なアクティビティが関係する

自立的学習者＝自律的市民

• とりわけ参加型民主主義の経験は、協働してルール
を作る経験、自律的にそれを運用する経験、枠組みを
作り替える経験などに大別できるが、いずれも理性的
なコミュニケーションの成立に依拠する度合いの高い
ものである。

• 以上のことから、民主主義を支える主体としての市民
に求められる資質として特に重要になるのは、事柄に
即して是非善悪を考えられるクールさ（人柄と事柄の
区別）、むき出しの欲望や利害打算を制御して公共性
との調和をはかる精神的な強さ（克己心）、公共空間
のなかでの個々人の役割を自覚し自発的に貢献する
構え（ボランタリーな精神）であろう。

21 22
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（２）報告内容 

（永田）今、三つの部会から報告がありました。それを、これから皆さんに深めていただ

くという時間に入りたいと思います。その後、短い休憩に入りますので、もう少しお付き

合いいただければと思います。それでは渡部会員、よろしくお願いいたします。 
 
（渡部）私の報告の流れですけれど、今回の課題設定、テーマ設定の背景をちょっと説明

させていただいて、それからこの三つのチームのかなり幅広い情報をご覧いただいたわけ

ですけれど、これは一体どういうつながりになっているのかということを見ていただきた

いと思います。 
「提案の流れ」（パワーポイント資料の 2 頁）の 3 つ目、「各プロジェクトの研究活動の

実際」につきましては、これはもうご覧いただいたので、さわりだけふれます。そして、

4 つ目、「本課題研究の到達点と残された課題」について、皆さまとご一緒に考えさしてた

だければと思っております。 
 まず、課題設定の背景になるものなのですけれど、ポイントが 3 つございます。一つは

永田先生のほうからもご報告ありましたけれど、市民像を理念研究の柱にしているという

点ですね。これは非常にチャレンジングな取り組みです。ご覧いただいているように、も

のすごく幅広い定義を含んでくることになりますけれど、避けて通れないので、この 3 年

間は悪戦苦闘してきたというのが背景です。なぜこれなのかということなのですけれど、

やっぱり、この 21 世紀の急激な社会変動の中で、持続可能性が、もう問い直されている事

態になってきている。それからもう一つが、アクティブ・ラーニングが導入されて、日本

の社会も教育も文化も、否応なしに、この混沌の中に投げ込まれている事態の中で、今わ

れわれが本当に見据えるべき理念は何なのかということを、問い直しを迫られているとい

うことが、一つ背景としてございます。 
二つ目のポイントは、理念と方法を併置している点です。タイトルに両方挙げるという

ケースは、比較的少ないかと思います。というのは、本プロジェクトの場合は両者を表裏

の関係というか、裏表の関係と考えています。国際理解教育の場合は実践が非常に重要で

すので、理念を実践化していく場合には方法抜きには語れない。つまり、理念を具現化し

ようと思うと、方法を問わざるを得ないし、方法を取るときにはなぜその方法を選ぶのか

という理念が問われることになりますので、これを表裏の関係として捉えていくというこ

とが、二つ目のポイントです。 
 それから、三つ目のポイントですが、これは研究の真価が研究コミュニティーの成熟に

つながると書いてございますけれど、このプロジェクトは 2 期目の 3 年なのですが、その

前に、嶺井委員長の時代に 3 年間やっていまして、実際はもう 6 年間、この研究を続けて

いるわけです。前期の 3 年で浮かび上がってきたのが、つまり、特定課題で、チームを組

んで、研究を深めていくことの意味なのですね。このチーム自体が一種の研究コミュニテ

ィーですから、学会というものを持っている性格を象徴的に示すチームが、先導的に研究

課題を追求していくことによって、一つのモデルをつくり出していこうというような志向

があるわけです。 
 そのコミュニティーの三つの側面として、談話のコミュニティーと、実践のコミュニテ

ィーと、それから実践研究のコミュニティーがあります。実践までは、いろいろなものが、
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大海に浮かぶ島のようにたくさんあるのですけれども、これを共有して、今われわれがど

こにいるのかってことを見てくためには、共有するためのツールが必要で、これが、われ

われが開発した実践研究の循環構造というものなのです。実践の中に報告や論文の執筆と

いうのを組み込むことによって情報を広く開いていって、その共有をベースにしながら、

さらに実践を続けていくという循環構造を考えたわけです。ですから、これから作られる

報告書、来年の大会のときに出されるわけですけれど、それ自体が、こういう循環構造の

産物でもあり、われわれ学会が次のステップを進めていくときの手掛かりにもなるものと

いうことです。ですから、ぜひこの会に今参加しておられる方々にも貢献していただいて、

その議論を報告書に反映できればいいかなと思っております。このことと少し関係します

が、実際、研究コミュニティーを研究モデルとして探求してきたというのが、前期、前の

3 年間の柱の一つになっておりました。 
さて、今期の 3 つのチームの研究の特徴ということなのですけれど、それぞれお聞きい

ただいたように、性格がかなり違うアプローチを取っているわけですね。ちょっと表（パ

ワーポイント資料 8 頁）に注目していただいて、研究方法のところですね。両脇は数字デ

ータです。メンバーが合わせて 36 人。公開研究会 22 回と膨大な研究の蓄積をしてきたわ

けですね。そのアプローチの違いなのですけれど、市民性チームのほうは今お聞きいただ

いたように、専門領域横断型の歴史学や、政治学やシティズンシップ教育と国際理解教育

の接点を見いだしながら、理論の幅を広げていくという活動を主にしてきたわけです。そ

れから、難民チームのほうは、実践開発型の研究と、理論研究をほぼ同時並行して行って

きました。当事者性が非常にキーワードになっていましたけど、実践の中から浮かび上が

ってきたというよりは、当事者性という議論があって、それと難民研究が同時多発的とい

うか、同時進行で続いていったのが、難民チームの特徴かと思います。一方、水・気候変

動チームの方は、徹底的に実践開発にこだわっていて、さっきジオラマの話とか、地図の

話が出てきましたけど、実践研究を進めていくときに、どちらかというと、教師がどうい

うふうな関わりをするかという、教師研究のタームを使いながら実践を進めていった。だ

から、同じ実践開発型ですけれど、それぞれ性格の異なる取り組みをしてきたということ

が言えるかと思います。 
 いずれにしろ、図上の市民性チームと、図下の難民、水・気候変動チームでは、かなり

研究の肌合いが違うのだということが、お分かりいただけたかと思います。そうすると、

当然この 3 つのチームの間には、テンションが生まれてきます。それぞれ途中経過を報告

し合うわけですけれど、時にかみついたり、時に質問したりとかですね。私なんかちょっ

と嫌がらせの質問もしたりして、嫌われたりしているんですけど、そんな感じで、お互い

に刺激し合いながら、テンションを持って 3 年間研究をしてきたということがあるかと思

います。 
 ここからは各チームの活動の実際内容ですけれど、ここはもう、今お聞きいただいたと

おりですので、特徴だけかいつまんで考えてみたいと思いますけれど、当事者性を問うた

めに、認識・参加・情念という概念を使っておられます。ここではユネスコの GCED の概

念と対応させながら、独自のタームを使っておられるわけですけれど、参加の概念を関係

性の編み直しと読み替えてくところが、非常に私にとっては興味深い所です。参加という

のは、キーワードなのですけれど、既存の組織なりシステムに入っていくというだけでは
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なく、グラスルーツで人間関係自体を編み直してシステムを作っていくという指向性を持

っている。これは後の話とつながってくるところかと思います。 
 それから、水・気候変動チームの特徴は、先ほど申し上げましたように、開発型の研究

の中でも、教材開発ということに非常に力点があったかと思います。ここでは教材を単発

の教材の集積とするのではなくて、「つなぐ知」という言葉を使っていますけれど、地域の

学びを、例えば、先ほどの病院とその救急飛行機の関係を描くのに、単発で描くのではな

くて、それを地理的な広がりの中で、どういうふうに問題解決してくかということを、子

どもたちが空間的に認知をしながら、対策を考えていくという取り組みをしていったわけ

です。それは、ジオラマとか、絵地図というのに、象徴的に示されているこのチームのア

プローチの特徴かと思います。ここでは、自分と他者とかさまざまなタームが使われてい

ますけれど、どちらかいうと、教具や教材の開発という教師側の視点が、より重視されて

いたというふうな印象を受けます。 
 それから、市民性チームについて言いますと、これは、理論開発なのですけれど、こち

らのほうは、学会で独自の歴史的な経緯があって、先ほど菊地会員のほうからありました

けど、ナショナル・アイデンティティ教育の相対化装置というのは、もう学会で言います

と、2006 年の学会科研の到達点の一つで、国際理解教育の独自性はどこにあるのかという

議論の中から生まれてきたものです。これは後ほど少し議論させていただきます。市民像

を巡る論点も出てきました。今回非常に新しかったのは、歴史学、政治学、それからシテ

ィズンシップ教育の講師の方たちが公共空間、公共性という言葉を使って、さまざまな側

面からアプローチしてくださったことです。使ってというか、使って欲しいと注文したと

いうのが正確な流れですけれど、公共性の問題をかなり考えてきたということが言えるか

と思います。 
 さて、結論を急ぐみたいで恐縮ですけど、ここからが本題中の本題と言うべきです。3 月

から 3 つのチームがテンションを保ちながら、研究をしてきたと申し上げたのですが、到

達点と言うからには、この 3 つのチームが融合したり混交したりすることから生まれてく

る、何か新しい知見が生まれるだろうという期待の下に研究を進めてきたわけですけれど、

さっき申し上げたように、はっきり言ってまだ姿がよく分かりません。3 月の議論も混沌

を極めていて、いろんな方向に流れて行きました。ちょっとお断りしておきたいのは、こ

のチームとして、全体として合意された結論というものではなくて、たまたまこの役を仰

せつかった私が、かなり迷惑な役割なのですけれど、独断と偏見で考えた一つの視点とお

考えいただいて、きょう会場にいらっしゃる会員の方々に、ぜひ新しい知見を加えていた

だきたいというのが、私どもの希望です。 
 まず、到達点の確認のために、文脈のすり合わせをしていく必要がありました。現在お

聞きいただいたように、情報が今、ちょうどマックスになった状態で、非常に多くの研究

会で出されたその都度の資料が共有されていますから、資料があり過ぎて、よく流れが見

えないというのが本当のところです。そして、それを最大公約数でお示しするのも一つな

のですけど、それではあまりにも雲をつかむような話で、少し私のほうで、手掛かりにな

るアイデアをご提示申し上げたいということです。前提になったのは次の 3 つです。市民

像を理念研究の柱にしている。それから、理念と方法を並置している。裏表の関係だとか。

それから、研究の深化が研究コミュニティーの成熟につながるだろうという期待からなっ
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ている、ということです。 
 今のところ、この様に考えております。3 チームの活動を融合させたところから見えて

くる到達点ということになります。一応理論的には 3 点。今ハイフンでつないである、番

号振ってございませんが、1、2、3 というふうにお考えいただければと思います。第 1 点、

理念のほうですけど、これは、難民と気候変動チームの二つが、非常にエネルギーを割い

てきたのが、主体、あるいは自己存在の相対化という視点かと思います。とりわけ「当時

者性」という言葉が出てきましたり、「つなぐ知」というのが出てきたりしました。けれど、

その当事者性をベースにしながら、認知、情念関係の編み直しというふうにアプローチし

たのが難民チーム。タームは違いますけれど、非常に実は似通った発想で」の「つなぐ知」

という、面的な広がりと言ってもいいですし、空間的広がりで、世界を認知しながら、世

界にどうアプローチしていくのか、そういう主体をどう育てるのかと考えていったのが、

水・気候変動チームと言っていいかと思います。「他人事を自分事にする」というタームも、

実は両方で使われてきますので、ひょっとしたらお互いに影響し合っているという面もあ

るかと思います。これ第 1 の点です。つまり、市民性、市民像を巡って主体、あるいは自

己存在の相対化を目指す、あるいはそれを可能にするような若者をどう育てるのかという

のが、一つの視点でありました。 
 それから、二つ目ですが、今度はシステムや制度に関わる問題です。この二つ目は、枠

組み自体の相対化でありますけれど、公共性、公共空間の形成者として市民像を想定する

というものです。これは先ほど、菊地会員の方からありました通り、市民性部会が主に取

り組んできた中から出てきたもので、オーサーシップとエディターシップのも問題ですと

か、それから、仮想空間の活用というような形で提示されているものです。ただ、三つ目

が、これは先ほど、2006 年以来の学会の探求の一つの現段階と言っていいかもしれません

けれど、国民教育としての、公教育の相対化という問題です。 
 文科省用語では、国民という言葉がありますけれど、市民という言葉はないのですね、

公的文章の中には。そうすると、市民社会ってあるのかないのかという話になってきます。

ここは歴史的な被規定性と言ってもいいかと思いますけれど、ヨーロッパの場合は、19 世

紀に、国家と市民社会の分裂、あるいは対立というようなのがあって、国家的な一元化に

対して、市民社会がグラスルーツで異議申立をするというような形のことが繰り返されて

きたわけですね。その中で市民意識が醸成されてきた。日本の場合は、あらかじめ国民と

か、明治以来、国民形成のための教育ですので、市民というのを正面に掲げて教育制度を

つくってきたという経緯はないわけなのですね。国際理解教育の場合は、市民をどう育成

するかをずっと議論しているわけですけど。そうすると、これが持っている意味は何なの

かということになってきます。取りあえずって言いますか、多元的アイデンティティとい

うことで、ローカル、ナショナル、トラスナショナル、あるいはリージョナル。そしてグ

ローバルという、多元性を想定しているわけですけれど、今後それをどういうふうに実体

化していくのかとういうことが、また一つのステップとして出てきたと言えるかと思いま

す。これは、理論的な研究、あるいは理念を巡っての 3 つの到達点と言っていいかと思い

ます。 
 それから、実践のほうの到達点ですが、1 の、先ほどの 2 つのチームの到達点の、主体、

自己存在の相対化ということと裏表の関係になりますけれど、実践方法としては、場づく
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り、教材づくり、体験、経験づくり、公共空間づくり。これは私の言葉で強引にまとめて

いるのですけれど、両チームとも、どちらかというとクリエイティブな活動を実践開発の

中に含めていっているというか、それをメインに据えているところが大きな特徴かと考え

ました。 
 つまり、身体も感性も含めて全身でテーマに取り組むというような教育・実践方法を取

っているというところが特徴かと思います。これはもちろん、アクティブ・ラーニング時

代の課題にも対応するものですし、世界的に見ると、学習観の転換とも対応している。今

の時代のニーズに国際理解教育の立場から応える一つのモデルかと考えるわけです。 
 以上の点が、現在の到達点と、私は考えるところです。ですが、残された課題もまだ多

くありまして、理論的な点で言いますと、国際的にも、例えば気候正義の問題とか、難民

問題って、難民は誰がどうやって生み出すから難民は生まれるのかという、正義の問題。

これは、民主主義の在り方と言ってもいいかもしれません。というか、国内でいいますと、

格差の拡大であるとか、さまざまな少数者の抑圧の問題でありますとか、今の政治状況っ

てことも、大いに関わってくるかと思いますけれど、民主主義の在り方という問題から、

市民像にどういうふうにアプローチして、今までの取り組みを検証できるのかというとこ

ろまでは、まだ行っていません。 
 一つのヒントとしては、例えば、先ほどの実践で言いますと、こういう参加型、あるい

は表現型、もしくはアクティブ・ラーニング型と言ってもいいかもしれませんけど、こう

いう方法を採用すること自体が、マクルーハンで言いますと、メディアはメッセージで、

教師がこの方法を採用するということに教育の民主主義が反映されているという見方もで

きるかも知れません。あるいは、デイビッド・セルビーさんが、方法的な民主主義という

ふうに言ってますけれども、民主主義を教えるときには、民主的方法で教えられるべきで、

体縛っといて、民主主義は大事だぞというふうにやるのが、民主主義を教えるスタイルで

はないだろうと言ってるわけですけれど。ですから、今私が課題だと考えてるもののヒン

トは、既にこの中に含まれてると言ってもよろしいかと思います。 
 大体こんなところです。それで、皆さまにぜひお願いしたいのですが、ここまで来たと

ころで、ちょっとこの後休憩に入るのですけれども、休憩の後、グループワークをやらせ

ていただきたい。これもう、かれこれ 6 回目のグループワークってことになりますが、皆

さん帰らないように、タスクをあらかじめ提出させていただきますので、ちょっとご覚悟

の程をお願いしたいと思います。2 段階で進めたいと思うのです。一つは情報過多ではあ

るかもしれませんけれど、きょうお聞きになった 3 つのチームの報告を、どう受け止めら

れたのか。それは、感覚の問題でもいいし、抵抗感でもいいし、納得するところもある。

そのアイスブレーキングを兼ねてですね、受け止めの問題を共有していきたいと思うのが、

第 1 点です。 
 それから、二つ目のタスクは、今まさに成果と課題を確認する作業に入ったわけですけ

れど、今お聞きになって、これちょっとまとめとしては、いかがなものか。こういうふう

なまとめをしたほうがいいのではないかとか、あるいは、もっと別に課題があるのではな

いかと。修正、提案も含めて、ご自分、あるいはチームのグループですね。見解をお示し

いただいて、それを全体でシェアするってところまでを、今日残りの時間に、つまり 4 時

までにさせていただければうれしいかなと思っております。で、永田先生が、時計を見な
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がら、時間を心配しています。十分間に合ったようです。大丈夫ですね。 
 
２．質疑応答のまとめ 

（渡部）これを無茶振りと言わずして、どう言うのでしょうか。1、2、3、4、5、6。六つ

のチームからまあ、言えば好き放題の議論をしたものをまとめようとは、どういうことな

のかという、被抑圧感を感じています。それで、ちょっと話を膨らませたり、つなげたり

しながら、ちょっとだけ私の考えを述べさせていただきたいと思います。あんまり構成し

てしまうと、変なことになるので、各チームの順番でよろしいでしょうか。 
最初の、あれ、ここ来たかという、スライド 17 にある３チームの図形の意義っていうの

を言ってくださっていて、私は等距離にまとめたのですね。こちらは、市民性というもの

を中心にして、多く被っているという形です。これ、後付けですよ。狙いとか意識として

は、各チームが市民性を意識して描くとこういう図になります。等距離にしたのは、スラ

イド９に３つのチームのテンションというスライドがあるのですね。つまり、それは、お

互いが自分の探求の道を走っていって、その間にテンションがあるという意味なのですね。

ですから、これは、活動の実態で言いますと、3 つが近付いてきたときに、等距離に近付

くという意味で、私のツールになっているのです。ですから、どちらも間違いではないの

で、意識に集中するか、活動そのものを図形化するかの違いだと考えております。 
 次に、ドラマワークの教育的意義を巡って疑念が出て、これ面白いです。これだと 1 時

間ぐらい話させていただきたいところなのですが。まず、ドラマワークは、自己開示であ

るという定義から始まったのですけれども、実は逆なのですね。ドラマっていうのは、何々

になるので、役を取るのですね。その難民になってみるっていうのが、ドラマワークです。

難民をどう思うかっていうのは、ドラマワークではないですね。ですから、自己開示を迫

られることは、基本ありません。逆に言うと、自分ならざる者の立場に立って、内在的に

経験したり感じたり考えたりするってことが、ドラマワークの意義なのです。でも、それ

はとても今の定義は大事なところで、実は日本でなぜディベートが定着しないのかってこ

とと、非常に関わっているのです。というのは、私 80 年代から 90 年代に全国ディベート

の普及のために、いろいろ講座をやったりしていたのですね。渡部はディベートの人だっ

たわけです、80 年代から 90 年代。成田先生も、ディベートの話でしょ。 
 それで、要するに、日本でディベートが定着しない一つの理由は、人柄と事柄の区別が

曖昧だってことなのです。ディベートは、徹底的に事柄に即して議論する。さっきのドラ

マワークで言いますと、役になったら、その役になって考えるというのが、ドラマワーク

の意義なのです。それで見えなかったものが、難民の視点から見えてきたりするってこと

が、ドラマワークの意味なのですね。ディベートも同じで、ディベートは自分の役を割り

振られるわけです。で、その役になって、最後まで議論を続けるということです。それで、

ディベートは勝ち負けがつくのですけど、勝った負けたは、最終のゴールではなくて、む

しろ、それを通じて、そのお互いにちゃんと背景のある、エビデンスのある議論を、有機

的に展開できるかどうかっていうことを鍛えるのがディベートなのですね。それが、なか

なか定着できないのは、勝ち負けがつくと、日本の場合は、人柄と事柄の区別がないので、

負けたら人格までおとしめられたと感じてしまうメンタリティーがあるのです。だから、

一般の議論でもそうですけど、絶対負けないのですよ。負けそうになったら、グシャグシ
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ャにしてテーブルひっくり返して、なかったものにする、というのが、だいたい日本人の

議論の作法になったのです。逆に言うと、ディベートの要諦は、グッドルーザーをつくる

ことです。良き敗者。つまり、論理で決着が付いたら、負けを正当に認めて、勝者をたた

え、勝者は敗者に心配りをしながら、お互いの健闘をたたえるゲームがディベート教育、

ディベートということなのですね。ただ、それをより身体化して、全身で違う立場に立っ

てものを考えたり、味わうのがドラマワークです。ここまで来た上で宣伝しちゃいますけ

ど、今下に明石書店が来ていて、『教育におけるドラマ技法の探求』という、明石書店から

私が出している本が出ていますので、帰りにチラッと中を覗いてご覧になると、そのヒン

トが、ひょっとしたらみつかるかもしれません。 
 実は今、ヨーロッパのほうに広がって行っていて、英国の研究者たちとシティズンシッ

プとドラマで協同研究の本を作ろうとしています。もう、1 冊出ていますけど、2 冊目の本

を作ろうとしているのですが、むしろ、ディベート重視のヨーロッパの方たちのほうが、

ドラマに注目して、ドラマをシティズンシップ教育にどう生かすかという探求を始めてい

るのが今の傾向だと思います。それから、2 人目の方のご質問の中に、要するに、目当て

や目的っていう、教室の中にカリキュラムを導入していくと、カリキュラムの咀嚼が目的

になっていって、結局は、校種が上がるほど斬新な見方、新しい見方が消えていってしま

うという傾向があるのではないか。これはカリキュラムの抑圧性と言ってもいいかもしれ

ないですけれど、これは教師の責任とは言えないですね。入試システムとか成績システム

とか、さまざまなものが関係してきているわけですから。われわれとしては、ゲリラ的に

どこで何ができるか、校種が上がっても、自由な発想を抑圧しないような国際理解教育の

実践の進め方は何かということを探求しているわけですけれど、この 2 つのチームはその

ことを多分意識的にやられたのだろうと思います。 
 3 番目の方に場づくりの言及があって、全くその通りだと思いました。つまり、特権性

の顕在化と、教育の個別化というのが、進んでいて、それが無関心につながり、ある意味

では、保護とかケアを動かしていく実態があるのではないかと。片方で、すごく良心的な

人がいるのだけれど、多くの人がどんどん無関心に陥っている実態があるのではないかと。

だからこそ、場づくりが大事で、その場づくりの中で、自己と対話し、他者と対話し、事

柄と対話するという形で、展開が必要なのではないか。その場づくりを、2 つのチームが

ずっとたくさんやられていたわけですけど、ドラマもその一つだろうと思いますね。だか

ら、自らの特権性を自覚したりするのにも、実は、ドラマの技法は役立つという点もある

かと思います。 
 4 番目の方の、当事者性の質に関わる議論ですけれど、これもまた、日本の大きな教育

的な問題だと思うのです。いい人であれ、とか、何々であれと言って、つまり、善意の圧

力というか、それをどうしても避けてしまうという構造があります。教師自身は当事者意

識を持ちにくい。つまり、教師自身が管理されている環境の中で、教える内容は、例えば、

難民の問題だったり、気候変動の問題だったりするから、「君たちは当事者性を持ってやり

なさい」と言ってしまう。これで十分良心は満足できるのだけど、子どものほうは、たま

ったものではない。先生は本気かどうかっていうのは、感覚で分かるよとさっき曽我先生

がおっしゃっていましたけども、そこの持っている欺瞞性というか、表に出ているものと、

置かれている実態とのずれに対しては、常に自覚的である必要があるというのは、そのと
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おりだと思います。もっと言うと、例えば、公教育で、難民や、それから気候変動を取り

上げるときには、さっき気候正義の問題だとか、民主主義の問題として語るということを

話した訳です。突っ込んでいくとどうなるかというと、企業の経済的、倫理的責任の問題

だとかになってきますから、片方でグローバル人材を育てるときに、企業の倫理的責任を

追求したら、どんな授業になるのかということ、相当決意が要りますね。そこの辺りの建

前と実際をどういうふうに調和させながら、戦術的に授業を組み立てていくかというのは、

大きな問題、テーマだろうと思います。 
 5 番目に、市民性という言葉が、どうもしっくりこないと。住民という意識の言葉のほ

うが、身近でもあるし、体性感覚としても受け入れられやすい。それが難しい問題ですよ

ね。つまり、世界を構想する力が、われわれにあるのか。どれだけ組織が拡大して、シス

テムが複雑になったときに、どうやって世界を認知できるのかというのが、例えば、山西

先生チームで言うと、イマジネーションの問題だったり、構想力の問題だろうと思います。

つまり、体性感覚的に、感覚で理解できる身近な世界から、学んでいくと言えばそうなの

ですけど、片方で構想力を育てないとどこへ向かっているのか分からなくなってしまう。

それをやろうとしたのが、多分、学びの地図、これは文科省の造語ですね。宇土先生のチ

ームで言いますと、空間の広がりの中で、問題を位置づけて考えること、もっと言うと、

歴史の中と、空間の中に、定理して考える構想力をどう育てるかという問題になるかと思

います。 
 あと 1 分で最後のパッションの問題なのですけれど、これ一般にはおどろおどろしく感

じているのですが、例えばコンパッションって言葉を使って、共苦って、共に苦しむって

いう。これはルソー以来の言葉になりますけど、パッションというのは、哲学者の中村雄

二郎氏は、体性感覚的な知だって言うのですね。知恵の知。それは何かと言うと、人間は

外界を、体性感覚的に理解して、そして、それを、感覚というのは、外界からの刺激に反

応する形で世界を認知するわけですね。ですから、われわれはそのパッションから逃れら

れない。われわれは、体性感覚的な知を持つ存在だというところからしか始まらない。し

かし、古来から人は同時にコスモロジーを持っている。つまり、世界観を持っている。世

界観と、さっきの言葉で言うと、構想力と、身近な問題とのつながり、感性のつながりと

いうことになりますけど、哲学的に言うと、コスモロジーとパッションというのは、双方

的なものであって、どちらが一つというものではないと考えられるのではないかと思いま

す。 
 山西先生、2 分前にちゃんと終わりましたけど、これでよろしいでしょうか。というこ

とで、なんかあまりお答えにならずに、自説を勝手に述べた次第です。ありがとうござい

ます。 
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付論２：難民をとりまく地域コミュニティにみる学びと参加 
 

林加奈子（桜美林大学） 

土田千愛（東京大学大学院） 

山西優二（早稲田大学） 

 
１．はじめに～ねらいと目的～ 

本稿は、日本国際理解教育学会の 2016 年度～2018 年度の特定課題研究プロジェクト

「難民問題から国際理解教育を問う」の一つのタスクである「難民をとりまく地域コミュ

ニティ」タスクによる研究成果の一部を報告するものである。 
「難民をとりまく地域コミュニティ」タスクは、「難民の出身地域と受入れ地域をとりま

く社会状況・社会構造（政治的経済的文化的状況・構造）」を踏まえつつ、いくつかの難民

の受け入れ地域にみる「難民と住民の学びと参加」の状況を、「当事者性」「きれいごとで

ない学び」などの視点から読み取り、「これからの難民と住民にとっての地域での学び・参

加のあり様」を描き出すことを研究のねらいとしている。またこれからの学び・参加のあ

り様の描き出しにおいて、2013 年度～2015 年度の特定課題研究「地域コミュニティの実

践研究」で示された「学びの拡張性・循環性」｢地域にみるコミュニティの多層性｣といっ

た視点も参考にしている。さらに以上のような地域研究を踏まえ、「地域での学びと参加を

生み出す学習方法」「地域実践の研究方法」といった方法研究も視野に入れている。 
本稿では、「インドシナ難民をとりまく大和市いちょう団地」「ミャンマー難民をとりま

く高田馬場｣「クルド難民をとりまく川口市」の三地域に焦点を当て、以下の４つの視点か

ら、「難民をとりまく地域コミュニティにみる学びと参加｣の現状について考察しつつ、そ

の考察の中から浮びあがったこれからの学びと参加の課題について、検討を加えることを

ねらいとしている。 
視点 1）行政活動・市民活動・企業活動・難民自身の活動の関連 
視点 2）地域での身近な人としての接触・出会い・関係づくり 
視点 3）政治的経済的文化的な社会参加とその参加に向けた学びづくり 
視点 4）学びの空間的時間的な拡がり 

 また本タスクは、三地域を眺め、難民をとりまく地域の現状・課題を考察する前提とし

て、社会構造に対して、人間の情念や無関心に対して、そして人間の学びや参加に対して、

以下のような問題意識を抱いている。つまり、多くの人は、特に社会構造の中に生み出さ

れる国家が持つ政治的力（権力）の強権的暴力的な状況に気づきつつも、政治・経済状況

への不安感・生活での余裕のなさなどから、シリアスな問題を直視することを避け、不安

を解消する活動へ逃れる、無関心を装う、より強い力を求める、自らの安全確保のための

排除を正当化する、という状況を生み出しているのではないか。したがって、社会構造を

認識し、自らの無関心・排他意識と向き合い、安心感・余裕を生む関係を地域コミュニテ

ィからていねいにつくり出していくことが求められている。 
 
２．三つの地域コミュニティにみる学びと参加の現状 
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上記４つの視点から、三地域にみる学びと参加の現状について整理する。 
 
（１）「インドシナ難民をとりまく大和市いちょう団地」 
＜いちょう団地の概要＞ 

いちょう団地は、神奈川県横浜市と大和市にまたがる大規模な県営団地である。両市合

わせて全 3,500 世帯あまりの入居世帯のうち、約２割が外国籍世帯と言われている（早川

2011: 37）。外国籍住民のいちょう団地への定住は、1980 年代以降のインドシナ難民（ベ

トナム、ラオス、カンボジア）が先駆けであった。その背景には大和市に難民定住促進セ

ンター（1980 年開所、1998 年 3 月閉所）が設置されたことがある。その後は中国からの

帰国者も移住してきたが、1990 年の入管法改正以後は日系人がこの地域に定住するよう

になっている。 
 
 視点１：行政活動・市民活動・企業活動・難民自身の活動の関連 

大和市いちょう団地においては、外国人住民が多いこともあり、市や国際化協会による

取り組みがみられる一方で、インドシナ難民の定住を草の根で支え続けてきた市民団体が

活発に活動をしている。また、難民自身による団体、難民を含めた外国人住民による団体

も見られる。 
これら団体は、基本的には各々で活動をしているが、ネットワークをつくり、必要に応

じて関わりを持っている 1。また、中には市民団体と難民自身による団体に見られるよう

に、普段から協力関係にあることもある。この場合、多くは市民が難民を支援する関係性

がベースにある。 
なお、この市民団体と難民自身による団体との関係は固定化されたものではなく、後者

が自立することにより変容している。このような市民と難民との関係性の変容については、

日本に暮らすベトナム難民の定住化プロセスを追った荻野が示唆している。荻野は、ベト

ナム難民一世 11 人のライフヒストリーを基に、①＜『重要な他者（難民の身近な場面で彼

らに対し、諸援助を提供する特定の日本人）』の取得＞、②＜『普通』の付き合い＞、③＜

受け身からの脱皮＞、④＜交互作用の深化＞という定住化プロセスを描き出している。 
つまり、難民は「重要な他者」から援助を受けることで、徐々に日本での生活を構築し、

日々の暮らしを営んでいくのだが、ある時から自立（援助を受ける立場から脱すること）

に向けた行動を取るようになり、最終的には「重要な他者」との交互作用がより深化した

関係を築いていくのである（荻野 2013: 173）。 
 
 視点２：地域での身近な人々としての接触・出会い・関係づくり 

大和市いちょう団地において、地域での身近な人としての接触・出会い・関係づくりは、

難民と難民の身近にいる支援者（「重要な他者」含む）に見られる。支援者は、市民団体や

難民を含む外国人住民が運営している地域の日本語教室や学習支援教室にボランティアと

して関わる中で、難民と接触し、出会い、関係を築いていく。 

 
1 学校、市民、難民を含めた外国人住民の関わりについては、清水・児島（2006）および

清水（2006）に詳しい。 
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だが、このようなボランティアとしての出会いと関係性は、往々にして「支援者―被支

援者」の関係性を抜け出せないことがある。難民が一人のボランティアを＜重要な他者＞

として見出し、＜普通の付き合い＞を経て＜受け身から脱皮＞し、＜交互作用の深化＞と

いうプロセスを辿っていくためには、＜重要な他者＞がひとりの人間としていかに難民と

出会い、学びを深めていくかが求められる。 
一方、地域での身近な人としての接触・出会い・関係づくりは、エスニックコミュニテ

ィとして活動をしている難民自身による団体にも見られる。これらの団体は、文化紹介（舞

踊、料理教室、レストラン等）を通して市民との出会いを創りだそうとしている。 
 
 視点３：政治的経済的文化的な社会参加に向けた学びづくり 

ホスト社会である日本に、経済的文化的に参加し、この社会で生き抜いていくために、

難民たちはまず日本語の習得を目指している。また、上記の「身近な人との接触・出会い・

関係づくり」を通して、コミュニティの一員としてインフォーマルな学びを積み重ねてい

る。 
そして、その一方では、母国への政治的経済的文化的な社会参加を果たしていくために、

母語や文化の習得と継承、母国の歴史、自分との関わりについての学びが創りだされてい

る。 
 
 視点４：学びの空間的時間的な拡がり 

インドシナ難民一世やその子どもたちは、ホスト社会で生き抜いていくための学びを日

本語学習支援教室の場や日常生活の中で積み重ねてきた。難民自身による団体の活動から

は、自らが経験的に必要とし、積み重ねてきた学びを後継に引き継いでいくために団体を

設立していることが理解され、ここからは時間的な拡がりが見られる。 
またこれらの団体の活動は、来日する同胞が増加するに連れ、他の地域でも活動し、空

間的は広がりを見せている。また、母国への支援という形でも拡がっている。 
一方で、難民自身による団体の活動には、団体の目的やミッションを後継に引き継いで

いくことの難しさも見られる。それは難民二世、三世と進むにつれ、葛藤・抵抗を繰り返

しながらもホスト社会への同化が進んでいくことが背景にあると考えられる。中には、そ

れを乗り越えようと「外国人アイデンティティ」という自分たちで創り出したアイデンテ

ィティを保持しようとしている団体もあるが、そのような団体においても後継者の育成に

は課題を抱えている。    （林加奈子） 

 

（２）「ミャンマー難民をとりまく高田馬場｣ 
＜新宿区高田馬場の概要＞ 

新宿区は外国人の人口比率が非常に高く、2015 年 6 月の時点で、新宿区の人口 330,692
人に対して外国人は 37,345 人（11.3％）であり、またミャンマー人は 1,433 人である。ま

た高田馬場にはミャンマーレストランがいくつかあるなど、リトルミャンマーといった様

相もみせている。 
 
 視点１：行政活動・市民活動・難民自身の活動の関連 
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新宿区の外国人政策・施策としては数多くの事業が展開されている。2017 年 12 月の「新

宿区総合計画」では、外国人を地域コミュニティへ受け入れること、外国人と日本人の相

互理解を促進・支援すること、「新宿多文化共生まちづくり会議」「新宿区多文化共生連絡

会」を設置し「日本人と外国人が共にまちづくりに主体的に参加する取組を推進する」こ

と、そして交流拠点である「しんじゅく多文化共生プラザ」の機能を充実することなどを

唄っている。また 2018 年度では「多文化共生関連施策」として 111 の事業を展開してい

る。 
ただそのような中での難民そしてミャンマー難民の状況をみようとすると、具体的な難

民の活動そして難民をとりまく市民の活動に焦点をあてることが必要になる。以下、レス

トラン「ルビー」から展開される活動に焦点を当てる。 
ルビーを起業したチョウ・チョウ・ソーさんはビルマ軍事政権の弾圧を逃れ、1991 年に

来日し、祖国の民主化を求める運動を続け、1998 年に難民認定を受けている。翌年に妻の

ヌエさんを呼び寄せ、2002 年に「ルビー」をオープンしている。また 2014 年 6 月に二人

は Villa Education Center を作り、日本語教室・子どものための母語教室などを始めてい

る。日本語教室は毎週日曜日の午前に開催されすでに 200 回を数えている。東京女子大学

の教員（松尾慎）や大学院生がファシリテーターを務め、「社会参加としての言語教育」が

実施されている。さらにミャンマー語教室を支援するミャンマー人と日本人が集まりシュ

エガンゴの会が 2016 年 9 月に設立され、ミャンマー語教室以外にも、・イベント（祭りへ

の参加、料理教室など）実施・学生団体との連携事業などが企画されている。  
 
 視点２：地域での身近な人との人間関係づくり 

チョウさんはルビーをつくった理由について次のように語っている。「交代で民主化運

動を続けながら仕事ができ、同時に仲間が集まれる場所として『ルビー』を作ったのです。

ところがこのレストランはやがて、ビルマ人と日本人が交流する場所へと成長していきま

す。…外国人が経営するレストランには、こうした文化交流の場としての役割があります。

また、日本に住む先輩として、新しく来た人たちにできる限りの情報を伝えることが、私

たちの役割だと感じています」（チョウ・チョウ・ソー 2017）。 
「ルビー」といった飲食の場が、仕事を提供する機能を越えて、難民・住民・難民やミ

ャンマーに関心を持つ人が出会い交流し、また難民と市民が協働した団体・組織づくりが

徐々に進展しつつある。 
 
 視点３：政治的経済的文化的な社会参加とそれに向けた学びづくり 

日本語教室を担う松尾は、｢社会参加の言語教育｣を掲げ、日本語教室では、社会参加の

「参加｣を「より公正な社会づくりを目指した相互学習に関わること」として定義し、狭義

な言語能力の養成に留まらない実践を展開している（松尾 2017）。またこの実践では松尾

以外に数名の大学院生が参加し、参加型学習の手法や教材が活用されている。また原は「言

語の社会化｣に焦点を当てることで、在日ミャンマー人の社会文化的インターアクション

を通して個々の「民族的アイデンティティ」「複合的アイデンティティ」「ディアスポラ・

アイデンティティ」のあり様を浮かび上がらせている（原 2011）。 
またミャンマー難民問題が、政治的民主化に関わる問題であることから、政治的参加に
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向けた難民政策の方法として、三竹は｢難民が自由な政治空間を活用して難民コミュニテ

ィ内で出身国の政治的変革を目指すトランスナショナルな運動を行い、民主化の担い手に

なる可能性を考える｣（三竹 2010）方法として政治キャピタルの形成を指摘している。 
さらに森山は、在日ミャンマー人へのインタビューを通したライフストーリー調査から、

主な就業先が飲食業で雇用形態はアルバイトが一般的で「飲食業のスパイラル化」が起こ

っていること、このスパイラルを抜け出すためには教育が必要であることを指摘している

（森山 2011）。 
 
 視点４：学びの空間的時間的な拡がり 

社会参加を具体的にイメージ化できるためにも、年長者の社会参加のモデルに年少者が

学ぶことは多い。また地域の在住期間が長い外国人住民(難民)から在住期間の短い外国人

住民（難民）への学びの支援も大きな意味をもってくる。そういった学びをつなぐ場・シ

ステムが徐々につくり出されつつあるが、より市民との協働による活動の充実が必要とさ

れている。またミャンマー難民が出身国に一時的でも戻ることが可能になったことから、

ミャンマー難民の日本語教室でのワークショップ型の学び（参加型学習）を活かし、ミャ

ンマーでの教員向け研修活動などが、過去２年にわたり日本人スタッフがミャンマーを訪

れて実施され、国を越えて学びが拡がりつつある。 
（山西優二） 

 

（３）「クルド難民をとりまく川口市」 
＜川口市のクルド難民の概要＞ 

クルド人とは、トルコ、イラン、イラク、シリアの４カ国にまたがる「クルディスタン」

と呼ばれる山岳地帯に居住している民族である。日本在留のクルド人の大多数がトルコ国

籍者と言われる。「一般社団法人日本クルド文化協会」によると、トルコ国籍クルド人のう

ち埼玉県川口市在留者は約 1,500 人（日本在留者は約 2,000 人）と推定される。だが、在

留資格から住民登録ができない者も少なくないため、正確な統計は分からない。トルコ国

籍クルド人による難民申請数は 2017 年まで増加の一途を辿ったものの、これまで難民認

定された者はいない。彼らは、川口市を中心に集住し、家族や親族、友人で構成されるコ

ミュニティを形成している（Tsuchida 2018）。 
 
 視点１：行政活動・市民活動・企業活動・難民自身の活動の関連 

国家による出入国管理行政は難民の生活を左右する。出入国管理政策上、在留のステー

タスによっては、父親が出入国在留管理施設に収容される場合もある。被収容者と面会は

平日のみ可能であることから、特に子どもは、母親に連れられて父親との面会へ赴く場合、

学校を欠席しなければならない。ここに、行政の施策が子どもの学校教育へ影響を与えて

いる側面が垣間みれる。 
また、日本語に関しては、母親の日本語能力が問題視されており、とりわけ学校から家

庭への情報伝達の難しさがあげられている。一方で、子どもは、あらゆる生活面で日本語

の通訳や翻訳を任されることが多く、子どもの負担は大きい。公的な日本語教育の欠如が

これらの問題の根底にあると指摘できる。 
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在留資格の有無や住民登録の可否など制度的な側面から、自治体にとっては、地域社会

に在留する難民を把握するのが難しい実情がある。だが、近年、クルド難民の男性がトル

コ国籍クルド人で構成される「一般社団法人日本クルド協会」を結成したことを発端とし

て変化が起こり始めた。協会が市役所と連携し、市役所に寄せられたクルド人に関する問

題を共有し、民族内で解決しようとする姿勢が形成されてきたのである（土田 2017）。 
市民活動と難民自身の活動は、複合的である。日本人の市民団体や料理や手芸など「ク

ルド文化教室」の活動には、相互に日本人とクルド人が関わっており、共通して文化的な

交流を通して相互理解の促進を目指す動きがある。一方で、日本人の市民団体の中には出

入国在留管理庁（以下、入管）への抗議活動を主とするものもあり、クルド難民や彼らに

関わる市民の、入管に対する反感を助長しているようだ。 
 
 視点２：地域での身近な人々としての接触・出会い・関係づくり 

先述の通り、クルド難民の子どもは、学校での教育を継続して受けることが構造的に難

しい状況に置かれており、特に不就学は深刻な問題としてあげられる。不登校や学校をド

ロップアウトした子どもは、日中に駅前やコンビニに屯っていることがある。川口市によ

ると、こうした様子に苦情が寄せられることもあり、地域住民に「怖い」という感情を抱

かせていることが分かった。この点で、クルド難民の子どもの不就学と地域の治安には連

関している。 
そうした不信感を払拭するのに重要な役割を担っているのが各「教室」である。公民館

で活動が展開される「クルド日本語教室」や「クルド料理教室」、「クルド手芸教室」は、

同じ地域で生活しつつも普段、接触のない地域住民とクルド人の貴重な出会いの場となっ

ている。こうした「教室」への参加こそが、地域住民とクルド難民が出会い、お互いの存

在を知り、尊重し合う「共感的参加」である。よりよい関係性を構築するためには、林が

提案するように参加者ひとりひとりが「共感する力」を培うことが求められる（林 2018: 
97, 99-100）。また、こうした場は、国籍や出身、民族の違いにかかわらず、それぞれの幸

福を追求でき、その追求のために適切な支援を受け、仲間と出会える「安心の居場所」と

して位置づけられる（渡辺 2019: 13）。これらの参加は、クルド難民側の活動への地域住

民の参加が主であることから、今後、関係づくりをより発展させるために、クルド難民に

よる地域社会の活動への参加が望まれる。 
 
 視点３：政治的経済的文化的な社会参加に向けた学びづくり 

クルド難民の女性は文化的に日中も外出を控え、家事に専念することが多い。そのため、

長らく家に引きこもり、地域社会と接点を持つことがないまま、地域社会から孤立する傾

向があった。そうした中で日本人住民によって結成された「クルド日本語教室」は、女性

の地域社会への参加を後押しする役割を担う。さらに、近年、一部の日本人住民の主導に

よって、クルドの民族的な文化活動を「教室」として地域住民に向けて開始したことで、

クルド難民の女性に地域で活動するようになった。 
クルド難民の男性は、民族内で斡旋して解体業に従事し、日本社会で人手不足が顕著な

分野における重要な労働力を担う。また、日本国内で災害支援をするなど主体的に日本社

会で生きていこうとする意思がみられる。 
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こうしたクルド難民の動きから、彼らは、支援されるだけなく、支援する側として日本

社会に主体的に関わろうとしていることが分かる。ここに、日本人と等しく社会に新しい

価値を見出そうとする「共創」の動きがみられる（小泉・川村 2016）。 
 
 視点４：学びの空間的時間的な拡がり 

クルド難民は言語、医療、収容など制度上、不安定な生活を余儀なくされており、民族

間の自助努力に頼るしかない状況が続いている（Tsuchida 2018）。そのことが、構造的に

子どもを取り巻く教育環境を悪化させ、特に子どもの置かれている状況が深刻な問題とし

て浮上している。1994 年の民族にとって最初の難民申請からすでに一定の時間が経過し

ている。だが、不安定なステータスにあるクルド難民の抱える問題は重層化しており、明

確な「学び」を獲得する段階には至っていない。しかしながら、制度上、地域で不可視と

なる難民の抱える生活上の問題が、近年、地域においても可視されるようになってきた。 
クルド難民の立場としては、自分たちに対する処遇を問題視し、入管に対する反感を強

く抱くが、日本人に対しては悪い見方はしていないようだ。しかし、子どもは親の収容や、

言語面でのコミュニティ内での負担に加え、学校でいじめを経験することが多い。そのた

め、彼らが自己の経験を通して、日本人や日本社会に対し、どのような見方をしていくか

が問題視されている。また、入管に対する批判的な見方は、クルド人と接触した日本人の

間でも広まってきている。難民として認められないクルド難民が置かれた立場、彼らが抱

える問題を、日本人住民がどのように捉えていくのか、今後、新たな変化があるかもしれ

ない。 
クルド難民は、難民として認められなくとも、日本での在留期間が長くなるにつれ、親

は子どもの教育を考えるようになり、難民認定を求めて他国へ移住するという動きは見ら

れない。そのため、公的な支援がない以上、クルド難民が抱える問題は、インフォーマル

な形であっても、コミュニティ内で１つ１つ解決していかなければならない構造が生み出

されている。         （土田千愛） 
 

３．地域コミュニティにみるこれからの学びと参加の課題 

三地域の現状を踏まえつつ、これからの学びと参加の課題について、以下の４つの点か

ら検討する。 
＜課題１＞地域における身近な出会いの場のもつ意味 

三つの地域コミュニティの現状からは、同じ地域に暮らす難民と他者（日本人）は、日

本語教室や学習支援教室、料理教室、文化交流イベントといった場で、あるいは飲食店、

学校、職場といった場で出会っていることを確認することができた。このことは、つまり

逆説的には、同じ地域に暮らしていても難民と他者はある特定の「場」がなければ出会う

機会がないということを意味する。 
伊丹は、場とは人々がそこに参加し、意識・無意識のうちに相互に観察し、コミュニケ

ーションを行い、相互に理解し、相互に働きかけ合い、相互に心理的刺激をする、その状

況の枠組みのことであると定義している（伊丹 2005: 42）。平和の文化づくりを目指す国

際理解教育においては、自らが暮らす足元の地域で、まずは難民と他者がコミュニケーシ

ョンを行い、相互に理解し、相互に働きかけ合えるような「身近な出会いの場」を創り出
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していく必要がある。 
では、より具体的には、地域における難民と他者の「身近な出会いの場」にはどのよう

な役割・機能が求められるのだろうか。先の通り、難民と他者の「身近な出会い」には、

料理教室や文化交流イベントなどがあるが、これらは難民として日本に暮らしている期間

の長いインドシナ難民・コミュニティ、ミャンマー難民コミュニティにも、未だ難民申請

が認められていないクルド難民コミュニティにも見られる。このような「身近な出会いの

場」は、難民と他者が同じ地域に暮らす＜一人の住民として＞出会い、交流する役割・機

能を担っている。特に難民申請が誰一人として認められていないクルド難民にとっては、

普段不可視化されている自分たちの存在をこのような場で知ってもらうことが出会い・交

流の必然性となっているのである。 
なお、この出会い・交流の役割・機能は、日常生活の中にも見られる。ミャンマー難民

コミュニティの場合、ミャンマー料理のレストランという飲食の場が、難民、他者、難民

やミャンマーに関心をもつ人たちが出会い、交流する場になっている。 
また、難民にとって移住先の言語を習得することや子どもたちにとっての教科学習は、

移住先で暮らしていく上で必要不可欠なことであり、このことも出会いの必然性になって

いる。つまり、難民が移住先で暮らしていく中で直面するさまざまな問題を解決していく

プロセスに、難民と他者との出会いの必然性を見出すことができるのである。 
難民が暮らす地域においては、日本語教室や学習教室が日本人のボランティアにより開

かれているが、このような教室は、難民・移民を問わず、外国からやって来た人が日本人

と出会う機会をつくっている場であり、まさに文化と文化が出会う水際の場としてその果

たす役割・機能は大きい。 
山辺は、地域日本語教室には「居場所」「交流」「国際理解」「地域参加」「日本語学習」

の役割・機能があると述べている（山辺 2011: 67）。また、山西は、地域日本語教室は、多

文化・多言語化に伴う問題に対処するため、教育の視点から大きな必然性と可能性を有し

ていると述べ、地域日本語教室を地域住民全員が学び手となり、日本語を含む多言語・多

文化をめぐる学びを創り出す「地域多言語・多文化教室」として開設してはどうかと提案

している（山西 2013: 15, 17）。今後は、このように問題解決をベースにしながらも、多層

的な機能をもつ「身近な出会いの場」が各地域で拡充されていくことが求められる。 
さらに、難民にとっては、仕事・雇用、教育・子育てなどに関する情報の共有が、また

母国に対する政治的民主化運動に関する情報の共有が、出会いの必然性になっていること

も指摘することができる。この機能は、時間の経過や母国の政治状況の変化に伴い徐々に

変容する。 
たとえば、ミャンマー難民コミュニティでは、来日し始めた当時、民主化運動の情報共

有の場であったミャンマー難民レストランが、その後民主化を経て、今度は労働者として

のミャンマー移民の仕事・雇用の問題等を相談する場、解決する場としてその機能を変容

させている。このように難民にとっての必然性、問題解決のプロセスの中で地域につくら

れる特定の場は、多層的な機能をもつ場として、また状況に合わせて、変容、拡充してい

くことが求められるのである。 
一方で、難民にとっては、他者との「身近な出会いの場」が同胞間のつながりを強化し、

他者やホスト社会に対して闘う姿勢を生みだす契機となりうることもある。インドシナ難
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民を含めたある外国人当事者団体は、外国人が抱える困難が、何よりも日本人や日本社会

との関係から生じるものであるという考えから、闘う場として、また広く共生する社会を

模索する場として団体を立ち上げている 2。 
教育と地域、地域づくりを再考してきた岩崎は、場の重要な要素として、①開かれてい

ること、②生み出すこと（動態的であること）、③包み込むこと（異なるものを異なるもの

として受容すること）を挙げている（岩崎 2010: 28-29）。そして、場には「外なる場」と

「内なる場」の二重の意味があると述べている。 
「外なる場」とは「構造としての場」であり、それは時間と空間の関係の総体であって

可視化されたもの（自然環境や人工環境）と不可視なもの（文化、伝統、地域社会の仕組

みなど）とが絡み合って存在している。このような「構造としての場」は、どんな人々に

対しても開かれ、その結果さまざまな新しい価値が生み出され、一致のある多様性という

異質者が共存しつつ調和をもつ地域空間である（岩崎 2010: 157-158）。岩崎は、先に紹介

した伊丹の場の定義はこの「外なる場」を指していると述べている（岩崎 2010: 157）。 
一方で、「内なる場」とは「認識としての場」であり、閉鎖的・思い込み的な私たちの認

識を開き、地域の諸事象がおりなす関係性を身をもって理解する新しい認識を生み出す場

である（岩崎 2010: 158-159）。この「構造としての場」と「認識としての場」は相互に連

動しており、どちらかが変容することで場自体が変容する（岩崎 2010: 29）。 
この岩崎の論から示唆されることは、難民と他者の「身近な出会いの場」が上記①～③

を満たさないとき、（望ましいか望ましくないかの判断はさておき）難民たちは他者と離れ

て、自らの場を新たに創り出すということである 3。したがって、この乖離が決定的な対

立関係に陥らないためには、地域における難民と他者の「身近な出会いの場」には、どの

ような人々にも開かれ、多様な人びとが集い、共存しつつ調和をもたらす「構造としての

場」の機能だけではなく、多様な異質者が集まることで、諸事情がおりなす関係性を同じ

地域の住民であるという＜当事者の視点で＞読み解き、新しい認識を生み出していく「認

識としての場」の機能を持つことも求められるのである。 
 
＜課題２＞難民と他者との関係性～「重要な他者｣の意味とそれを可能にする学び～ 

難民と他者は、地域における「身近な出会い」からより親密な関係を創り出していく場

合がある。このような難民と他者との関係性の変容については、荻野がベトナム難民一世

11 人のライフストーリーを基にベトナム難民の定住化について、①「重要な他者」の獲得

→②「普通｣の付き合い→③受け身からの脱皮→④交互作用の深化、というプロセスを描き

出している（荻野 2013: 173）。 
「重要な他者（significant others）」は、元々は心理学の用語である。石井・竹澤による

と「重要な他者」は二つの意味をもつ。一つはパーソナリティや態度、価値規範など、自

 
2 NPO 法人すたんどばいみーホームページ内にある「設立趣意書」、清水・「すたんどばい

みー」（2009）『いちょう団地発！外国人の子どもたちの挑戦』、報告者によるすたんどばい

みーへのインタビューやフィールドノート（調査者：林）参照。 
3 なお、このように難民自身が自らの場を創り出す場合、難民コミュニティがゲットー化

する場合（吉富 2008）と、ホスト社会にマイノリティからのメッセージを発信しつづけ、

その変容を模索する場合とがある。すたんどばいみーは後者と捉えられる。 
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己の形成に大きな影響を及ぼす他者であり、もう一つは一緒にいると安心できる、心の支

えであるなど、情緒的な関わりの強い他者である。両者は相互に関連している（石井・竹

澤 2011: 51-52）。 
では、難民が移住先において、「身近な出会い」からこのような「重要な他者」を獲得す

るには、難民と他者との間に一体どのような関係性、そして学びが求められるのだろうか。

先の＜課題１＞で見た通り、難民と他者はさまざまな場で出会いを重ねている。しかしな

がら、その出会いの中には、たとえば日本語教室や学習支援教室に見られるように、往々

にして「支援者（他者）―被支援者（難民）」といった関係性に固定化されてしまう傾向が

ある。このような「支援者（他者）―被支援者（難民）」の関係性において、難民は「重要

な他者」を獲得しうるであろうが、このように関係性が固定化された場合、③受け身から

の脱皮、④交互作用の深化が起こるかには疑問が残る。 
先に挙げた山辺は、地域日本語教室には、居場所・交流・国際理解・地域参加、日本語

学習の５つの機能があると述べ、地域日本語教室を同じ地域に暮らす市民として互いに自

己表現ができる場であるとしている。また、地域日本語教室に、互いの文化を尊重し、外

国人、日本人が教える者にも教えられる者にもなる対等な関係が構築され、ともに住みや

すい地域をつくる仲間という意識があれば、お喋りや互いの得意なことを教え合う、互い

の経験について意見交換するなど、肩の力を抜いた活動が楽しめるのではないかと述べて

いる。（山辺 2011: 67-68）。さらに、先に見た山西は、地域日本語教室を地域住民全員が学

び手となり、日本語を含む多言語・多文化をめぐる学びを創り出す「地域多言語・多文化

教室」として開設してはどうかと提案している（山西 2013: 15, 17）。 
このように、難民が「重要な他者」を得て、受け身から脱皮し、交互作用を深化させて

いくためには、難民と他者が一人の人と人として出会い、対等な関係性を築いていくこと、

またこのような関係性をもとに、難民と他者の双方が学びの主体者、そして地域における

問題解決の当事者として、問題解決のプロセスに関わりながら学んでいくことが求められ

る。 
また、大和市いちょう団地では、日本人から学習支援を受けていた外国につながる子ど

もたち（インドシナ難民含む）が、日本人には介入できない「外国人としての問題」の存

在を感じ、自分たちの問題は自分たちで解決しなくてはならないという考えから、日本人

の運営する教室を離れて自ら外国人当事者団体を立ち上げている（清水 2008: 256）。ここ

には、子どもたちが「重要な他者」を得て受け身から脱皮していく姿、また子どもたちの

「主体性」と「当事者性」を確認することができる。 
当時の子どもたちと支援者である日本人との関係性を見てみると、そこには清水が戦略

的パターナリズムと呼ぶものがある（清水 2007: 228）。戦略的パターナリズムとは、外国

人の子どもたちの問題を考える日本人の大人たちのコミュニティが、子どもたちの声にな

らない声を拾いあげ、第三者として代行するというものである（清水 2007: 227）。当時、

子どもたちと日本人の関係性は、当初は対等ではなく戦略的パターナリズムであったのだ

が、その後独立へと変容している。 
清水は、「問題をかかえた人々」というまなざしの構築は、そのまなざしの「当事者」で

あるところの外国人の子どもたちだけではなく、彼らを取り囲む大人も、「外国人の子ども

に関わる大人」という「当事者」とならない限りなされないと述べている（清水 2007: 220）。
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ここからは、子どもたちと日本人の双方にとってお互いが当事者として、また「重要な他

者」として立ち現れていること、また互いに当事者性を有しているからこそ、時にはパタ

ーナリズムという形で、そして時には子どもたちの主体性を最大限に尊重する形で関係性

が変容していることを認めることができる。 
一方で、荻野の提示した定住化プロセスは、日本の中で異文化を背負う者と見られてき

たアイヌ民族の動きを見るとき、また在日コリアンの動きを見るとき、難民の世代が二世、

三世と進んでいく中で、個人的なレベルでのライフストーリーにみる受容から交互作用の

深化というプロセスにとどまらず、より集団的コミュニティ的関係として、「同化もしくは

対立（対峙）→表現→交流・ヒュージョン（相互変容）」といったプロセスを創り出してい

く可能性を指摘することができる。 
アイヌ民族解放運動に邁進した父親をもつ結城は、かつてのように対立する時代は終わ

ったと述べ、アイヌ文化を活かしていくために、「今」をキーワードに自らの文化と向かい

合い、アイヌ文化を自然体で表現する「アイヌ・アートプロジェクト」という活動を始め

ている（結城 2008: 50）。同プロジェクトでは、日本文化に同化しつつあるアイヌ民族の

若者たちとともに、伝統もモダンも含めて自分たちのアイヌ文化を再興し、表現する場を

創り出そうとしている。 
また、大阪における在日コリアンコミュニティでは、生野民族文化祭を開催し、この祭

を通して、民族文化運動として南北対立を越えた共通の民族的連帯意識と民族的アイデン

ティティを創り出そうとした。また同時に、周囲の差別的な日本文化ないし日本人社会に

対抗して、民族アイデンティティと民族文化を強く主張した（飯田 2006: 46）。 
この生野民族文化祭は 2002 年に終了しているが、その後はこの祭に触発され、各地域

に「マダン（広場）」と名乗る祭りが生まれている。そして、この「マダン」では、生野民

族文化祭が持っていた対抗性よりも多様な地域住民の共生を目指すようになっている（飯

田 2006: 47）。 
たとえば、京都の東九条においては、在日コリアンのアイデンティティ形成と文化継承

および在日コリアンと日本人の交流と共生を目的としてマダンが開催されており（磯田

2009: 46-47）、そこでは「和太鼓＆サムルノリ」という日本の和太鼓とコリアンの楽器で

あるサムルノリが融合した新たな音楽が創造されている（磯田 2009: 49）。 
このようなアイヌ民族、そして在日コリアンの動きからは、定住期間の長短を考慮した

地域における難民と他者との学びを、個を中心として、また時にコミュニティを中心とし

て創り出していくことの必要性を認めることができる。そして、地域においては祭りのよ

うな文化的参加に基づく学びの方法の有効性も認めることができる。 
 
＜課題３＞多層的複合的アイデンティティの形成  

母国から離れざるを得なかった難民一世、またその子ども・子孫たちは、母国と移住先

の間に置かれ、自らのアイデンティティの問題に直面している。アイデンティティについ

ては、言語的社会化の文脈から研究がなされている。 
言語的社会化とは、子どもやあるコミュニティにおける新参者が言語形式や言語を通し

て、そのコミュニティの価値観や習慣を自分のものとして取り入れることである（原 2011: 
133）つまり、この言語的社会化の過程における社会や他者との関わり方が、難民がどのよ



106 

うなアイデンティティを構築していくかを決めるのである（原 2011: 143-144）。 
現在、地域では多くの日本語教室が開催されているが、難民が日本語を学び、言語的社

会化を果たしていく過程において、このような難民のアイデンティティの問題が他者であ

る日本人によってどれくらい認識されているのか定かではない。 
椋尾は、言語的社会化は、純粋な意味での「言語習得」の水準にとどまったものではな

いと述べている（椋尾 2002: 56）。つまり、言語学習においては、単なる「言語習得」を

目指すのではなく、言語的社会化の過程で、自らをとりまく「他者の言語」と結びつくこ

とを通して、難民が自己のアイデンティティを表象しうる語彙を自ら獲得していく学びを

創り出していくことが求められるのである。 
また、難民にとって表象しうるアイデンティティとは、ルーツにつながるエスニックア

イデンティティに限らず、自らをとりまく言語・言説、権力関係の中で多層的・複合的に

獲得されるものである。羽鳥（江頭）によると、複合的アイデンティティとは、「確固たる

自己」「本当の私」といった本質主義的なものではなく、権力関係の中で行われる言語・言

説実践によって位置づけられる自己や他者であり、流動的で不安定、複雑なアイデンティ

ティを指すポスト構造主義的概念である（羽鳥（江頭）2009: 21-22）。その特徴は、言語・

言説実践の前に何らかの実体を想定しないこと、語られなかった他のさまざまなアイデン

ティティの存在を認識していること、またアイデンティティ構築は、常に規範との交渉で

あるとする権力の視点を持っていることにある（羽鳥（江頭）2009: 22）。 
また、椋尾は、アイデンティティの獲得には、ある時点のある言語において自己を語る

とき、別の「自己」でありえたかもしれないその可能性と、その表現からはみ出してしま

う、はみ出してしまうような自分、つまり他者性と直面することになると述べている。そ

して、特定の「言語」すなわち言説に巻き込まれつつも、そこに巻き込まれまいとまた別

のことばを求めていく営みがあると述べている（椋尾 2002: 61）。 
インドシナ難民コミュニティでは、外国人当事者団体が、それぞれのエスニックアイデ

ンティティと同時に、あるいはエスニックアイデンティティを選ばずに、「外国人アイデン

ティティ」という独自のアイデンティティを創り出し、保持している。ここからは、彼ら

が言語的社会化の過程で、日本語という特定の言語の言説に巻き込まれつつも、そこに巻

き込まれまいと自らを表象しうる言説を獲得し、それを通して日本社会と対峙するために、

主体的戦略的に自らのアイデンティティを形成していったことを知ることができる。 
なお、この「外国人アイデンティティ」は、もし日本社会において難民の母語や出身国

の文化が尊重されるような言語・言説が存在していたならば、創り出されなかった可能性

もある。ここに、これらの多層的複合的アイデンティティの形成に向けて、難民自身と難

民をとりまく他者（学習支援者、言語の専門家、行政担当者などを含む）がどのように協

働関係を生み出し、難民が自らの語彙・言説を獲得することができるような実践コミュニ

ティ・実践研究コミュニティを創り出していくことを課題として指摘することができる。 
また、藤田は日本に居住する外国人住民を「潜在的バイリンガル」と呼んでいる（藤田

2003: 19）が、地域社会において「潜在的バイリンガル」である難民から日本人が学ぶこ

とは多い。しかし、彼らから何をどのように学ぶかについては今後の課題である。 
さらに、外国人住民の地域参加の一つの方法として、自らの複合的な文化や言語を活用

して、地域の日本人に自らの母文化・母語を教える実践があり、秋田・横浜・武蔵野など
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多くの地域で報告されているが、このような実践が彼らの複合的アイデンティティ形成と

どのように関連しうるのかも課題として浮かび上がっている。 
 
＜課題４＞政治的経済的文化的な学びと参加 

難民にとって、移住先の社会において、また離れざるを得なかった母国に対して、政治

的経済的文化的参加を果たしていくことは必然性を伴っている。 
日本では、難民・移民の参政権としての政治的参加への制限は大きいが、各地域を眺め

てみると、外国人住民の多い地域においては、たとえばインドシナ難民が多く暮らす大和

市のように、多文化共生会議といった外国人住民の声を地方政治に反映させるような仕組

みも見られる。同会議は、多文化共生の実現、外国人市民の地域参加の促進、日本人市民

と外国人市民が共生・協同するための課題の解決にむけて協議することを目的に設置され

ている 4。 
この会議には、難民・移民と日本人住民がさまざまな理由から応募しており、その都度

会議自体が難民・移民と他者の学びの場となっている。会議では、テーマに関する意見交

換はもちろんのこと、市内小中学校やクリニック、日本語教室、NPO、エスニックコミュ

ニティへの訪問、聞きとり調査・フィールドワークの実施、ゲスト講師を招いての学習会

等が行われている。 
2018 年秋の国会で骨太方針が出され、今後さらなる外国人住民の増加が予想される中

にあっては、このような形での地方政治への参加にとどまらず、難民にとっての政治的参

加とその参加に向けての学びは、必然性をもった重要な課題であり続けている。 
また、難民は移住先において当然働かなければならず、ここに経済的参加という社会参

加の必要性が見出せるが、移住先の言語の獲得に困難を抱える難民にとって、経済的参加

は大きな課題となる。たとえば、ミャンマー難民・移民の主な就業先は飲食業であり、雇

用形態はアルバイトが一般的で、その地位は不安定である。転職もなかなかできず飲食業

のスパイラル化に陥っている（森本 2011: 33）。 
NPO 法人難民支援協会では難民たちが経済的に社会に参加できるように就労マニュア

ルを作成し、また企業と連携して就労準備日本語プログラム、ジョブフェア、会社見学・

OJT といった支援を行っているが、その就業先として想定されているのはホテルのハウス

キーピング、惣菜工場、クリーニング工場といったものであり 5、日本における難民・移

民の経済的参加の場所は非常に限られている。インドシナ難民１世の主な就業先も近隣

の工場であり、単純労働から抜け出せない難民の姿が浮かび上がる。 
インドシナ難民の流入以降、特に 1980 年代には、当時の国の教育政策である（外向き

の）「国際化」が叫ばれ、一方それを批判する形で「地域の国際化」「地域からの国際化」

も叫ばれ、教育における多文化化が教育課題として浮かび上がることになった。そのよう

な中、難民・移民を生む戦争や格差の根底にある政治や経済のあり方への批判的な検討も

 
4 公益財団法人大和市国際化協会ホームページ内、『多文化共生会議報告書』より 
http://www.yamato-kokusai.or.jp/jigyo/tabunka1（2019 年 3 月 10 日閲覧）。 
5 NPO 法人難民支援協会ホームページより 
https://www.refugee.or.jp/jar/report/2017/11/24-0002.shtml および 
https://www.refugee.or.jp/jar/report/2015/04/21-0000.shtml（2019 年 6 月 5 日閲覧）。 

http://www.yamato-kokusai.or.jp/jigyo/tabunka1
about:blank
about:blank
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なされたものの、それらは決して十分なものではなく、その延長線上にある強権的な政治

とグローバル経済が今また多くの難民を生み出している。難民を生まない政治・経済とは

どういったものなのか、またやってきた難民の参加を保障する地域の政治・経済はどうい

ったものが構想されうるのか、そういった学びを足元から創り出していくことは継続的な

課題であり続けている。 
さらに、難民は移住先の社会において生き抜いていくために、コミュニティを形成する

傾向にあるが、移住先の社会への文化的な参加は課題を伴う。難民は、移住先の社会にま

ず受容的に参加（林 2018: 97）していく必要性が認められるが、日本では多文化主義なき

多文化共生と言われるように難民・移民に対する日本の文化的同化圧力が強い。そこで、

難民・移民には、自らの文化を維持していくための文化的参加、またそこに伴う文化的学

びの必然性が浮かび上がっている。 
たとえば、ミャンマー難民、クルド難民は、それぞれの文化を祝う祭りを開催しており、

またインドシナ難民はかながわベトナム親善協会、NPO 法人在日カンボジアコミュニテ

ィ、NPO 法人在日ラオス協会といった団体を立ち上げ、同胞に文化を学ぶ機会を提供した

り、日本社会に自分たちの文化を広めたりする活動をしているが、自分たちの子どもたち

や後世に、母語を含めて自分たちの文化を伝えていく学びをどのように創り出していくの

かは大きな課題となっている。インドシナ難民コミュニティ、ミャンマー難民コミュニテ

ィには、母語教室の動きも見られるが、日本においてこのような学びを拡充していく必要

が認められる。 
難民の二世、三世にとっては、社会参加を具体的にイメージ化するためにも、親だけで

なく年長者の社会参加のモデルに学ぶことは多い。また地域の在住期間が長い難民から在

住期間の短い難民への学びの支援も大きな意味をもってくる。そういった学びをつなぐ多

様な場・コミュニティづくりが課題となる。 
そして、難民にとっては、移住先の社会において、先のアイヌ民族や在日コリアンの例

で見たように、難民と他者がともに新たな文化を創り出していく学びを創り出していくこ

とも課題となってくる。この場合、祭りや歌といった文化的参加の方法は注目されてよい。  
一方で、難民は離れざるを得なかった母国に対して政治的経済的に参加していく動きも

創り出している。たとえば、来日間もない当時のミャンマー難民は、日本で母国の政治的

民主化運動という具体的な政治的活動を行う過程で知識やスキルを獲得し、またネットワ

ークを形成しながら政治キャピタルを形成している。 
政治キャピタルとは、個人や集団が政治的決定に対する影響力を行使することを可能に

する資源であり、知識、スキル形成、ネットワーク形成、政治的活動の４つの要素から成

る（三竹 2010: 53）。三竹は、難民が移住先の社会においてこのような政治キャピタルを

形成し、母国に政治的に参加していくためには、移住先の難民政策が充実することにより、

つまり難民に公的な認定を付与することが、難民が母国の民主化支援を自律的な政治活動

として行うことを可能にすると述べている（三竹 2010: 54）。 
日本において、国の制度と連動させて、つまりは日本人の難民に対する関心を引き出す

学びを創り出すことで政治の俎上に載せ、このような難民の政治キャピタルの形成につな

がる学びをどのように生み出していくのかを、今後検討していかなくてはならない。 
また、先に示したかながわベトナム親善協会、NPO 法人在日カンボジアコミュニティ、
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NPO 法人在日ラオス協会といった団体は、母国の発展を願って援助活動を通して経済的

参加を果たしている。そして、民主化を果たしたミャンマーについては、日本に暮らすミ

ャンマー難民が同じく経済的な援助活動をしながら母国の学校を支援し、日本で得た学び

の手法を母国でも展開している。今後、このように日本、出身国をつなぐ学びのありよう

も検討課題として浮かび上がっている。 
 
４．おわりに 

以上、三地域の現状を踏まえつつ、これからの学びと参加の課題について見た。世界的

に難民・移民が大きな課題として浮上している中、平和の文化づくりを目指す国際理解教

育においては、学校教育における学びづくりだけではなく、自らが暮らす足元である地域

においての学びづくりを考えていく必要がある。本稿で示したように、日本にはインドシ

ナ難民、ミャンマー難民、クルド難民が数多く暮らしており、これらの現状を読み解くこ

とは今後の国際理解教育の実践に大きな示唆を与える。 
今後は「身近な出会いの場づくりアプローチ」「『重要な他者』づくりアプローチ」「複合

的アイデンティティづくりアプローチ」「政治的経済的文化的参加アプローチ」という４つ

のアプローチを地域コミュニティでの丁寧な実践につなげていくことが求められる。 
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資料編 

 
 
１．委員会開催の経緯 

（１）2016 年度 
①第 1 回委員会 
日 時： 2016 年 4 月 23 日（土） 
場 所： 早稲田大学 

議 題： １．旧委員会からの引き継ぎ 

２．難民、水・気候変動、市民性の 3 つのプロジェクトの設定 
３．３年間のテーマ「国際理解教育における理念と方法を問い直す」 

 
②第 2 回委員会 
日 時： 2016 年 6 月 19 日（日） 
場 所： 上越教育大学 
議 題： １．来年度の研究大会に向けて 

２．各プロジェクトの運営について 
３．予算について 

 

③第 3 回委員会 
日 時： 2016 年 10 月 16 日（日） 
場 所： 聖心女子大学 
議 題： １．常任理事会報告 

２．各プロジェクトの進捗状況報告 
３．ESD 関連（サスティナブル・スクール）企画 
４．来年度の研究大会について 

 
④第 4 回委員会 
日 時： 2017 年 3 月 27 日（月） 
場 所： 聖心女子大学 
議 題： １．各プロジェクトの進捗状況報告 

２．報告書について 
３．研究大会の特定課題研究について（於：筑波大学） 

 
（２）2017 年度 
①第 1 回委員会 
日 時： 2017 年 6 月 3 日（土） 
場 所： 筑波大学 
議 題： １．各プロジェクトの進捗状況報告 
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     ２．予算について 
     ３．今後の日程について 
 
②第 2 回委員会 
日 時： 2017 年 10 月 7 日（土） 
場 所： 聖心女子大学 
議 題： １．各プロジェクトの進捗状況報告 
     ２．国内外のフロンティアと現場をつなぐ 
     ３．今期の計画について 
 
③第 3 回委員会 
日 時： 2018 年 3 月 31 日（土） 
場 所： 聖心女子大学 
議 題： １．各プロジェクトの進捗状況報告と今年度の振り返り 

２．会計報告について 
     ３．研究大会の特定課題研究について（於：宮城教育大学） 
 
（３）2018 年度 
①第 1 回委員会 
日 時： 2018 年 6 月 16 日（土） 
場 所： 宮城教育大学 
議 題： １．予算について 
     ２．今年度の活動方針について 

３．公開研究会の開催について 
 
②第 2 回委員会 
日 時： 2018 年 10 月 13 日（土） 
場 所： 聖心女子大学 
議 題： １．各プロジェクトの進捗状況報告 
     ２．来年度の研究大会について 
     ３．公開研究会の開催について 
 
③第 3 回委員会 
日 時： 2018 年 12 月 22 日（水） 
場 所： 聖心女子大学 
議 題： １．各プロジェクトの進捗状況報告 
     ２．先行研究について 
     ３．来年度の研究大会について 
     ４．予算について 
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④第 4 回委員会 
日 時： 2019 年 3 月 11 日（土） 
場 所： 聖心女子大学 
議 題： １．研究大会の特定課題研究について（於：椙山女学園大学） 

２．予算について 
３．報告書について 

 
（４）2019 年度 
①第 1 回委員会 
日 時： 2019 年 6 月 16 日（日） 
場 所： 椙山女学園大学 
議 題： １．報告書の作成について 
 
②第 2 回委員会 
日 時： 2019 年 12 月 14 日（土） 
場 所： 聖心女子大学 
議 題： １．報告書の作成について 
     ２．その他 
 
③第 3 回委員会 
日 時： 2020 年 2 月 22 日（土） 
場 所： 聖心女子大学 
議 題： １．各プロジェクトの原稿確認 
     ２．報告書の構成について 
     ３．今後のスケジュールについて 
     ４．その他 
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２．特定課題研究の概要 〔※所属等は当時のもの〕 
（１）第 27 回研究大会・特定課題研究 
日 時： 2017 年 6 月 4 日（日）13 時～16 時 
場 所： 筑波大学・筑波キャンパス 
テーマ： 「国際理解教育における理念研究、方法研究の展望をひらく」 
 
司会・趣旨説明： 永田 佳之（聖心女子大学） 
第一部 分科会報告 
  グローバル時代の市民像を問う     渡部 淳（日本大学） 

難民問題から国際理解教育を問う    山西 優二（早稲田大学） 
       山中 信幸（川崎医療福祉大学） 

SDGs 時代の水・気候変動教育を問う  宇土 泰寛（椙山女学園大学） 
第二部 ワークショップ 

グループワーク ／ シェアリング 
まとめ 

 
 
（２）第 28 回研究大会・特定課題研究 
日 時： 2018 年 6 月 17 日（日）13 時～16 時 
場 所： 宮城教育大学 
テーマ： 「国際理解教育における理念研究、方法研究の現段階 

―プロジェクトの取り組みと課題―」 
 
司会： 嶺井 明子、菊地 かおり（筑波大学） 
第一部 全体会／趣旨説明 
 趣旨説明       永田 佳之（聖心女子大学） 
 各プロジェクトの概要     渡部 淳（日本大学） 

山西 優二（早稲田大学） 
宇土 泰寛（椙山女学園大学） 

第二部 分科会／ワークショップ 
①難民問題から国際理解教育を問う 

      ＜テーマ＞ 
・「国内外の難民を取り巻く社会構造」に関するワークショップ 

   ・5 つのタスクチームからの現段階の研究報告 
②SDGs 時代の水・気候変動教育を問う 

     ＜テーマ＞ 
・地球と地域に現れる気候変動問題 

       ・気候変動教育に対応する世界の動向 

第三部 全体会／シェアリング 
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（３）第 29 回研究大会・特定課題研究 
日 時： 2019 年 6 月 16 日（日）13 時～16 時 
場 所： 椙山女学園大学・星が丘キャンパス 
テーマ： 「国際理解教育における理念研究、方法研究の到達点と今後の課題」 
 
司会・趣旨説明： 永田 佳之（聖心女子大学） 
第一部 分科会報告 

難民問題から国際理解教育を問う     山西 優二（早稲田大学） 
横田 和子 

SDGs 時代の水・気候変動教育を問う   宇土 泰寛（椙山女学園大学） 
曽我 幸代（名古屋市立大学） 

グローバル時代の市民像を問う      嶺井 明子（筑波大学） 
                    菊地 かおり（筑波大学） 
質疑応答・問いの共有          渡部 淳（日本大学） 

第二部 グループ討議／シェアリング 
進行：嶺井 明子・山西 優二・林 敏博（椙山女学園大学） 
まとめ 

 
（林敏博、菊地かおり） 
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